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令和６年度村岡・深沢地区権利者等調整等業務仕様書 

 

【共通事項】 

（適用範囲） 

第１条 この仕様書は、東日本都市再本部における村岡・深沢地区に関する次の業務を一体的に実施す

る権利者等調整等業務に適用する。 

(１) 現場調整関連 

①区画整理に関する事項 

②補償に関する事項 

③工事に関する事項 

(２) 工事管理関連 

①工事監督に関する事項 

 （３）積算関連 

①工事費積算に関する事項 

２ 前項（１）から（３）の各業務は、村岡・深沢地区土地区画整理事業の円滑な施行にあたり、多岐

に亘る業務（計画調整、換地手続き、移転補償、造成工事等）がそれぞれに密接に関連した中で、多

くの関係者（権利者、公共団体、関係機関等）との調整・交渉が不可欠であることに留意した業務実

施を必要とする相互に関連性の高い内容である。 

  

（仕様書等の適用） 

第２条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するもの

とする。 

 

 （用語の定義） 

第３条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 

（１）「委託業務責任者」とは、委託者の指示に従い、委託業務に関する一切の事項を処理する者で、

契約書第７条に定める者をいう。 

（２）「指示者」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務受

託者を監督する者で、契約書第８条に定める者をいう。 

（３）「委託業務従事者」とは、委託業務に従事する技術者をいう。 

（４）「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。 

（５）「成果物」とは、業務仕様書に定める本業務の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他

の成果のことをいう。 

（６）「承諾」とは、業務受託者側の発議により委託業務責任者が指示者に報告し、指示者が了解す

ることをいう。 

（７）「協議」とは、書面により契約図書の内容について、指示者と委託業務責任者が対等の立場で

合議することをいう。 

（８）「提出」とは、委託業務責任者が指示者に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はそ

の他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

（９）「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を 
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し、署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。 

     ・業務内容の疑義           ・成果物の納品 

     ・業務開始の連絡           ・貸与資料の提示 

    ・業務完了（中間）の報告       ・様式の提示 

    ・緊急連絡、事故報告         ・成果物の修正連絡                                                           

・業務内容の一部変更の通知 

  注：事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。 

 （10）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。 

（11）「修正」とは、目的物（成果物）が、前項の検査に合格しないとき、業務受託者の責務におい

て行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（12）「施工者」とは、本事業に係る工事の請負者等をいう。 

（13）「設計者」とは、本事業に係る設計業務に係る請負者又は施工者のうち設計業務に携わる者を

いう。 

（14）「連絡票」とは、指示者と委託業務責任者の指示・承諾・協議等を補完するために、指示者お

よび業務受託者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。 

 

 （疑義） 

第４条 業務受託者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって指示者へ

指示又は協議を求め、指示者は、書面で委託業務責任者へ指示又は協議を行い、業務を実施するもの

とする。 

 

 （業務の履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、令和６年４月１日から令和７年３月31日とする。 

 

（委託業務責任者及び管理技術者） 

第６条 業務受託者は本業務すべてを統括し、円滑な業務執行を行う委託業務責任者を定めなければな

らない。また、第１条（１）から（３）に示す関連業務の実施について、第１条第２項に示す業務相

互の関連性に留意し、技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術者を定

め、本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第８条に示す業務計画書に明記し、指示者に提

出しなければならない。なお、「工事監督業務共通仕様書」に定める管理技術者は、委託業務責任者に

読み替えるものとする。 

 

区  分 担 当 業 務 

委託業務責任者 
契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者で、契約書第７条に

定める者。なお、下記の管理技術者より選任することを可とする 

管理技術者 

業務の履行に関し、技術上の照査、各業務間の調整及び工程管理を行

い関連業務の統括を実施する者。また、1回/1週の調整会議の開催及び

業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。 

担当技術者 

（委託業務従事者） 

管理技術者の下で業務を担当する者。業務の進行状況を管理し、管理

技術者の指示の下で、業務を実施する。 
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（担当部署） 

第７条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。 

東日本都市再生本部 

担当部署 
事業推進部 

事業推進第３課 

事業推進部 

基盤整備第２課 

基盤統括部 

基盤統括課 

実施内容 現場調整関連、工事管理関連、積算関連 

    

（業務計画書） 

第８条 委託業務責任者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、指示者に提出し

承諾を得なければならない。 

 （１）業務概要 

 （２）実施工程表及び配員計画 

 （３）業務実施方針・方法 

 （４）品質確保の取組み方針・方法 

 （５）使用する主な図書及び基準 

 （６）業務実施体制計画 

 （７）連絡体制（緊急時含む） 

（８）その他、業務実施上の必要事項 

 

（業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応） 

第９条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、指示者又は機構職員に

取り次ぐ。 

 

（守秘義務） 

第10条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果物等を他人に閲覧、

複写、譲渡してはならない。ただし、書面により指示者の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

（官公署その他との応対等の報告） 

第11条 官公署その他に対して応対等を行ったときは、遅滞なくその旨を指示者に書面をもって報告す

るものとする。 

 

 （機材等） 

第12条 特記なき限り、業務に使用する機材の搬入搬出にあたっては、指示者の立会い、確認を要する

ものとする。 

 

（資料等の貸与及び返却） 

第 13条 機構は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、業務受託者に貸与するものとする。 

 ２ 業務受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく発注者に借用書を

提出しなければならない。 

３ 業務受託者は、貸与品を使用した後はただちに機構に返却するものとする。 

 ４ 業務受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、
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損傷した場合には、業務受託者の責任において修復するものとする。 

 ５ 業務受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

 

（関係法令及び条例の遵守） 

第 14条 業務受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければな

らない。 

 

（再委託等） 

第15条 業務受託者は、原則として本業務を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただ

し、書面によりあらかじめ機構の承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 業務受託者は、前項に関わらず、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図など

の簡易な業務については、委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、契約書第６

条ただし書きの規定に基づく書面による承諾は不要とする。 

３ 業務受託者は、第１項ただし書きにより第三者に委任し、又は請け負わせる場合においては、次の

各号に掲げる要件を満たさなければならない。 

一 委任又は請負の相手方が、入札説明書４（１）①～⑦の要件を満たしている 

こと 

二 業務受託者と委任又は請負の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、その相手

方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること 

 

（業務進捗確認方法） 

第16条 業務を適正かつ円滑に実施するため、指示者と委託業務責任者は、密接な連絡をとり、業務の

方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度委託業務責任者

が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。 

 

 （テクリス登録） 

第17条 業務受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は契

約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、

測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し、指示者の確

認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに提出するとともに、（財）日本建設情報総合セン

ター発行の「業務カルテ受領書」の写しを指示者に提出しなければならない。 

 

（検査） 

第18条 業務が完了したときは、業務受託者は成果物並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、指示

者が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。 

 

（成果物） 

第19条 成果物は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、

指示者に提出すものとする。 

２ 成果物は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。 
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（業務の完了） 

第20条 完了した成果物を指示者に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了と

する。ただし、業務完了後においても、成果物に不完全な箇所が発見された場合には、業務受託者は

その責任において補正を行わなければならない。 

 

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置） 

第21条 業務受託者は、業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介

入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やか

に警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。 

２ 業務受託者は、前項により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ

の内容を記載した文書により機構に報告を行わなければならない。 

３ 業務受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、機構と協議を行うことができる。 

以 上  
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【業務仕様書】 

（ 総 則 ） 

１．目  的 

  本業務は、村岡・深沢地区における現場調整関連、工事管理関連、積算関連の各関連業務に関して

地権者等調整等及び調整資料作成等他の技術的業務を一体的に行うことで、事業の円滑な推進に資

することを目的とする。 

 

２．適  用 

 本仕様書は、「令和６年度村岡・深沢地区権利者等調整等業務仕様書」【共通事項】第１条に定め

る業務毎の仕様書である。 

 

３．業務処理に係る共通事項 

１）事務所使用に関する事項 

①業務受託者が、機構事務所等を使用する場合は、「事務所等（事務所、会議室、什器）の使用料に

関する協定」を締結するものとする。 

②本業務履行のために、業務対象地区周辺に業務拠点等を設置する必要のある工事管理関連業務に

ついては、機構事務所等を使用する場合の別添「事務所等の使用料（単価）」により算定された事

務所等（事務所、会議室、什器）使用料相当分を直接費として見込むものとする。 

２）業務実施上必要な備品等（事務所等以外の直接費等） 

上記１）以外で、業務実施に必要となる直接的な経費（什器・備品等）は、業務受託者が準備する

ものとすること。なお、業務のために移動手段が必要な場合に限り、旅費交通費を計上できるものす

る。なお、旅費交通費に替えて、業務用自動車（ライトバン 1500cc 相当）を計上することもできる。 

 

４．委託料基準 

  本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。 

業務区分 適用委託料基準 

現場調整関連 機構支援業務（現場調整関連）委託料基準（案） H21.12 

工事管理関連 機構支援業務（工事管理）委託料基準（案） H21.12 

積算関連 機構支援業務（積算関連）委託料基準（案） H21.12 

 

５．業務実施留意事項 

１）実施に当たって 

（１）業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないも

のについては、業務発生時期に貸与する。 

（２）貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。

ただし、指示者の許可を得たものは、持ち出しできるものとする。 

（３）本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。 

（４）機構が別に定める各様式（実施要領に定める基準等及び実施計画、甲の規程、通達及び本仕
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様書で定める様式）については、業務受託者の応諾の範囲で変更できるものとする。 

（５）本業務の実施にあたり、指示者への報告または成果物においてデータにより納品する場合、フ

ァイル形式は下記の通りとする。 

種 別 ファイル形式 

調書，記録簿，連絡文書，報告

書，集計（数値）データ等 

Microsoft Word2019 

Microsoft Excel2019 

Microsoft PowerPoint2019 

PDF ファイル 

画像ファイル JPEG 及び GIF、TIF 形式 

図面 Auto CAD2020 

 

 

 



 

8 

１）－①．現場調整関連（区画整理編） 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現場踏査を実

施し行うものとする。 

 基 準 等 発 行 

土地区画整理事業を施行する場合の土地及び建物の権利調査に関する取扱

いについて（平成 16 年 7月 1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理事業に係る権利等の申告、届出等の事務取扱い要領について

（平成 21年 6月 1日施行） 
都市再生機構 

保留地予定地等の権利申告の対応について（平成 18 年 2 月 13 日） 都市再生機構 

土地区画整理法第 76 条 2 項の規定による意見の提出について（平成 16 年

7 月 1日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に関する書類の受領が拒まれた場合等における取

扱いについて（平成 21年 6月 1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理事業施行区域内における工事施工中の中心点杭等の取扱いに

ついて（平成 16 年 7 月 1日施行） 
都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構情報公開規程（平成 16年 7月 1 日施行） 都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構の保有する個人情報の開示請求等に対する開示

決定等に係る審査基準に関する達（平成 17年 4月 1 日施行） 
都市再生機構 

仮換地の指定等に関する事務の取扱いについて（平成 21 年 6 月 1 日施行） 都市再生機構 

土地区画整理事業仮換地指定要領（平成 21年 6月 1 日） 都市再生機構 

土地区画整理事業における学識経験委員及び評価員の選任について（平成

16 年 7 月 1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理審議会の運営及び評価員の会議等について（平成 16 年 7 月 1

日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理審議会の委員の選挙に関する事務取扱い要領（平成 17年 6月

22 日） 
都市再生機構 

基準地積の更正申出を受ける場合の事務取扱要領について（平成 16年 7月

1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理の換地設計（平成 29年７月） （社）全国土地区画整理士会 

土地区画整理の換地処分（平成 26年８月） （社）全国土地区画整理士会 

土地区画整理事業実務標準改訂版（第５版）（平成 31年 4月） （社）街づくり区画整理協会 

区画整理土地評価基準（案）（改訂版）（平成 24年 10 月） （社）街づくり区画整理協会 

測量作業規程及び同運用基準 測量作業共通仕様書（平成 29 年 8 月） 都市再生機構 

設計照査の手引き（平成 19 年 4 月 1 日） 都市再生機構 

区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領（平成 17 年 4 月 1 日） 都市再生機構 

宅地譲受人等に対する画地確定測量成果（座標値）の取扱いについて（平成

17 年 2 月 14 日） 
都市再生機構 

地権者へ配布した資料 湘南都市再生事務所 

都市・地域整備局所管補助事業実務必携＜国土交通省都市・地域整備局監修＞  
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土地区画整理必携＜国土交通省都市・地域整備局市街地整備課監修＞  

都市景観条例 藤沢市・鎌倉市 

藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例 藤沢市 

鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例 鎌倉市 

藤沢市開発行為審査基準 藤沢市 

まちづくり条例 鎌倉市 

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン（案） 鎌倉市 

村岡新駅周辺地区まちづくり方針 藤沢市 

村岡・深沢のまちづくりにおける最先端ヘルスケア産業拠点の形成について 湘南地区整備連絡協議会

（神奈川県、藤沢市、鎌倉

市） 

村岡・深沢地区のまちづくりに関する基本協定 
神奈川県、藤沢市、鎌倉

市、都市再生機構 

村岡・深沢土地区画整理事業の施行に関する基本協定 
藤沢市、鎌倉市、都市再

生機構 

村岡・深沢地区土地区画整理事業の施行に関する実施協定 
藤沢市、鎌倉市、都市再

生機構 

藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業  

村岡・深沢地区土地区画整理事業施行規程  
都市再生機構 

藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業村岡・深沢地区土地区画整理事業 

事業計画書 
都市再生機構 
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（２）権利者等対応及び資料作成等業務  

  詳細な実施時期については、指示者と調整の上、決定するものとする。 

①事業進捗基礎資料作成 

・事務所が定める所定の様式に従い、事業進捗に関連する基礎資料を作成する。（１２回） 

【実施時期】・４～３月 

 

②区画整理に関する地元説明会の資料作成 

・区画整理に関する地元説明会の開催がある際に、機構が貸与する資料を基に説明会資料を作成

する。また、説明会を聴取の上、会議録（所定様式）を作成する。 

【実施時期】・発生時 

 

③問合せ、手続き等対応及び権利者の個別説明 

・区画整理事業に関すること、またはその他のことについて事務所来所者等の問合せ、手続き等

が発生した際、対応を行い、苦情等特に報告を要する場合その内容を記録し、報告書（所定様

式）を作成する。（１２回） 

・地権者への換地に関する説明がある際に、機構が貸与する資料を基に説明資料を作成し、機構

の確認を得てから個別説明を行い、対応記録（所定様式）を作成する。（４８回） 

・特に難航が想定される個別案件（地権者、利害関係者）が発生した際、当該案件の解決に向け、

機構が貸与する資料を基に問題点の把握と処理方針の提案資料を作成する。 

・宅地整備調整のため個別地権者へ宅地整備に関する説明がある際に、機構が貸与する資料を基

に説明資料を作成し、機構の確認を得てから個別説明を行い、対応記録（所定様式）を作成す

る。 

【実施時期】・問合せ（通年：発生時１回／月）・地権者説明（通年：発生時４回／月） 

・難航地権者等対応（通年：発生時）・宅地整備説明（通年：発生時） 

 

④地権者広報の作成 

・事業進捗状況、今後の事業予定について、機構が貸与する資料を基に広報資料を作成し、発送

に必要となる宛名シールの作成と発送簿の作成を行う。（４回、100 件） 

【実施時期】・４～３月 

 

⑤年間事業実施計画関連資料作成 

・機構の定める所定の様式に従い、機構が貸与する資料を基に年間事業実施計画関連資料（区画

整理関連）を作成する。（４回） 

【実施時期】・４～３月 

 

⑥各種証明書等発行資料作成 

・仮換地（予定）証明書、底地証明書、保留地証明書、及び地区内証明書に関する交付依頼が発

生した際、所定様式に従い依頼に対応し、受付簿を作成し機構が貸与する区画整理関連資料（当

該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報及び保留地関連情報）と申請

書記載事項を確認の上、所定様式に従い証明書を作成する。また、交付の際には交付記録簿を

作成し、受付順にファイリングする。 

【実施時期】・発生時 
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⑦情報提供（開示）に関する資料作成 

・画地座標データ、換地図、造成図の区画整理関連資料に関する開示請求が発生した際、機構の

定める「情報公開事務処理手引」「宅地譲受人等に対する画地確定測量成果（座標値）の取

扱いについて」に基づき、対応し、機構から貸与する区画整理関連資料（当該権利者等の登記

情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報及び保留地関連情報）と請求申請書記載事項を

確認し、「区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領」に基づき、申請人の要件及び請

求内容の開示の可否を確認する。可否の確認の結果、請求内容を開示する場合は、当該要領に

基づき開示に係る資料を作成し、受付・交付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。

【実施時期】・発生時 

 

⑧関係機関の資料作成 

・関係機関との会議開催が決定した際、機構が貸与する資料を基に、会議資料を作成する。また

会議を聴取し会議録（所定様式）を作成する。（24 回） 

【実施時期】・発生時（２回/月） 

 

⑨土地区画整理法第 76条申請に基づく許可申請対応 

・土地区画整理法第 76 条申請が発生した際、申請の対応をし、機構の定める申請要領に基づき

申請図書の内容確認を行い、申請の受付記録を記載し、意見書作成に係る資料を作成する。受

け付けた申請図書に対し、機構が定める申請要領に基づき作成した必要書類を交付するととも

に、交付記録を記載のうえ受付順にファイリングする。 

【実施時期】・発生時（１回／月） 

 

（３）審議会・評価員会議運営に関する業務 

①審議会・評価員会議の対応 

・審議会、評価員会開催が決定した際、機構の定める所定の様式に従い、開催通知書と会議資料

を作成する。会議開催当日は議事運営シナリオを元に会議運営を補助する。また、会議を聴取

し会議録（所定様式）を作成する。（１３回） 

【実施時期】・審議会１０回（４～３月）、評価員会議３回（４～３月） 

 

（４）権利等の申告、届出等への対応に関する業務  

①区画整理事業に関する届出等対応 

・区画整理事業に関し、代表者選任通知及び所有権以外の権利で登記されていないものの申告

が発生した際、対応を行ない、機構の定める所定の様式に従い、記載内容を確認し不備がある

場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、受付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。

（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

②住所変更届出等対応 

・地権者からの住所、氏名、連絡先等の変更届出等が発生した際、対応を行ない、機構の定める

所定の様式に従い、記載内容を確認し、不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、受

付記録を記載のうえ受付順にファイリングする。（２回） 
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【実施時期】・発生時 

 

③権利変動及び権利形態変更に伴う申告等対応 

・権利変動及び権利形態変更に伴う申告並びに届出が発生した際、機構の定める受付要領に基づ

き対応し、内容確認を行ない、不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、申請受付日

に受付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

④権利変動及び権利形態変更に伴う登記簿等の確認調査及び資料作成 

・権利変動及び権利形態変更に伴う申告並びに届出が発生した際、機構から貸与する区画整理関

連資料（当該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報）と当該申告等に関

連する登記簿、小作権台帳、及び戸籍の調査（確認）を必要な関係機関等へ問い合わせ及び閲覧

等により行い、権利調書を作成又は更新する。（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

（５）調査・設計、測量業務の発注管理に関する業務  

①調査・設計、測量業務発注に関する資料作成 

・調査・設計、測量業務の発注が決定した際、貸与資料を基に数量を算出し、同業務に係る発注

準備資料（数量表、図面）を作成する。（５回） 

【実施時期】・４～３月 

 

②発注業務の確認資料作成 

・業務発注が発注された際に、受注業者から提出される資料について、特記仕様書との整合を確

認し整合しない場合はその旨を調書にまとめる。調書にまとめた不整合事項については、受注

業者に連絡し整合を図る。（５回） 

【実施時期】・４～３月 

 

③基準点等管理 

イ ２級基準点・３級基準点等の現地踏査及び保全 

・施行地区内外に設置された２級基準点・３級基準点及び水準点について、機構が貸与する

資料を基に測量業務受注業者と連携を取りながら現地基準点等の有無の確認も含めて現

地状態を把握し、基準点管理報告書（所定様式、※写真含む）を作成する。結果を踏まえ

て、基準点等の座標値及び網図のデータを更新し管理する。（２回） 

【実施時期】・４～３月 

 

④各測量に係る監理 

イ 確定測量杭の管理 

・施工部門からの依頼に基づき測量業務受注業者が確定測量杭測設した後、施工部門へ杭を

引渡す前においては、機構からの貸与資料を基に保全を目的として現地確認を行い、異常

が発見された場合は、報告書（所定様式※写真含む）を作成する。 

【実施時期】・発生時 

ロ 確定測量杭の現地引渡 
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・確定測量杭測設の際には、施工部門へ機構の定める「土地区画整理事業施行区域内におけ

る工事施工中の中心点杭等の取扱いについて」に基づき測設杭の引渡しを行う。 

【実施時期】・発生時 

ハ 測量杭引継記録簿・引継図書の作成 

・ロの業務に係る測設杭の引渡しがあった場合は、引継記録簿及び杭の引継図書を作成す

る。 

【実施時期】・発生時 

 

（６）仮換地指定に関する業務  

①仮換地指定に伴う通知書等の発送（変更指定に関する場合を含む） 

イ 仮換地指定通知書等の内容確認及び発送準備 

・仮換地指定または使用収益開始等の通知が決定した際、機構の定める作成要領に基づき、

各通知対象地権者について通知書の記載内容について換地設計関連調書との整合を確認し、

不整合箇所が発見された場合は報告する。整合が確認された通知書については発送作業に

伴う発送簿を作成する。（２０件） 

【実施時期】・令和６年 12 月～令和７年３月 

ロ 通知書等発送に伴う発送簿の整理 

・上記 イの業務で作成した仮換地指定通知書等の発送簿に伴い発送を行った場合に、返送さ

れた配達記録を発送簿順にファイリングする。（２０件） 

【実施時期】・令和６年 12 月～令和７年３月 

 

（７）補助金等に関する業務  

①補助金・交付金に係る資料作成 

・機構が貸与する資料を基に、「補助事業実務必携」、「土地区画整理事業の手引き」を踏まえ、機

構(又は神奈川県又は藤沢市、鎌倉市）の定める作成要領に基づき、資料を作成する。 

【実施時期】・概算要望：６月・確定要望：12 月 

 

（８）業務工程 

    上記業務の実施工程について、別紙－１「現場調整関連工程表」に示す。 

 

（９）成果物 

本業務の履行によって生ずる成果物については、１）－④区画整理編のとおりとする。 
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１）－②，現場調整関連（補償編） 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現地踏査を実

施し行うものとする。 

 基 準 等 発 行 

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償の基準を定める規程 都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償基準細則 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償実施細目 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償調査・算定要領 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償業務処理要領 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に係る補償業務発注要領 都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構の事業に係る工事の施行に伴う建物等の損害等に

係る補償業務発注要領 
都市再生機構 

関東地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書 関東地区用対 

神奈川県用地対策連絡協議会単価表 神奈川県用対 

 

（２）補償調整関連業務 

①補償年度計画の作成業務 

○前年度の補償に係る実績の精査・集計及び当年度の補償に係る実績の整理・集計を行い、指示

者が提示する補償の当年度計画及び貸与資料を基に、補償の年度計画関連資料として別に連絡

する様式の資料並びに建物移転計画図を作成する。 

○当年度の補償に係る実績の整理・集計を行い、指示者が提示する補償の翌年度実施方針案及び

上記貸与資料を基に、補償の年度計画関連資料として別に連絡する様式の調書並びに建物移転

計画図を作成する。 

○上記以外に別途作成が必要な資料が発生する場合は事前に通知する。 

   【実施時期】 

    ・４～３月、４回 

 

②補償物件等の権利関係確認業務  

○補償対象物件に係る土地、建築物、工作物の権利関係を地区内土地及び建物の登記簿謄本、地

区内事業者の法人登記簿謄本で確認し、補償物件基礎資料を作成する。 

○物件の移転（存置整備を含む。以下同じ。）、土地使用の実施に当たり、補償対象物件として把

握している土地、建築物、工作物の現況の権利関係を地区内土地及び建物の登記簿、地区内事

業者の法人登記簿（相続、売買等が発生した場合の権利変動に関する調書を含む）で確認し、

移転等対象物件に係る権利変動の有無について整理して報告する。 

○土地使用（使用料支払い）に当たって必要となる地区内土地の権利者の変動について、土地の

相続、売買等が発生した場合の権利変動に関する登記権利関係の調書を確認し、権利変動の有

無について整理して報告する。また、下記実施時期以外にも権利者訪問等を通じて変動の有無

の把握を行い、権利変動が認められた場合には速やかに指示者に報告を行う。 

【実施時期】 



 

15 

・補償物件基礎資料：４～３月 

・権利変動 移転等対象物件：発生時 

          土地使用：発生時 

【対象数量】 

 ・補償物件基礎資料：１０件・移転等対象物件：約１０件・土地使用：約３件 

  

③補償金算定等に係る基礎資料作成業務 

○事業施行地区の補償計画及び地区の特性や周辺の土地利用等を踏まえ、周辺賃貸物件の賃貸料、

数量、規模、地区内地目別公租公課、地区内及びその周辺にて取引される農作物の品目及び取

引単価に係る資料を収集・整理のうえ、補償金算定の基礎資料として、地区の仮住居費(㎡当

たり)及び地目別土地使用料 (㎡当たり)の案を作成する。 

 

○事業施行地区の周辺賃貸事例や賃料を調査し、資料を収集し、「周辺賃貸事例、賃料リース物

件資料」として賃貸料をファイリングして整理のうえ報告するものとする。 

【実施時期】 

    ・補償金算定基礎資料：仮住居費単価作成時期（４～９月） 

地目別土地使用料単価作成時期（４～９月） 

    ・仮住まい関連基礎資料：４～９月 

 

④補償基準に関する資料の収集及び整理業務 

○補償金算定に当って必要及び参考となる他の起業者及び地方公共団体などの補償基準・細則、

算定要領を収集し、貸与する関東地区用対連及び神奈川県の単価表と共に以下の項目について

整理し、単価案を作成する。 

○補償金算定に当って他の起業者等の補償基準等を採用する必要があると認められる場合、その

根拠（機構の定める補償基準・細則、算定要領等に拠らない理由等）について整理する。 

※整理対象項目：調書（エアコン処分費、標準家賃及び一時金、建築基準法関係申請手数料等、

新築建物認定価格、抵当権及び根抵当権の抹消及び認定の登記費用、移転広告費、営業許可

申請等の手続き費用（７項目） 

【実施時期】 

    ４～９月 

 

⑤補償に係る補助金等導入に関する資料作成業務 

○機構が貸与する当該年度実施計画等資料に基づき、補償費が発生する案件に対して補助金等

導入の可能性を検討し、概算要望、確定要望の際に、補助金等導入に係る資料として、対象一

覧表、対象箇所図を作成する。 

【実施時期】 

 ・概算要望：６月 

・確定要望：１２月 

 

（３）補償推進関連業務 

①補償調整に係る説明資料作成等業務 

○機構が別途業務発注したもの以外の物件の移転、土地使用又は事業損失対象に関して、移転等
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の方法、補償内容等に係る検討を行うための資料を整理する。 

○上記の物件に関して、移転等の方法、補償内容・スケジュール等について、指示者の指示によ

り権利者等と協議するための説明資料等を作成する。 

②補償調整に係る機構と権利者等との調整等業務 

○上記①に基づき権利者等への説明内容を指示者に確認する。また、指示者が権利者に対して行

う補償内容等の説明について、必要に応じで同席して補佐する。 

〇上記に係る対応経過、結果については、議事録（機構指定様式）に記録し、指示者に提出する。 

○補償内容等について指示者の確認を得た後に、機構から当該案件に係る情報（物件及び権利関

係の概要、移転等の方法・工法・スケジュール、移転先（換地）の計画、工事展開、これまで

の補償内容等の説明に係る経緯等)に関する資料の貸与を行うので、これらを踏まえ対応方針

及び説明内容を整理・報告し、当該内容について指示者の確認を得た上で、「補償金の提示」の

決裁に必要な資料を作成し提出する。 

【実施時期】 

    ４～３月 

【対象数量】 

 約３件 

 

○機構と権利者との調整の過程その他で権利者、利害関係者への補償に関する対応の必要が生じ

た時は、機構から貸与する当該権利者等からの要望等及び当該地権者等に係る情報(物件及び

権利関係の概要、移転等の方法・工法・スケジュール、移転先（換地）の計画、工事展開、こ

れまでの補償内容等の説明に係る経緯等) に関する資料を整理のうえ対応方針案を作成し、指

示者の確認を得た上で権利者等への対応を行う。 

対応経過、結果については機構指定様式に記録・提出する。 

また、特に難航が想定される個別案件（補償物件、権利者、利害関係者）が生じた時は、上記

貸与資料を基に問題点を整理のうえ、当該案件に係る処理方針の策定に資する資料を作成する。 

○補償に関する案件で権利者、利害関係者から問合せ、要望等及び苦情が申し出られたときは、

相手方の氏名、住所、連絡先を確認のうえ、要望等及び苦情の内容を機構指定様式に記録し、

指示者へ報告する。 

権利者等から権利の変動、住所、氏名等の変更が申し出られたときは、これを機構指定様式に

記録し、指示者へ速やかに報告する。 

権利者等から補償に係る資料に関する開示請求が生じた時は、開示請求者の要求を整理し、開

示対象となる文書等の整理、一覧表の作成を行う。 

対応に当たり指示者に確認を要する場合は、確認書を使用し対応方法を確認するが、相手方へ

すぐに回答が必要等、緊急な対応を要する場合は、文書による連絡に限らないものとする。 

 

③損失補償台帳作成等業務 

○補償契約又は土地使用契約毎に、契約を締結するに当たり、「補償契約の締結」の決裁に必要

な基礎資料の作成を行う。 

○機構による補償契約又は土地使用契約が完了したときは、指示者が提示した様式により、台帳

及び図面を作成・管理する。 

○契約締結又は契約内容の履行完了に伴う機構の支払い事務に用いる帳票作成のための資料を

作成する。 
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○上記業務で作成する決裁基礎資料、台帳・図面、支払いに係る帳票作成のための資料について

は、作成する者とは別の者による検証を実施し、検証結果と共に指示者に提出する。 

【実施時期】 

    ４～３月 

【対象数量】 

 約３件 

 

④各種証明書等発行資料作成業務 

○譲渡所得等に係る課税の特例適用に係る税務当局との事前協議又は事前協議の変更協議の必

要が生じた時は、当該協議に係る資料を作成する。 

○補償契約及び補償金支払いに関する証明書等の権利者への交付が必要となった場合、又は、権

利者より補償物件・補償金に関する証明書等の交付申請があった場合は、③での成果品を確認

した後に発行が必要な証明書等の案を作成し、指示者へ提出する。 

【作成する資料】 

・譲渡所得等に係る課税の特例適用に係る税務当局との事前協議又は事前協議の変更に係る説

明書（案）及び関係資料（案） 

・公共事業用資産の買取り等の申出証明書（案）及び公共事業用資産の買取り等の証明書（案） 

・不動産等の譲受けの対価の支払調書（案）、不動産の使用料等の支払調書（案）及び法定調書

合計表（案） 

   ○機構が貸与する当該年度実施計画等資料に基づき、補償契約及び補償金の支払いに関する証明

書等の交付及び提出の作成予定時期等を確認のうえ、年度当初に法定調書作成計画表を作成し、

指示者へ提出する。 

     また、毎月１回、当該年度法定調書作成計画表に基づく月次の実績を確認し、指示者に報告す

る。 

【実施時期】 

発生時 

 

⑤（３）の業務を行うに当たり生じる権利者等への説明等（①～④の業務において対応するものを

除く）に係る資料作成等業務 

○個人への説明又は地元への説明会を開催する場合は、貸与資料（開催するエリア（範囲）に係

る移転計画、土地利用計画図、換地図、工事展開に係る図面を基に、事業の概要、スケジュー

ル、土地使用、物件の移転を必要とする工事の目的、内容、補償の概要（物件の移転等の流れ・

内容、補償金の構成、予想される移転時期等）を記載した説明用資料を作成し、また、説明実

施時にこれを聴取のうえ、内容を（指示者指定様式）に記録し、指示者に提出する。 

 

他の起業者並びに地方公共団体等関係機関との会議（調整）を行う場合は、貸与資料（当該機

関の概要、対象エリア（範囲）に係る移転計画、土地利用計画図、換地図、工事展開に係る図

面を基に、物件の移転等の実施に当たっての調整事項、補償に係る計画や要領等の適用に係る

調整事項及び対応策などを記載した会議（調整）に係る資料を作成し、また、関係機関との会

議（調整）時にこれを聴取のうえ、内容を（指示者指定様式）に記録し、指示者に提出する。 

【実施時期】 

 ４～３月 
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【対象数量】 

権利者への説明：約５０件 

関係機関との会議（調整）：約２０件 

 

（４）補償管理関連業務 

①調査算定業務発注に係る基礎資料作成 

○物件の移転・土地使用又は事業損失対象物件に係る所在地図、工事計画図を収集し、移転補償

物件・土地使用又は事業損失物件の調査・算定業務の発注に係る基礎資料として発注に係る数

量表（案）を作成する。 

○発注に係る数量表（案）の作成に当たり、機構が貸与する補償計画に基づき、 

移転補償物件・土地使用：移転又は土地使用時期を確認のうえ、調査・算定の着手が必要な

エリア（範囲）及び補償物件の数量、着手必要時期 

事業損失物件：工事関連従事者と連携のうえ、事前調査及び事後調査の対象エリア（範囲）、

対象物件の数量、調査時期 

を整理のうえ、 

移転補償物件・土地使用：土地区画整理事業の施行に伴う補償業務積算要領 

事業損失物件：独立行政法人都市再生機構の事業に係る工事の施行に伴う建物等の損害等に

係る補償業務積算基準 

に準拠して作成する。 

 

②権利者協力確保の説明 

○請負業務の実施に際し、請負業者が支障無く業務を行えるよう、指示者の確認を得た後に、

権利者へ協力確保のための事前の説明や了解取り付けを行い、その結果を別に連絡する様式に

記録し、指示者へ報告する。 

 

③請負業務に係る指示案の作成等 

○請負業務の開始時に、指示者の確認を得たうえで、請負業者に業務実施に関する機構の方針

事項を伝え、その結果を別に連絡する様式に記録し指示者へ報告する。 

○請負業者からの業務履行に当たっての問い合わせや当該業務の工程（進捗状況）の確認結果

を別に連絡する様式に記録し指示者に報告のうえ、これらに関する補償業務発注要領に基づく

請負業者への指示案を作成し指示者の確認を得たうえで請負業者へ当該指示を伝える。当該業

務の工程（進捗）に係る指示案の作成に当たっては、区画整理及び工事の各現場調整関連従事

者とも連携し、疑義が生じた場合には指示者に確認する。 

 

④成果品を損失補償算定要領等に基づき検証 

○請負業者から算定完了に伴い補償対象者ごとに提出される成果品（算定書）について、算定

要領等に基づき、その内容等について検証する。 

○業務完了時に提出される成果品一式及び必要書類について、補償業務発注要領並びに算定要

領等に基づきその内容等について検証する。 

 

   ⑤問合せ及び苦情に対する対応等 

○請負業務（補償）に関する案件で権利者、利害関係者から問合せ、要望等及び苦情が申し出ら
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れたときは、相手方の氏名、住所、連絡先を確認のうえ、要望等及び苦情の内容を別に連絡す

る様式に記録し、指示者へ報告する。 

また、指示者に対応を確認し、当該問合せ、要望等又は苦情に対する説明を行う。 

対応に当たり指示者に確認をする場合に、確認書を使用し対応方法を確認するが、相手方へ

すぐに説明が必要等、緊急な対応を要する場合は、文書による連絡に限らない。 

○権利者等から請負業務（補償内容）に係る資料に関する開示請求が生じた時は、開示請求者

の要望を整理のうえ、開示対象となる文書等の整理、一覧表の作成を行う。 

【実施時期】 

    ４～３月 

【対象数量】 

・移転補償物件・土地使用：約６０件（内借家人約４０件) 

・事業損失物件（事前調査）：約８０件 

 

（５）業務工程 

    上記（２）から（４）の業務実施工程について、別紙－１「現場調整関連工程表」に示す。 

 

（６）成果物 

    本業務の履行によって生ずる成果物については、土地区画整理事業に係る補償業務共通仕様

書によるほか、１）－④補償編のとおりとする。 

    また、様式については上記共通仕様書及び土地区画整理事業の施行に伴う損失補償業務処理

要領の様式に従う。 
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１）－③，現場調整関連（工事編） 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、当該業務により都市機構が別途契約する業務等及び工事に関する調整を行う際は、

次の①～⑦に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。 

 

① 【宅地品質】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

宅地品質管理台帳作成要領（案）（平成 21 年） 都市再生機構 

宅地品質に関するお客様対応等マニュアル（第 3回改定）（平成 27年） 都市再生機構 

② 【工事調整】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

機構管理用地等に係る現場管理マニュアル（平成 17 年 12 月 20 日） 都市再生機構 

元請下請紛争等対応マニュアル（平成 17 年 7 月） 都市再生機構 

宅地造成工事に関連する法令等に係る質疑応答集（平成 18年 10 月） 都市再生機構 

③ 【技術指針】 発 行 部 

宅地土工指針（案）（平成 20年 4月） 都市再生機構 

宅地耐震設計マニュアル（案）（平成 20 年 4 月） 都市再生機構 

宅地擁壁設計・施工の留意点（平成 20年 7月） 都市再生機構 

軟弱地盤技術指針（平成 20 年 4 月） 都市再生機構 

土壌汚染対策法の解説（平成 23 年 5 月） 都市再生機構 

土地区画整理事業等における土壌汚染対応に関するガイドライン[改訂版]

（平成 22 年６月） 
都市再生機構 

地下水処理工法の設計・施工標準（案）（昭和 58年 2 月） 都市再生機構 

電線共同溝整備実務マニュアル（案）（平成 20 年 2月） 都市再生機構 

④ 【設計】に関する基準、業務実施マニュアル 発行部 

居住環境整備事業等における土木関連業務に係る電子納品要領(案)土木設計

編（平成 22 年 10 月） 

都市再生機構 

居住環境整備事業等における土木関連業務に係るＣＡＤ製図基準（案）（平

成 17 年 3 月） 

都市再生機構 

土木工事図面作成要領（案）（平成 11 年度要領対応版）（平成 12 年 7

月） 

都市再生機構 

土木・造園工事数量算出要領（案）（令和 3 年度版） 都市再生機構 

工事工種体系ツリー図（令和 3年 11 月） 都市再生機構 

工事工種体系化細別用語定義集（令和 3年 11 月） 都市再生機構 

工事工種体系化モジュール内訳表（平成 18 年 10 月） 都市再生機構 

造園施設標準設計図集（令和５年） 都市再生機構 

造園施設参考設計図集（令和５年） 都市再生機構 

UR 植栽基盤ガイドブック（平成 29年４月） 都市再生機構 

土木工事 施工条件明示の手引き（案）（平成 7年 9月） 都市再生機構 

宅地造成工事防災図集（平成 14 年 3 月） 都市再生機構 
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東京都電線共同溝整備マニュアル（平成 30 年４月） 東京都建設局 

⑤ 【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

土木・造園工事積算要領（令和４年度版） 都市再生機構 

建設機械等損料算定表（令和３年度版） 日本建設機械化協会 

建設機械等損料算定表・参考資料（令和３年度版） 日本建設機械化協会 

⑥ 【業務発注】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

設計業務等発注の手引き（平成 12年 4月） 都市再生機構 

造園設計業務等共通仕様書（案）（平成 30年 5月） 都市再生機構 

地質調査共通仕様書（平成 22年度版） 都市再生機構 

設計照査の手引き（平成 12 年 4 月） 都市再生機構 

造園設計業務照査の手引（案）（平成 23 年 6 月） 都市再生機構 

⑦ 【施工】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和２年度版） 都市再生機構 

監督必携 都市再生機構 

 

（２）事業費執行管理に係る資料作成 

    指示者から示す事業費執行に係る資料（工事全体計画、当年度工事実施計画、過年度工事費

実績）、および（１）-②に基づき、以下の資料を作成する。 

①土地区画整理事業に関する補助要望に係る資料作成 

工事実施計画に基づく予定工事のうち補助対応工事に関する資料作成を行う。なお、下記に補

助対応工事の対象工事一覧を示す。 

  補助対象工事一覧 

番

号 
補助対象工事 

概算・確定・

変更要望の種別 
実施時期 参照計画 概要 

① 
令和７年度基盤

整備工事 
概算 ５月 令和６年度当初実施計画 令和７年度概算要望 

② 
令和７年度基盤

整備工事 
確定 １１月 令和６年度変更実施計画 令和７年度確定要望 

・補助金交付申請及び実施設計承認申請書等に係る資料作成 

指示者から貸与する「補助金等実施計画、作成実施要領及び所管の補助事務要領」に基づき、

以下の資料作成を行う。 

イ．補助対象の概算費用算出 

実施計画の資料より、補助対象施設に係る事業費と補助対象外の事業費に分類する。 

なお、事業費とあわせて補助対象施設の数量も整理する。 

ロ．補助対象位置図（当年度・次年度） 

年度別に補助対象工事の施工箇所がわかる位置図を作成する。位置図には、件名、概算

費用、予定工期及びその他付帯情報も記載すること。【A3：10 枚】 

・上記で作成した資料をまとめてファイリングする。 

ファイル件名「令和 6年度補助要望に関する資料」 
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② 受託工事に係る資料作成 

工事実施計画に基づく予定工事のうち、機構が、地方自治体等関係機関から受託する工事に

関して以下の資料作成を行う。なお、下記に受託工事の対象工事一覧を示す。 

 受託工事一覧 

番

号 
地区名 受託対象施設 

概算・確定・

変更要望の種別 
実施時期 参照計画 

① 村岡・深沢地区 
雑工作物撤去

等 
－ ７月 令和 6 年度当初実施計画 

・受託対象工事の概算費用算出 

工事実施計画の資料より、受託対象施設に係る工事費とその他の工事費に分類する。なお、

工事費とあわせて受託対象数量も整理する。また、過年度の同種工事の契約実績を参照する

などして、当該概算費用の精査を行う。 

・受託工事申請図書に係る資料作成 

指示者から貸与する「補助金等実施計画、作成実施要領及び所管の補助事務要領」に基づき、

受託工事に係る補助金・交付金申請図書に係る以下の資料の作成を行う。 

イ．補助金交付申請及び実施設計承認申請書等に係る資料 

ロ．変更交付申請に係る資料 

ハ．上記資料に付随する施工箇所図 

ニ．受託工事施工位置図（当年度・次年度） 

年度別に受託工事の施工箇所がわかる位置図を作成する。位置図には、工事件名、概算

工事費、予定工期及びその他付帯情報も記載すること。【A3：5枚 A4：5枚】 

・上記で作成した資料をまとめてファイリングする。 

ファイル件名「令和 6年度受託工事に関する資料」 
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（３）業務の発注準備に係る資料作成 

工事実施計画に基づき機構が発注する業務について、以下の資料作成を行う。なお、業務と

は、「土木・造園工事に係る基本・実施設計及び土質調査」をいう。下記に対象業務一覧を示

す。 

対象業務一覧 

番

号 

業務名 
種別 

実施 

内容 

実施 

時期 

備考 

関係機関との協議（相手先：時期）等 業務概要 

１ 

（仮）令和６年度基盤整備変

更実施設計（村岡工区） 
土木

実施

設計 

（3） 

（4） 

６～９

月 

藤沢市、神奈川県藤沢土木事務所、JR 東

日本、所轄警察、東京電力、NTT インフラ

ネット、KDDI、J:COM 等（４～３月） 
整地・排水・道路・電線共

同溝 

２ 

（仮）令和６年度基盤整備

変更実施設計（深沢工区） 
土木

実施

設計 

（3） 

（4） 

６～９

月 

鎌倉市、神奈川県藤沢土木事務所、JR 東

日本、所轄警察、東京電力、NTT インフラ

ネット、KDDI、J:COM 等（４～３月） 
整地・排水・道路・電線共

同溝 

注：業務名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

①対象業務に係る既存資料の検索と資料作成 

・上記「対象業務一覧」における業務の実施にあたり、業務ごとに必要な既存資料について、

その資料の有無、資料名、検討概要、検討結果に関して整理する。 

 

 

 

 

 

 

・上記で実施した検索結果に基づき、個別業務件名毎にファイリングする。 

 

   ②現地踏査 

・上記「対象業務一覧」の業務について、①で作成した資料を基に現地踏査を実施し、現況を

把握するとともに、現地条件が検討事項と適合しているか確認する。 

     イ．現況図と現地の状況の整合 

     ロ．供給処理施設の有無、及び位置の確認 

     ハ．電柱の支線、支柱、隣接地からの越境物の確認 

     ニ．周辺道路の車道幅員、歩道幅員、車両乗り入れ部の有無の確認 

     ホ．土質調査、試掘調査ポイントの確認 

・実施した現地踏査結果について、個別業務件名毎にファイリングする。 

   ③土木・造園工事の基本・実施設計に係る資料作成 

    ・業務対象用地に係る換地及び補償の進捗状況確認 

     業務対象地及び隣接地の換地の確定状況、補償交渉の進捗状況について確認する。 

    ・工事展開検討のための基礎資料作成 

     現地踏査結果及び換地及び補償の進捗状況より、工事展開上の課題を整理し、対応策を検討

する。 

【既存資料の種類】 
・確定図            ・下水道認可図書       ・移転補償計画 
・現況図            ・標準図集 
・完成図            ・機構発行の技術基準類 
・造成計画図          ・各地方自治体の技術基準（下水,道路,水道等） 
・土地利用計画図        ・測量データ（座標） 
・既往業務・工事に関する報告書 ・土質調査データ 
・供給処理台帳         ・換地計画  
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    ・上記の工事展開検討のための基礎資料に基づき、設計条件及び施工条件に関する基礎資料を

作成する。 

    ・関係機関協議資料の作成及び協議実施 

     基本・実施設計で必要となる技術基準、仕様について、地方自治体等関係機関へ確認事項が

生じた場合、確認する事項を整理したうえで各関係機関へ確認する。確認結果については記

録し、指示者へ提出する。 

    ・供給処理施設の設置箇所、造成高、擁壁の有無、画地割について概略図面を作成する。 

・作成した資料について、個別業務件名毎にファイリングする。 

④土質調査に係る資料作成 

    ・土質調査地点の直近及び近傍に係る既存の土質調査結果（ボーリング調査・サウンディング

調査）資料の検索と調査結果の整理を行う。 

    ・造成履歴に関する資料の検索と整理を行う。 

・作成した資料について、個別業務件名毎にファイリングする。 

 

（４）業務発注に係る資料作成 

    工事実施計画に基づき機構が発注する業務について、以下の資料作成を行う。なお、対象業務

件名は、（３）「対象業務一覧」に示す。作成した資料について、個別業務件名毎にファイリング

する。 

①契約審査会に係る資料作成 

発注予定の業務について概算数量、概算金額を算出する。算出にあたっては、指示者の示す業

務検討箇所図、業務検討概要を参照すること。 

   ②指示者から示す特記仕様書標準様式に基づき、業務目的、業務内容、業務数量、業務位置図、

準拠する基準類及び設計条件や特記事項について整理し、特記仕様書案を作成する。なお、実

施にあたっては、（３）①に関するファイルも参照すること。 

   ③業務発注にかかる手続き等を整理し、スケジュールを作成すること。 

④発注予定の業務について、概算金額と工事実施計画の発注予定額の整合を確認すること。 

⑤発注した業務の契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基づ 

き、実績データを整理すること。発注予定額と契約金額の整合を確認すること。その際に明ら

かな差異が認められる場合は、当年度実施計画の工事費での予算執行が可能となるよう検証す

ること。 

 

（５）工事の発注準備に係る資料作成 

工事実施計画に基づき機構が発注する工事について、以下の資料作成を行う。下記に対象工事

一覧を示す。 
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 対象工事一覧 

番

号 
工事概要 

実施 

内容 

実施 

時期 

対応する 

設計業務 

備考 

（輻輳工事の有無,関係機関，協

議機関、協議時期等） 

１ 令和６年度基盤整備工事 
（5） 

（6） 

４～ 

３月 

過年度発注済）実施設計

業務 

輻輳工事：有 

協議先：藤沢市、鎌倉市、神奈

川県藤沢土木事務所、JR 東日

本、所轄警察、東京電力、NTT

インフラネット、KDDI、J:COM

等（４～３月） 

２ 令和７年度基盤整備工事 
（5） 

（6） 

４～ 

３月 

過年度発注済）実施設計

業務 

輻輳工事：有 

協議先：藤沢市、鎌倉市、神奈

川県藤沢土木事務所、JR 東日

本、所轄警察、東京電力、NTT イ

ンフラネット、KDDI、J:COM 等

（４～３月） 

注：業務名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

①設計・積算管理に係る資料作成 

・設計に関する照査 

工事発注に係る実施設計（上記、対象工事一覧「対応する設計業務」参照）の成果品を対象

に、設計方針、設計条件及び技術基準・指針及び自治体基準等の適用基準や条件の設定根拠等

について照査を行い、設計条件を確認し整理する。 

    ・数量算出及び図面作成内容の照査 

工事発注に係る実施設計（上記、対象工事一覧「対応する設計業務」参照）にて作成された

数量計算書について、機構の定める工種体系ツリーとの整合性を確認する。不備があった場

合は、その内容を整理し速やかに指示者に報告すること。 

工事発注に係る実施設計（上記、対象工事一覧「対応する設計業務」参照）にて作成され

た設計図面及び数量計算書について、機構の定める土木・造園工事積算要領、土木工事図面

作成要領、造園工事図面作成要領、ＣＡＤによる土木工事図面作成要領及び土木工事数量算

出要領等との整合性を確認する。不備があった場合は、その内容を整理し速やかに指示者に

報告すること。 

    ・積算内容の照査 

      積算関連業務で作成した積算チェックシートについて、適用歩掛の確認及び単価の構成等

の確認を行う。不備があった場合は、その内容を整理し速やかに指示者に報告すること。 

・上記により作成した資料について、個別工事件名毎にファイリングする。 

②関連工事のスケジュール確認 

上記「対象工事一覧」の工事について、他機関との工事調整会議資料をもとに、当該工事と

輻輳して工事を実施する予定の関連機関に、工事箇所、工事期間及び工事内容についてヒアリ

ングを行い、その内容を整理し指示者に報告する。また、その結果により工程上の問題及び調

整事項が確認される場合は、その内容を整理し速やかに指示者に報告すること。作成した資料

は、個別工事件名毎にファイリングする。 
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（６）工事の発注に係る資料作成 

工事実施計画に基づき機構が発注する工事について、以下の資料作成を行う。なお、対象工事

件名は、（５）「対象工事一覧」に示す。作成した資料について、個別業務件名毎にファイリング

する。 

①契約審査会に係る資料作成 

発注予定の工事について概算数量、概算工事費を算出する。算出にあたっては、過年度の同種

工事の契約実績や工事全体計画を参照すること。 

   ②対象工事に係る実施設計の成果品である工事発注図面を参考に、簡易な工事箇所図を作成する。 

   ③工事発注にかかる手続き等を整理し、スケジュールを作成すること。 

   ④対象工事に係る実施設計の成果品（CAD データ）をもとに、工事発注用図書を編集・作成する

こと。作成した図面は PDF データに変換し、指示者が準備した CD に複写すること。 

⑤発注予定の工事について、概算金額と工事実施計画の発注予定額の整合を確認すること。 

⑥発注した工事の契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基づ 

き、実績データを整理すること。また、発注予定額と契約金額の整合を確認すること。その際

に明らかな差異が認められる場合は、当年度実施計画の工事費での予算執行が可能となるよう

検証すること。 

 

（７）工事・業務等の契約変更に係る資料作成 

    工事及び業務等の契約変更に係る以下の資料作成を行う。なお、対象となる工事、業務等を「契

約変更対象工事一覧」及び「契約変更対象業務一覧」に示す。 

   ①工事の契約変更に係る業務 

    ・指示者より提供される変更図面、変更数量の確認を行う。 

    ・上記変更図面を基に変更契約に係る変更工事箇所図の作成を行う。 

・ 変更契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基づき実績

管理データを作成し報告する。 

・上記で作成した資料について、個別工事件名毎にファイリングする。 

 

 契約変更対象工事一覧 

番

号 
契約変更時期 業務実施時期 

前節（５）対象工

事 

備考 

 

１ 令和７年３月 ３月 工事番号① 令和６年 12 月契約予定 

２ 令和７年５月 ３月 工事番号② 令和７年４月契約予定 

注：工事名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

②業務等の契約変更に係る業務 

    ・指示者より提供される資料に基づき、変更業務数量の確認を行う。 

    ・変更契約に係る変更業務位置図の作成を行う。 

    ・指示者から示す特記仕様書標準案に基づき、変更業務数量、変更業務位置図、準拠する基準

類について整理し、変更特記仕様書案を作成する。 

・変更契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基づき、実績

管理データを整理する。 

・上記で作成した資料について、個別業務件名毎にファイルに整理する。 
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契約変更対象業務一覧 

番

号 
契約変更時期 業務実施時期 

前節（３）対象業

務 
備考 

１ 令和７年３月   ２月 業務番号①  

２ 令和７年３月 ２月 業務番号②  

注：業務名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

 

（８）工事・業務等の完了に係る業務 

 ①工事・業務等の完了時期の確認 

   履行中の業務等（（３）「対象業務一覧」参照）及び工事（（５）「対象工事一覧」参照）につ

いて、進捗状況を確認し、現工期内を変更する事由が生じた場合、指示者へ報告する。 

 ②工事・業務検査日程の確認 

   履行中の業務等（（３）「対象業務一覧」参照）や工事（（５）「対象工事一覧」参照）につい

て、工期満了後速やかに検査を受けられるように業務等業務受託者と検査日程の確認を行い、

指示者より通知される検査担当者との日程調整を実施し、その結果を指示者へ報告する。 

 ③完了書類（完成届,請求書,納品書,引渡書）の受領 

     業務等業務受託者より提出される完了書類を受領し、内容に不備がないか確認し、業務及び

工事件名毎に作成したファイルに保管する。確認の結果を指示者へ報告する。 

 
（９）管理者協議に係る資料作成 

    管理者協議とは、事業地区において機構又は企業者によって整備する公共施設、供給処理施設

に係る、整備水準、整備箇所・範囲、工事工程について協議することをいう。 

① 道路、公園、下水道、調整池に係る管理者協議資料作成 

機構により施行する道路（電線共同溝）、公園、下水、調整池等の公共施設について、整備

後に移管する地方自治体等関係機関との設計協議に係る以下の資料を作成する。協議が必要

となる工事について前節（５）「対象工事一覧」に示す。 

    ・工事実施計画で作成する工事箇所図を基に、公共施設及び供給処理施設の路線延長、面積、

整備内容について整理する。 

    ・整備する公共施設及び供給処理施設について、準拠した法律、技術基準・指針について整理

し、管理者協議資料案を作成する。 

    ・上記で作成した管理者協議資料案に基づき、管理者との事前協議を実施し了解を得る。 

・現場の施工着手前に、道路法 24 条・32 条、下水道法 16 条等施工に必要となる法定手続き

に係る事前協議を実施し、各地方自治体の様式に基づき申請書を作成し提出する。 

    ・上記作成資料については、個別工事件名毎にファイルに整理する。 

 

   ②水道、ガス、電気等に係る企業者協議資料作成 

      企業者協議とは、機構が整備する宅地、道路,公園等の公共施設に、各企業者により整備・

供給する水道、ガス、電気等の各施設について協議を実施することをいう。企業者との協議

が必要となる下記に示す資料を作成する。なお、対象工事について下記に示す。 

    ・工事実施計画で作成する工事箇所図を基に、供給処理施設の整備範囲・整備延長を整理し、
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施工箇所図、路線図を作成する。 

    ・上記で作成した施工延長、施工路線図に基づき、概算事業費を算出する。概算事業費は過年

度の実績資料に基づき作成する。 

    ・各企業者の設計内容と、機構の実施設計内容について、占用位置、土被り、整備延長、供給

箇所に相違がないか確認し、相違が確認された場合速やかに修正案を作成し、各企業者と協

議を実施し了解を得る。協議結果について様式により指示者に報告する。 

    ・各企業者の整備工程を確認し、機構工事と輻輳しないようスケジュールを調整する。 

        ・各企業者と現地立会いが生じた場合、確認事項を整理し指示者に確認の上現地立会いを行う。 

なお、現地立会い結果については様式により報告する。 

・上記作成資料については、個別工事件名毎にファイルに整理する。 

水道、ガス、電気等に係る企業者協議対象工事 

番号 協議時期 対象施設 協議先 実施内容 

①  ４～3 月 水道管 神奈川県企業庁 占用位置・工事調整 

②  ４～3 月 ガス管 東京ガス 占用位置・工事調整 

③  ４～3 月 
電力管 

・電柱 
東京電力 占用位置・工事調整 

④  ４～3 月 
通信管 

・電柱 
NTT インフラネット 占用位置・工事調整 

⑤  ４～3 月 

排水管・

既存建築

物等 

藤沢市 占用位置・工事調整 

⑥  ４～3 月 

排水管・

既存建築

物等 

鎌倉市 占用位置・工事調整 

⑦  ４～3 月 鉄道施設 
JR 東日本、 

湘南モノレール 
占用位置・工事調整 

 

 

（10）工事施工実績報告に係る資料作成 

① グリ－ン購入法に基づく令和６年度調達実績の集計 

令和６年度調達品目の実績調査実施要領に従い、整理・集計を行い、調書を作成する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】   

② 令和６年度環境報告書作成に伴うマテリアルフローの集計 

「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シート」をもとに、環境報告書作成マニュアル、

環境報告書マテリアル集計に関する注意事項に従い、環境報告入力シートを作成する。 

・指示者が貸与する資料「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シート（工事業務受託者・

工事監督用）」を基に「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シート」にデータを入力す

る。入力完了後、帳票及びデータを出力し提出する。 

・当該業務履行中に工事が完成し、「【工事単位】マテリアル入力シート（工事業務受託者・

工事監督用）」を指示者が示すときは、「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シート」

を使用して、中間報告データを作成する。 
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【実施時期：３月、対象工事件数１件】 

③ 令和６年建設副産物実態調査（簡易センサス） 

「建設リサイクルデータ統合システム-ＣＲＥＤＡＳ入力システム操作説明書」に従い、実態

調査データを整理・集計し、提出用ファイルを作成する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】   

④ 令和６年建設副産物利用促進に関する実績集計 

業務連絡「平成 18年度建設副産物利用促進に関する実績集計報告の依頼について」及び「建

設リサイクルデータ統合システム-ＣＲＥＤＡＳ入力システム操作説明書」に従い、実績デー

タを整理・集計し、別途提示する様式に基づき資料を作成する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】  

⑤ 諸経費動向調査 

「諸経費動向調査要領」に従い、「発注者用入力システム」に必要事項を入力し、入力済みＣ

Ｄを提出する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】 

⑥ コスト縮減額実績集計 

「コスト縮減の手引き」に従い、下記の対象工事関するコスト縮減額について実績集計する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】 

 

（11）業務工程 

    上記（１）から（10）の業務実施工程について、別紙－１「現場調整関連工程表」に示す。 

 

（12）成果物 

 本業務の履行によって生ずる成果物については、１）－④工事編のとおりとする。 
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１）－④．現場調整関連（成果物） 

・区画整理編 一覧表 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（２）権利者等対
応及び資料作成
業務 

① 事業進捗基
礎資料作成 

作成後速やかに 

仮換地指定及び
使用収益開始状
況基礎資料図 
現況建築状況基
礎資 
料図 
公共施設移管状
況基礎資料図 
事業進捗関連基
礎資料 

調書 
図面 
電子データ 

② 区画整理に
関する地元
説明会の資
料作成 

開催日１０日前 
説明会会議資料
（お知らせ文、図
面等） 

調書 
図面 
電子データ 

説明日後３日以内 
会議録 調書 

電子データ 

③ 問合せ、手続
き等対応及
び権利者の
個別説明 

対応当日 
報告書 調書 

電子データ 

説明日１０日前 
説明資料 
提案資料 

調書 
図面 
電子データ 

説明日後３日以内 
対応記録 調書 

電子データ 

④ 地権者広報
の作成 作成後速やかに 

広報資料 
発送簿 
宛名シール 

調書 
電子データ 

⑤ 年間実施計
画関連資料
作成 

作成後速やかに 

実施計画関連様
式 

調書 
図面 
電子データ 

⑥ 各種証明書
等発行資料
作成 

受付日後３日以内 

受付簿 
仮換地予定証明
書 
仮換地証明書 
底地証明書 
保留地証明書 
地区内証明書 

調書 
図面 
電子データ 

交付後１日以内 
交付記録簿 調書 

電子データ 

⑦ 情報提供（開
示）に関する
資料作成 

受付後５日以内 
受付記録 
開示に係る資料 
交付記録 

調書 
図面 
電子データ 

⑧ 関係機関の
資料作成等 作成後速やかに 

会議資料 調書 
図面 
電子データ 

作成後速やかに 

会議録 調書 
電子データ 

⑨ 土地区画整
理法第 76 条
申請に基づ
く許可申請

作成後速やかに 

受付簿 
意見書作成に係
る資料 
交付簿 

調書 
図面 
電子データ 
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対応 
 
 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（３）審議会・評
価員会議運営に
関する業務 

① 審議会・評価
員会議の対
応 

作成後速やかに 開催通知書 
会議資料 

調書 
図面 
電子データ 

作成後速やかに 会議録 調書 
電子データ 

（４）権利等の申
告、届出等への対
応に関する業務 

① 区画整理事
業に関する
届出等関連 

受付日 申告書 
届出書 
願い出書 
通知書 
受付簿 

調書 
 

② 住所変更届
出等対応 

受付日 

③ 権利変動及
び権利形態
変更に伴う
申告等対応 

受付日 受付簿 
申告書（届出書） 

調書 

④ 権利変動及
び権利形態
変更に伴う
登記簿等の
確認調査及
び資料作成 

申請後３日以内 権利調書（更新済
み） 

調書 

（５）調査・設計、
測量業務の発注
管理に関する業
務 

① 調査・設計、
測量業務発
注に関する
資料作成 

作成後速やかに 発注準備資料 調書 
図面 
電子データ 

② 発注業務の
確認資料作
成 

作成後速やかに 調査報告書 調書 
 

③ 基準点等管
理 

現地確認後７日以
内 

基準点管理報告
書（写真含む） 

調書 
 
 

④ 各測量に係
る監理等 

イ確定測量杭の
管理 

現地確認日の翌日 現地踏査報告書
（写真含む） 

調書 
図面 
 

ロ確定測量杭の
現地引渡 

  ― 記録簿 
引継図書 

調書 
図面 
電子データ 

ハ測量杭引継記
録簿・引継図書の
作成 

杭引継日の翌日 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（６）仮換地指定
に関する業務 

① 仮換地指定
に伴う通知
書等の発送 

イ仮換地指定通
知書等の内容確
認及び発送準備 

指定通知発送日の
１４日前 

仮換地指定通知
書 
通知に係る関係
書類 
発送簿 

調書 
 

 ロ通知書等発送
に伴う発送簿の
整理  

配達記録受取日 配達記録（綴り） 調書 
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（７）補助金等に
関する業務 

① 補助金・交付
金に係る資
料作成 

作成後速やかに 概算・確定要望調
書 
補助執行管理調
書 

調書 
図面 
電子データ 

作成後速やかに 記録簿 調書 
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・補償編 一覧表 
 

業務区分 業務の内容 成果物 納入時期 納入方法 

（２）補償
調整関連
業務 

①補償年度計画作成
業務 

調書（年度計画案） 作成後速やかに 
調書、図面 
電子データ 

② 補 償
物 件 等
の 権 利
関 係 確
認業務 

補償物件基
礎資料作成 

調書（補償物件基礎資料） 作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

移転等対象
物件権利変
動確認 

調書（移転等対象物件権利変
動） 

確認後速やかに 

調書、 
電子データ 

土地使用権
利変動確認 

調書（土地使用権利変動） 確認後速やかに 

③ 補 償
金 算 定
等 に 係
る 基 礎
資 料 作
成業務 
 

補償金算定
基礎資料作
成業務 

調書（仮住居費単価案／地目
別土地使用料単価案） 

作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

仮住まい関
連基礎資料
作成 

調書（データの収集・整理結
果） 

収集・整理後速
やかに 

調書、 
電子データ 

④補償基準に関する
資料の収集及び整理
業務 

調書（他起業者等補償基準等
ファイル／他起業者等基準等
採用根拠整理） 

収集・整理後速
やかに 

調書、 
電子データ 

⑤補償に係る補助金
等導入に関する資料
作成業務 

調書（概算要望関連） 各要望日１４日
前まで 

調書、図面 
電子データ 調書（確定要望関連） 

 
 

業務区分 業務の内容 成果物 納入時期 納入方法 

（ ３ ) 補
償推進関
連業務 

①補償調整に係る説明
資料作成等業務 
 

調書（対応方針案、説明内容
案） 

作成後速やかに 
 
調書、 
電子データ 

②補償調
整に係る
機構と権
利者等と
の調整等
業務 

補償内容等
の説明 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書、 
電子データ 
 

決裁資料等
の作成 

調書（契約書ほか関係書類の
案） 

作成後速やかに 

権利者等と
の対応 

調書（対応方針案） 対応日前日まで 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書（難航案件処理方針案） 
個別の難航案件
発生後速やかに 

問 い 合 わ
せ、要望等
及び苦情へ

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 
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の対応等 
調書（住所変更等の申出に係
る記録簿） 

住所変更等の申
出記録後速やか
に 

調書（情報開示請求対象） 
情報公開請求受
付後速やかに 

③損失補
償台帳作
成等業務 

決裁基礎資
料作成 

調書（決裁基礎資料） 作成後速やかに 

調書、図面 
電子データ 
 

損失補償台
帳作成・管
理 

調書（損失補償契約台帳、損
失補償支払台帳、土地使用台
帳、土地使用図） 

契約完了後速や
かに 

支払に係る
帳票作成 

調書（支払に係る調書作成の
ための資料） 

補償金支払の 
2 週間前 

④各種証明書等発行資
料作成等業務 

調書(税務に係る事前協議
（変更）文書の案、証明書の
案及び法定調書の案／その
他の証明書の案) 作成後速やかに 

調書、 
電子データ 

調書（法定調書作成計画表／
法定調書作成計画表に基づ
く実績報告資料（月次）） 

⑤（３）の
業務を行
うに当た
り生じる
権利者等
への説明
等に係る
資料作成
等業務 

個 人 又 は
地 元 へ の
説明 

調書（説明用資料） 対応日前日まで 

調書、 
電子データ 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

関 係 機 関
と の 会 議
（調整） 

調書（会議（調整）資料） 対応日前日まで 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 対応後速やかに 
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業務区分 業務の内容 成果物 納入時期 納入方法 

（４）補償
管理関連
業務  

①調査算定等業務発
注に係る基礎資料作
成業務 

調書（発注に係る基礎資料） 作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

②権利者協力確保の
説明 

調書（権利者対応記録簿） 
（原則として）対
応後翌営業日ま
で 

調書、 
電子データ 

③請負業
務に係る
指示案の
作成等 

方針事項
の伝達 

調書（打合せ記録簿） 対応後速やかに 

調書、 
電子データ 指示書案

の作成・
指示の伝
達 

調書（業務指示書の案） 
業務指示の必要
が認められると
確認後速やかに 

④成果品
の検証 

算定書の
検証 

調書（発注業務に係る補償
金検証済報告書） 

算定書の提出を
受けての検証後
速やかに 

調書、 
電子データ 成果品一

式及び必
要書類の
検証 

調書（発注業務に係る成果
品検証済報告書） 

成果品の提出を
受けての検証後
速やかに 

⑤問合せ及び苦情に
対する対応等 

調書（権利者対応記録簿） 
（原則として）対
応後翌営業日ま
で 

調書、 
電子データ 

調書（情報開示請求対象） 
情報公開請求受
付後速やかに 

調書、 
電子データ 
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・工事編 一覧表 

 

（２）事業費執行管理に係る業務 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 補助要望に係る資料

作成 

「補助対象工事

一覧」参照 

実施時期 

１カ月前 
調書 
位置図 

データ 

ファイル 

② 受託工事関連資料作

成 

「 受 託 工 事 一

覧」参照 

実施時期 

１カ月前 
調書 
位置図 

データ 
ファイル 

 

（３）業務の発注準備に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 既存資料の検索と資料
作成 

「対象業務一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
データ 
ファイル 

② 現地踏査 
「対象業務一覧」参
照 

現地踏査後 
3 日以内 

報告書 
データ 
ファイル 

③ 基本・実施設計に係る資
料作成 

「対象業務一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
データ 
ファイル 

④ 土質調査に係る資料作
成 

「対象業務一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
データ 
ファイル 

 

（４）業務発注に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

業務発注に係る資料作成 「対象業務一覧」参照 
契約審査会 
2 週間前 

特記仕様書案 
スケジュール 

データ 
ファイル 

 

（５）工事の発注準備に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 設計・積算管理に係る資
料作成 

「対象工事一覧」参照 
実施時期 
2 週間前 

調書 
件名別ファイル 

データ 
ファイル 

② 関連工事のスケジュー
ル確認 

「対象工事一覧」参照 
実施時期 
2 週間前 

調書 
件名別ファイル 

データ 
ファイル 

 

（６）工事発注に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

工事発注に係る資料作成 「対象工事一覧」参照 
契約審査会 
２週間前 

工事箇所図 
スケジュール 

データ 
ファイル 

 
 

（７）工事・業務等の契約変更に係る業務 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 工事の契約変更に係る業
務 

「契約変更対象工
事一覧」参照 

契約変更２週間前 調書 
データ 
ファイル 
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② 業務等の契約変更に係る
業務 

「契約変更対象業
務一覧」参照 

契約変更２週間前 調書 
データ 
ファイル 

 

（８）工事・業務等の完了に係る業務 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

①工事・業務等の完了時期の確
認 

「対象工事一覧」、「対
象業務一覧」参照 

工期末２ヶ月
前 

調書 データ 

②工事・業務等の検査日程の確
認 

「対象工事一覧」、「対
象業務一覧」参照 

工期末１ヶ月
前 

調書 データ 

 

（９）管理者協議に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 道路、公園、下水道、調
整池に係る管理者協議
資料作成 

「対象工事一覧」参
照 

協議 1週間前 調書 
データ 
ファイル 

② 水道、ガス、電気等に係
る管理者協議資料作成 

「水道、ガス、電気等
に係る企業者協議対
象工事」参照 

協議 1週間前 調書 
データ 
ファイル 

 

（10）工事施工実績報告に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

①グリーン購入法に基づく調
達実績集計 

３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

②マテリアルフロー集計 ３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

③建設副産物実態調査集計 ３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

④建設副産物利用促進に関す
る実績集計 

３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

⑤ 諸経費動向調査資料作成 ３月 実施日より 20日以内 集計表 データ 

⑥ コスト縮減実績集計 
中間：1月 
完了：3月 

実施日より 10日以内 集計表 データ 
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２）工事管理関連 

２）－①，工事監督編 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、機構が契約した工事（監督業務の対象工事）の契約内容（契約書、図面、仕様書、

入札説明書等、請負代金内訳書、枠組み協定一括入札方式に関する協定書、ＶＥ提案書、低入札価

格調査確認書及び総合評価計画書（以下、「契約図書等」という。））及び下記に示す仕様書及び基準

等に基づき、工事契約内容が工事請負業者によって完全に履行され、工事目的物が完成するように

工事監督業務を行うものとする。また、必要に応じて機構が管理している用地、施設等について下

記に示すマニュアル、計画書等に基づき、点検を行い、管理用地における安全な管理の継続がなさ

れるように点検を行うものとする。 

 

基 準 等 発 行  

工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）（平成 16年 7月） 都市再生機構 

工事監督業務における計画書の作成について（平成 13年 10 月 16 日付 13－

46） 

都市再生機構 

「低入札価格工事における重点監督の実施要領」の改定について（平成 19 年 9

月） 

都市再生機構 

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和２年度版） 都市再生機構 

元請下請紛争等対応マニュアル（平成 17 年 7 月） 都市再生機構 

宅地品質に関するお客様対応等マニュアル 都市再生機構 

機構管理用地等に係る現場管理マニュアル 都市再生機構 

造園工事における重点監督の試行実施要領 都市再生機構 

監督必携 都市再生機構 

地区別安全点検計画書 
東日本都市 

再生本部 

なお、上記「工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）（平成 16 年 7 月）」に定める用語については、

本仕様書では次のとおり読み替えるものとする。 

    １）「主任監理員・監理員」は、本仕様書の「委託業務従事者」に読み替える。 

    ２）「指示・協議」は、本仕様書の「連絡・確認」に読み替える。 

 

（２）業務実施に係る内容 

①監督業務実施計画 

管理技術者は、工事監督業務の実施にあたり、機構の定める様式に基づき、「監督業務実施計画

書」を作成し、担当職員に提出し承諾を受けること。 

また、業務内容に重要な変更が生じた場合は、その都度、変更に関連するものについて「監督

業務変更実施計画書」を作成し、担当職員に提出し承諾を受けること。 

②業務内容確認 

   管理技術者は、監督対象工事が発注される場合あるいは、監督対象工事の工期等が本業務仕様

書の記載内容と異なる場合、担当職員と業務処理に係る協議を行う。この場合において、担当職

員は、当該変更又は追加に係る「業務内容確認書」を管理技術者に提出する。 
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③業務報告 

管理技術者は、監督業務の処理結果について業務履行日毎に、「業務内容報告書」を作成

し、週に 1回、業務週報として担当職員に報告すること。ただし、重要な処理事項が発生し

た場合は、速やかに報告すること。重要な処理事項とは、工事の請負契約内容に関すること、

委託業務の範囲を超える事項で機構の判断を要すること及び業務受託者が疑義を生じたこ

ととをいう。 

④管理技術者 

管理技術者は、工事監督業務を総括指導し、担当職員に対して技術的助言を行い、業務が

円滑に行われるよう努めなければならない。また、受託業務従事者に適切な指導を行い、業

務が円滑に行われるように努め、施工中の工事のスケジュール確認により各施工業者との工

程調整を行い、担当職員に業務実施状況について最低月１回以上、工事の進捗状況及び工事

上の課題とその対処方法について、定期的に報告を行うこと。 

⑤委託業務従事者 

受託業務従事者は、業務の実施にあたっては、管理技術者の助言・指導を受け実施するこ

と。また、管理技術者が助言・指導を行う上で必要となる情報（工事上の課題や懸念事項及

び工事請負業者の施工体制等）は、遅滞なく報告すること。 

⑥委託契約の変更 

担当職員は、監督対象工事の件数・請負金額・工期等の変更、或は低入札価格工事の発生

等、監督業務内容を変更する必要が生じた場合は、業務受託者と業務委託契約書第１３第２

項に基づき協議して定める。 

 

（３）監督対象工事 

業務受託者は、次の工事（監督対象工事）について工事監督業務を行うものとする。 

工事 

番号 

工事工期 

（予定） 

監督対象期間 

(予定) 
種別 

工事価格 

（億円） 

(税抜き) 

換算 

工事費 

（億円） 

工
種
係
数 

地
域
条
件 

係
数 

備 

考 

（注 1） 

① 
令和６年 12 月～ 

令和７年３月 

令和６年 12 月～ 

令和７年３月 
土木一式工事 0.46 0.50 1.0 1.1 枠組み 

注 1）重点工事：重点、低入札価格工事重点監督試行実施工事：重点監督 

枠組み協定型一括入札方式：枠組み 

注 2）工事費単価変動係数：1.32、監督行為量変動係数：1.00、委託業務の範囲の補正率：1.00 

監督形態係数β０＝1.00（共通仕様書Ⅱ） 

注 3）発注時期等については変更が生じることがある。 

注 4）監督員は延べ 39.0 人・日を想定。（管理技術者の人工数は含まない） 

土木：下記１，２のいずれか 

１ １級土木施工管理技士 

２ 大学卒業後 5 年、短大・高専卒業後 8 年、高校卒業後 11 年以上の実務経験を有する者で、工 

事監督経験業務の経験が４年以上の実績を有する者 

（４）監督対象工事に係る内容 

①工事監督計画書 

管理技術者は、「工事監督業務における計画書の作成について（平成 13 年 10 月 16 日付 13－



 

40 

46）」に基づき、「工事監督計画書」を作成し、当該工事着手までに担当職員に提出し確認を受け

ること。また、追加工事による大幅な変更が生じたときや管理技術者及び委託業務従事者等に変

更があったときは、その都度、速やかに「工事監督変更計画書」を作成し、担当職員に提出し確

認を受ける。 

②重点工事 

    業務受託者は、監督対象工事一覧表の備考欄に重点工事と記載してある工事について、早朝、

深夜の施工時を含め、立会いを徹底すること。なお、重点工事とは、重要構造物・施設の築造等

で高い品質管理を求めるもの、家屋や道路等の施設に近接して工事を施工する場合や産業廃棄物

等の持込み等の可能性が否定できない工事等をいう。 

特に工事請負業者が土・日、祝祭日に作業を行う場合には、事前に休日作業届を提出させ、原

則立会うこと。 

  ③低入札価格工事の重点監督 

監督対象工事が低入札価格工事となった場合は、「低入札価格工事における重点監督の実施要

領」の改定について（平成 19年 9月）に基づき、重点監督を行う。担当職員は、重点監督実施に

伴う監督配員計画については、業務受託者と協議の上、業務内容の変更及び仕様書の訂正を行い、

必要があると認められるときは、履行期間及び請負代金額を変更するものとする。 

なお、重点監督にあたっては、次の資料を作成すること。 

ｲ.「低入札価格工事における重点監督の実施要領」の改定について（平成 19 年 9 月）に基づ

き、「重点監督方針の策定」を行うこと。 

    ﾛ.「低入札価格工事における重点監督の実施要領」の改定について（平成 19 年 9 月）に基づ

き、「重点監督計画書」を作成し、担当職員に提出し確認を受ける。 

  ④施工状況等の確認 

    管理技術者は、工事請負業者の施工状況や施工体制の確認を行い、その結果を「業務内容報告

書」に記録し担当職員に報告する。また、低入札価格工事である場合は、低入札価格調査時に確

認した内容（機構と工事請負業者が締結した「確認書」記載事項）について履行状況を確認し、

併せて「業務内容報告書」に記録し担当職員に報告すること。 

  ⑤施工プロセスチェックシートによる確認実施 

④の「業務内容報告書」記録内容から、工事請負業者の施工体制や施工状況の適否について機

構が定める「施工プロセスチェックシート」へ記録し、1 回／月 担当職員へ報告すること。な

お、工事請負業者の施工体制や施工状況に工事の品質確保及び工事工程等の遵守に関して、著し

い問題がある場合は、「施工プロセスチェックシート」へ記録し、速やかに担当職員へ報告するこ

と。 

  ⑥境界杭等の確認 

管理技術者は、基盤整備工事共通仕様書等に基づき、監督対象工事について次に示すイ～リを

確認し、担当職員に報告しなければならない。 

ｲ. 境界杭及び測量杭等の位置及び存否 

ﾛ. 解体材及び発生材等の処理状況 

ﾊ. 現況復旧工事の実施状況 

ﾆ. 工事現場周辺及び工事敷地の清掃及び後片付け状況 

ﾎ. 既存樹木等の保護状況 

ﾍ. 施工体制（監理技術者の専任性、施工体制台帳の整備及び備え付け、工事担当系図の掲示、

下請契約に関する点検等）の確認状況 
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ﾄ. 機構が定めた宅地地盤強度等の宅地品質基準に伴う確認 

ﾁ. 工事監督計画書の重点工事における請負業務従事者の立会い確認状況及びその結果 

ﾘ. その他、工事の特記仕様書に定められた規格、基準類に関する確認状況 

⑦公共団体等との協議・説明等 

管理技術者は、説明内容を担当職員に確認を受け、それに基づき、監督対象工事に係る地元説

明及び公共団体等（監督対象の工事目的物の将来管理者）へ説明を行う。説明結果については、

速やかに担当職員へ報告を行なうこと。 

    管理技術者は、担当職員の確認に基づき、特に次に示すイ～ヘについて、監督対象工事の契約

内容（契約図面等）及び基盤整備工事共通仕様書に基づき公共団体等へ説明等を行い、対象工事

が円滑に行われるよう努めなければならない。 

ｲ. 地元地権者及び関係者に対する工事施工段階毎の説明及び切り回し道路施工時の工程調整

とその内容について説明を行う。なお、説明の時期等は、工事内容を勘案し、工事監督計

画書に記載すること。なお、突発的なこと、苦情等に関しては、随時対応すること。 

ﾛ. 宅地造成等規制法の基準に基づく中間検査や、工事目的物の将来管理者による検査等の公

共団体との日程調整及び現地立会い。 

ﾊ. 関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査における担当職員と工事業務受託者との調

整。工事業務受託者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。 

ﾆ. 下水道工事（藤沢市・鎌倉市）、電気工事（東京電力）、通信工事（NTT インフラネット他）、

ガス工事（東京ガス）、水道工事（神奈川県営水道）及び周辺事業※などが輻輳する場合の

各工事の施行主体（公共団体や各管理者）と工程調整及び現地立会いを実施する。また、

その結果について委託業務責任者へ報告するとともに、各工事請負業者へ通知する。 

※周辺事業：本地区周辺で以下の事業が予定されている 

【村岡工区】JR 東日本：新駅整備 

藤沢市：自由通路整備、村岡新駅南口通り線整備、村岡公民館整備 

【深沢工区】鎌倉市：市役所新庁舎整備、市営住宅移転 

ﾎ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ

通知する。 

ﾍ. 道路法 24条及び 32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。 

  ⑧設計変更資料作成 

管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、

設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負契

約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」とし

て処理すること。 

⑨建設機械の排出ガス対策を確認 

管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容（契約図書等）及び基盤整備工事共通仕様書に基

づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結果を

担当職員に報告すること。 

また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（通称「オフロード法」）第 28 条に基づ

く指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させな

いための点検整備の実施状況について、確認すること。 

なお、基準に不適合の場合は、工事請負業者に是正処置を指示するものとする。 

⑩搬入土に係る品質確認 
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    村岡・深沢地区において実施する搬入盛土工事において、施工計画検討の状況を把握の上、盛

土材の搬入時期、搬入量の調整を図ると共に、搬入土の品質を盛土工事施工中に、少なくとも 1

日 1回目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに報告

すること。 

  ⑪工事成績評定参考資料作成 

管理技術者は、工事が完成した時は、工事検査日までに、「業務週報（定期提出分及びその総

括）」及び「施工プロセスチェックシート（定期提出分及びその総括）」を担当職員へ提出するこ

と。 

  ⑫業務受託者の旅費等 

    業務受託者は、工事の品質確認（材料検査含む）において、当該工事箇所以外の場所へ赴く必

要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求があ

った場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。 

⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施 

    業務受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、担当職員に材料検査計画書を提出し、

確認を得た上で材料検査を実施すること。 

  ⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認。 

    業務受託者は、工事請負業者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工事

請負業者を指導すること。 

  ⑮現場の安全について 

    業務受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上となる

場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、業務

内容報告書により担当職員に報告すること。 

  ⑯現場発生土の仮置場の選定及び盛土流用の調整、土量の管理や再生資源の使用の調整 

    業務受託者は、監督対象工事により発生する建設発生土や再生資源について、極力運土が少な

くなるよう工事間の工程調整を行うこと。止むを得ず現場内に仮置きする場合は、指示者の確認

を得た上で仮置場の選定を行い、受け払い簿を作成し、その管理を行うこと。 

  ⑰監督対象となる工事において発生する産業廃棄物 

    業務受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物

は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務細則第

25 条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されていない

場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。 

    また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を発

見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法につい

て確認し、適正な処理に努めることとする。 

  ⑱宅地品質等確保にかかる取り組みについて 

    業務受託者は、（１）「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」に基づき、宅地品質を確保

するための工事共通仕様書、土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。 

また、機構が管理する宅地品質管理台帳、宅地品質チェックシートの作成に資する基礎情報を

作成するため、工事請負業者が工事着手する前に宅地品質管理台帳の内容の確認を行い、適正な

対応を図るよう指導し、定期的に状況を確認することとする。 

  ⑲総合評価方式発注工事 

    業務受託者は、工事請負業者から提出される総合評価計画書について、受託者、工事監督部署、
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発注部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導する。 

    また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導を

行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により担当

職員へ報告すること。 

  ⑳契約後 VE 方式発注工事 

    業務受託者は、契約後 VE 方式により契約した工事にかかる、工事請負業者から提出される VE

提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案が

採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を担当

職員へ提出すること。 

   段階確認 

    業務受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或いは

担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。 

資料作成の協力について 

    業務受託者は、対象工事に係る下記資料の作成に協力すること。（様式○） 

・建設副産物調査          ・下水道資器材調査 

・CREDAS              ・グリーン購入法調達実績 

・環境マテリアル          ・施工実態調査（歩掛調査） 

・諸経費動向調査 

 災害時等の対応 

業務受託者は、長期休暇（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始）前に、現場状況や緊急連絡

網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書（様式任意）として取りまとめること。 

災害が発生した場合（予見される場合も含む）、速やかに工事請負業者（作業員等）及び現場の

安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。 

警報が発令された場合（予見される場合も含む）、工事請負業者と連携したうえで、作業の一時

中止や安全対策を講ずるなど対応するものとする。 

 受注者は、監督対象工事の施工に必要となる法令等に基づく届出等については、「法令等に基づく届出

等チェックリスト」等を工事期間中随時更新することで把握するとともに、届出等がなされた場合は、

その写しを、機構から工事受注者までの関係者間で遅滞なく届出内容が共有されるように手配すること。 

 

（５）現場の安全管理について 

①現地調査及び設計図書の作成 
業務受託者は、維持修繕工事、清掃工事、防災工事の必要が発生した場合は、その措置（工事

実施）に必要な現地調査及び設計図書（工事発注図書）の作成を行なう。 
②防災備品等の管理 

業務受託者は、機構が購入する防災備品について、保管、整理を行い、保管備品一覧表を備え

付けておくこと。また担当職員から連絡があった場合は、ただちに当該一覧表を提出すること。 
③地元関係者への説明と交渉等 
・本業務に関連する地元関係者への説明、交渉等は、原則として担当職員が行うものとするが、

業務受託者が対応せざるを得ない事態が生じた場合、業務受託者は地元関係者に誠意をもって

接しなければならない。 

・業務受託者は、地元関係者からの質問､疑義に関する説明等を求められた場合は、簡易な場合を

除き担当職員の確認を得ずには対応してはならない。常に地元関係者との間に紛争が生じない
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ように努めなければならない。 
④官公署との対応 

管理技術者は、地区保全（不法投棄の発見、器物破損等）の関連で機構が行う官公署等への手

続きの際に、担当職員から連絡があった場合は、手続きに係る資料作成を速やかに行うものとす

る。 
⑤現場の巡回点検 

    別に指示する機構管理地のフェンス、及び敷地の安全、不法投棄等の点検を安全点検計画書に

基づき週一回実施して報告すること。 

（６）成果物 

   本業務の履行によって生ずる成果物については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)

に従うほか、下記のとおりとする。 

工事管理（監督）関連成果物一覧表 

業務内容 発生時期 納入時期 成果物 納入方法 
（２）① 
監督業務実施計画 

業務契約時 業務契約後 10 日以内 監督業務実施計画書 調書 

（２）③ 
業務報告 

監督業務履行中 翌週、速やかに 
業務内容報告書 
（業務週報） 

調書 

（４）① 
工事監督計画書 

対象工事の監督業

務開始時 
対象工事の監督業務

開始後、10 日以内 
工事監督計画書 調書 

（４）③ 
低入札価格工事の重

点監督 

低入札価格工事の

発生時 
工事着手一週間前 重点監督計画書 調書 

（４）④ 
施工状況等の確認 

確認時 確認後、3 日以内 業務内容報告書 調書 

（４）⑤、⑪ 
施工プロセスチェッ

クシート 

監督業務履行中 1 回／月 施工プロセスチェッ

クシート 
調書 

工事完成時 工事完成時 

（４）⑥ 
境界杭等の確認 

監督業務履行中 確認後、3 日以内 業務内容報告書 調書 

（４）⑦ 
公共団体等との協議・

説明等 

公共団体等への説

明実施の都度 

実施後、3 日以内 業務内容報告書 調書 

実施、５日前 各種協議・申請書類 調書 

（４）⑧ 
設計変更資料作成 

設計変更発生契約

手続前 
設計変更手続き 5日前 

工事報告書に係る説

明資料 
調書、図面 

（４）⑨ 
建設機械の排出ガス

対策の確認 

工事業務受託者か

らの建設機械使用

計画書提出時 
工事着手 3 日前 

建設機械排出ガス対

策確認報告書 
調書 

（４）⑬ 
工場検査の実施 

材料納入時 
 

検査５日前 材料検査計画書 調書 

（４）⑮ 
現場の安全について 

対象工事の監督業

務開始時 
提出後速やかに 業務内容報告書 調書 
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（４）⑲ 
総合評価方式工事 

工事完成時 工事完成時 業務内容報告書 調書 

（４）⑳ 
契約後 VE 方式工事 

対象工事の監督業

務開始時 
施工計画確認後 工事監督変更計画書 調書 

（４）  
資料作成の協力 

3 月 実施 1 週間前 各種報告書 
調書,データ

一式 
（４）  
災害時等の対応 

長期休暇前 長期休暇１週間前 休暇体制報告書 調書 

（５）① 
維持修繕工事等設計

図書の作成 

維持修繕工事等が

必要な場合 
発生後速やかに 

設計図書 

（工事発注図書） 
調書、図面 

（５）③ 
地元関係者への説明

と交渉等 

地元関係者に対応

した場合 
対応した当日、速やか

に 
業務内容報告書 調書 

（５）④ 
官公署との対応 

官公署への手続き

に係る資料作成が

必要な場合 
作成指示後速やかに 

官公署手続きに係る

資料 
調書 

（５）⑤ 
現場の巡回点検 

監督業務履行中 巡回点検後速やかに 巡回点検結果報告書 調書 
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３）積算関連 

３）－①工事費積算編 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、機構が契約する工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及び

基準等に基づき実施するものとする。 

【積算】に関する基準、業務実施マニュアル  発 行 部  

土木・造園工事積算要領（令和４年度版） 都市再生機構 

建設機械等損料算定表 日本建設機械化協会 

建設機械等損料算定表・参考資料 日本建設機械化協会 

土木設計業務等の電子納品要領（案）（平成 16 年 7月 1 日） 都市再生機構 

土木工事図面作成要領（案）(平成 11 年度要領対応版)(平成 12 年 7 月) 都市再生機構 

ＣＡＤによる土木工事図面作成要領（案）(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構 

土木・造園工事数量算出要領（案）（令和 3 年度版） 都市再生機構 

工事工種体系ツリー図（令和 3 年 11 月） 都市再生機構 

工事工種体系化細別用語定義集（令和 3 年 11 月） 都市再生機構 

造園施設標準設計図集（令和５年） 都市再生機構 

造園施設参考設計図集（令和５年） 都市再生機構 

UR 植栽基盤ガイドブック（平成 29 年 4 月） 都市再生機構 

土木工事 施工条件明示の手引き（案）（平成 7 年 9 月） 都市再生機構 

宅地造成工事防災図集（平成 14 年 3 月） 都市再生機構 

（２）工事費積算に係る業務 

本業務は、以下の各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計成果」及び「土木･造園

工事積算要領、土木･造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成する

ものである。 

実施設計の成果品を基に、現地調査を行なった上、各工事発注に必要な入札説明書の図書等に

関連する積算根拠資料の整理（見積り徴収・整理を含む）及び、機構から貸与するパソコン及び

積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「ＴＳＳ」という。)」を利用

して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩

掛の検討及び採用単価の検討（経済比較等を含む）を行う。 

機構から貸与された「工事の実施設計成果（設計図面・数量計算書等）」について、積算上修正

が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。 

工事費積算に係る単価等でＴＳＳに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行い、

指示者から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。 

ＴＳＳの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム（ＴＳＳ）操作手引

書」によることとし、積算に係る資料等（設計数量、単価、金額等）の厳重な管理を行うものと

する。特に積算に係る資料等で金額が記載されている資料は、庁舎外への持ち出し・を禁止とす

る。 

下記業務区分「３.工事費データ入力及び経費計算」の内、積算端末機による工事費データ入力

については、「土木･造園工事積算システム(ＴＳＳ)コンサルタント版（単価・金額は非表

示）」の接続環境（ＴＳＳ環境設定マニュアル参照）が整った場所であれば、データ入力作業が
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できるものとする。 

なお、工事費積算に係る対象工事について、別表に示す。 

①管理技術者に係る実施内容 

 管理技術者は、積算上の誤謬を防止の観点から入力担当者に適切な業務指示を行い、ま

た、常に情報漏洩防止に配慮しなければならない。なお、管理技術者は工事発注時期を確

認し、実施設計書の作成時期、納入時期のスケジュール管理をしなければならない。 

実 施 区 分 業 務 内 容 

１．工事費データに必要な
調書等の作成 

(1)適用歩掛り、単価の検討 
積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う（単価採用に

当たっての、経済比較も含む）。なお、工事費積算に係る単
価等でＴＳＳに登録されていない単価等が発生した場合
は、見積り条件を整理し、指示者に報告した後、機構名で
見積り依頼を行う。 

２．工事費データ入力値の
確認と経費計算 

(1)工事費データの確認 
入力担当者がシステムで入力した工事費データ（単価・金

額抜き）について、適用歩掛、工種区分及び入力値の確認を
行い、誤りが発見されたら修正を指示する。 

(2)経費計算 
上記（1）のチェックを完了した後、ＴＳＳによる経費の計

算を行う。 
(3)「ＥＣＳ」による経費計算 

協定方式工事（枠組み協定一括入札方式及び追加工事協定
方式）の場合は、「枠組み協定一括入札方式経費計算システム
（ＥＣＳ）」による経費計算を行い、ＴＳＳの帳票に反映させ
る。 

３．帳票作成 
＊作成した帳票は外部へ
の持ち出しを禁じるとと
もに施錠管理とする。 

(1)実施設計書の作成 
工事発注に必要となる最終の実施設計書の作成を行う。 

(2)積算内訳書の作成 
最終実施設計書を基に、積算内訳書(公表用設計書)の作成を
行う。 

(3)工事費内訳書の作成 
工事費内訳書(金抜き設計書)の作成を行う。 

    

① 担当技術者に係る実施内容 

実 施 区 分 業 務 内 容 

４．現地調査等 (1)実施設計の確認 
指示者から貸与する実施設計成果品の内容を十分確認する。 

(2)現地調査 
現地の状況に適合した積算を行うため現地調査を行う。 

(3)現地調査記録簿の作成 
留意事項を調書（任意様式）に記録し、指示者に報告する。 

５．調書等の作成 (1)入札説明図書等の作成 
下記の各工事発注に必要な積算図書等（積算根拠資料及び見積徴収簿、

設計図面及び数量計算書の修正指摘資料）を作成する。 
(2)適用歩掛り、単価の検討 

積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う。（経済比較も含む） 
６．データの作成 (1)工事費データ入力及び経費計算 

積算対象工事に係る実施設計成果品（報告書、設計図面、数量計算書）よ
り、積算システム端末機による工事費データ入力（単価・金額抜き）を行
う。なお、入力値に誤りが発見されたら修正を行う。 
(2)工種区分の設定のチェック・修正 

工種区分の設定のチェックを行い、誤りが発見されたらデータの修正を
行う。 
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７．積算に係る集計
資料作成 

(1)機労材集計表の整理 
  積算システム（ＴＳＳ）を活用し機労材集計表の整理を行い、データベース
を作成する。 

(2)環境マテリアル集計作業 
（1）で作成したデータべースを利用し、環境マテリアル集計作業を行う。 

(3)グリーン購入法資料作成 
 （2）で作成したデータべースを利用し、グリーン購入法資料を作成する。 
(4)積算チェックシートの作成 

最終実施設計書の作成に際しての積算根拠（適用歩掛、採用単価等）の
チェックシートを対象工事毎に作成する。（様式○） 

８．その他 (1)設計条件の確認 
積算を実施するのにあたって、業務対象工事に係る実施設計内容につ

いて、現場調整関連業務と連携し、設計内容,設計条件を確認し、その結
果を積算業務に反映させること 

 

別表 工事費積算に係る対象工事 

番号 
上段：積算時期 

下段：発注時期 
工種 概算金額 新規・変更 備 考 

①                 
令和６年８月～９月 

令和６年 12 月 
一次整地 0.5 億円 新規 令和６年度基盤整備工事（枠組み） 

②  
令和６年８月～９月 

令和６年 12 月 
排水 11.3 億円 新規 令和７年度基盤整備工事（枠組み） 

③  
令和７年２月 

令和７年３月 
一次整地 0.5 億円 変更 令和６年度基盤整備工事（枠組み） 

注）積算時期及び発注時期については変更が生じることがある。 
 

（３）成果物 

本業務の履行によって生ずる成果物については、下記のとおりとする。 

業務内容 発生時期 納入時期 成果物 納入方法 
1．(1)  
5．(1)(2) 
工事費データに必
要な調書の作成 

各工事に係る積算
実施期間 

実施設計書作成後
1 週間以内 

積算根拠資料 
見積徴収簿 
経済比較資料（必要な
場合） 

調書（工事件名
ごと） 

4．(1)(2)(3) 
事前調査 

積算時期の1週間程
度前を目途 

調査実施後三日以
内 

現地調査記録簿 
設計図面及び数量計
算書修正指摘資料 

調書（工事件名
ごと） 

3．(1)(2)(3) 
6．(1)(2) 
帳票作成 

各工事に係る積算
実施期間 

発注時期の 1 ヶ月
前  

実施設計書 
積算内訳書 
工事費内訳書 

調書（工事件名
ごと） 

工事変更日前 2 週
間前  

変更実施設計書 
変更積算内訳書 
変更工事費内訳書 

調書（工事件名
ごと） 

7．(1) 
積算に係る集計資
料作成 

(1)個別工事に係る
積算が完了した後 
 

(1)業務検査後成果
品納品時 
 

(1)積算チェックシー
ト 

調書 ,データ一
式 

 

 

 

 

・過去の業務の成果品より様式を作成 
・工事件名は記載せず番号で表記 
・実績物量管理データに係る業務がある場合は、これまでの実施状況を踏まえ業務内容を記載する。 



別紙－1　現場調整関連工程表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（２） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（３） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（４） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（５） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（６） ● ● ● ●

（７） ● ● ● ● ● ●

（２） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（３） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（４） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（２） ● ● ●

（３） ● ● ● ●

（４） ● ●

（５） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（６） ● ● ● ● ●

（７） ● ●

（８） ● ●

（９）① ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（９）② ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（１０） ●

事業費執行管理に係る資料作成

【事務所等使用料】
〔湘南事務所〕

　事務所使用料及び
　什器使用料×4.0人×12ヶ

月

業務発注に係る資料作成

工事・業務等の完了に係る業務

工事施工実績報告に係る資料作成

【担当技術者】
864人・日（延べ）

[内訳]技師C：４人・日（延べ）
注：管理技術者の人工数

　　は含まない

管理者協議に係る業務

直接経費（想定）人工数（想定）

権利者等対応及び資料作成等業務

補償推進関連業務

補償管理関連業務

【担当技術者】
432人・日（延べ）

[内訳]技師C：２人・日（延べ）
注：管理技術者の人工数

　　は含まない

【事務所等使用料】
〔湘南都市再生事務所〕
　事務所使用料及び

　什器使用料×2.0人×12ヶ
月

【事務所等使用料】
〔湘南都市再生事務所〕
　事務所使用料及び

　什器使用料×2.0人×12ヶ
月

補償調整関連業務

権利等の申告、届出等への対応に関する業
務

調査・設計、測量業務の発注管理に関する
業務

仮換地指定に関する業務

業務項目
令和６年度

区分

区
画
整
理

補
償

【担当技術者】
432人・日（延べ）

[内訳]技師C：２人・日（延べ）
注：管理技術者の人工数

　　は含まない

審議会運営に関する業務

関係機関協議に係る資料作成

補助金等に関する業務

工
事

工事・業務等の契約変更に係る資料作成

工事の発注に係る資料作成

業務の発注準備に係る資料作成

工事の発注準備に係る資料作成
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令和７年度村岡・深沢地区権利者等調整等業務仕様書 

 

【共通事項】 

（適用範囲） 

第１条 この仕様書は、東日本都市再本部における村岡・深沢地区に関する次の業務を一体的に実施

する権利者等調整等業務に適用する。 

(１) 現場調整関連 

①区画整理に関する事項 

②補償に関する事項 

③工事に関する事項 

(２) 工事管理関連 

①工事監督に関する事項 

 （３）積算関連 

①工事費積算に関する事項 

２ 前項（１）から（３）の各業務は、村岡・深沢地区土地区画整理事業の円滑な施行にあたり、多

岐に亘る業務（計画調整、換地手続き、移転補償、造成工事等）がそれぞれに密接に関連した中で、

多くの関係者（権利者、公共団体、関係機関等）との調整・交渉が不可欠であることに留意した業

務実施を必要とする相互に関連性の高い内容である。 

  

（仕様書等の適用） 

第２条 本業務は本仕様書による他、指定する指針・基準・マニュアル類に基づき適正に実施するもの

とする。 

 

 （用語の定義） 

第３条 本仕様書において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 

（１）「委託業務責任者」とは、委託者の指示に従い、委託業務に関する一切の事項を処理する者で、

契約書第７条に定める者をいう。 

（２）「指示者」とは、業務の履行について、機構を代表して、仕様書で定めるところにより、業務

受託者を監督する者で、契約書第８条に定める者をいう。 

（３）「委託業務従事者」とは、委託業務に従事する技術者をいう。 

（４）「業務仕様書」とは、業務の履行に当たり、各業務の明細又は特別な事項を定める図書をいう。 

（５）「成果物」とは、業務仕様書に定める本業務の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他

の成果のことをいう。 

（６）「承諾」とは、業務受託者側の発議により委託業務責任者が指示者に報告し、指示者が了解す

ることをいう。 

（７）「協議」とは、書面により契約図書の内容について、指示者と委託業務責任者が対等の立場で

合議することをいう。 

（８）「提出」とは、委託業務責任者が指示者に対し、業務仕様書に基づき業務に係わる書面又はそ

の他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

（９）「書面」とは、手書き、印刷物等で業務に関する内容を記した書類をいい、発行年月日を記録
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し、署名又は捺印したものをいう。下記に書面による取り交わし事項について示す。 

     ・業務内容の疑義           ・成果物の納品 

     ・業務開始の連絡           ・貸与資料の提示 

    ・業務完了（中間）の報告       ・様式の提示 

    ・緊急連絡、事故報告         ・成果物の修正連絡                                                           

・業務内容の一部変更の通知 

  注：事故,災害,苦情等に伴う緊急連絡については、書面による連絡に限らない。 

 （10）「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。 

（11）「修正」とは、目的物（成果物）が、前項の検査に合格しないとき、業務受託者の責務におい

て行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

（12）「施工者」とは、本事業に係る工事の請負者等をいう。 

（13）「設計者」とは、本事業に係る設計業務に係る請負者又は施工者のうち設計業務に携わる者を

いう。 

（14）「連絡票」とは、指示者と委託業務責任者の指示・承諾・協議等を補完するために、指示者お

よび業務受託者が業務に関する事項について、連絡する書面をいう。 

 

 （疑義） 

第４条 業務受託者は、業務の実施にあたり、仕様書等に疑義を生じた場合は、書面をもって指示者

へ指示又は協議を求め、指示者は、書面で委託業務責任者へ指示又は協議を行い、業務を実施する

ものとする。 

 

 （業務の履行期間） 

第５条 本業務の履行期間は、令和６年４月１日から令和７年３月31日とする。 

 

（委託業務責任者及び管理技術者） 

第６条 業務受託者は本業務すべてを統括し、円滑な業務執行を行う委託業務責任者を定めなければ

ならない。また、第１条（１）から（３）に示す関連業務の実施について、第１条第２項に示す業

務相互の関連性に留意し、技術上の照査、各業種間の課題調整及び業務工程調整等を行う管理技術

者を定め、本業務に従事する下記区分における従事者名簿を第８条に示す業務計画書に明記し、指

示者に提出しなければならない。なお、「工事監督業務共通仕様書」に定める管理技術者は、委託業

務責任者に読み替えるものとする。 

 

区  分 担 当 業 務 

委託業務責任者 
契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行う者で、契約書第７条

に定める者。なお、下記の管理技術者より選任することを可とする 

管理技術者 

業務の履行に関し、技術上の照査、各業務間の調整及び工程管理を

行い関連業務の統括を実施する者。また、1回/1週の調整会議の開催

及び業務の節目毎に成果の確認等の技術上の照査を行う。 

担当技術者 

（委託業務従事者） 

管理技術者の下で業務を担当する者。業務の進行状況を管理し、管

理技術者の指示の下で、業務を実施する。 
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（担当部署） 

第７条 実施に係る機構の担当部署は、次のとおりとする。 

東日本都市再生本部 

担当部署 
事業推進部 

事業推進第３課 
事業推進部 

基盤整備第２課 

基盤統括部 

基盤統括課 

実施内容 現場調整関連、工事管理関連、積算関連 

    

（業務計画書） 

第８条 委託業務責任者は、業務に先立ち次に示す項目を示した業務計画書を作成し、指示者に提出

し承諾を得なければならない。 

 （１）業務概要 

 （２）実施工程表及び配員計画 

 （３）業務実施方針・方法 

 （４）品質確保の取組み方針・方法 

 （５）使用する主な図書及び基準 

 （６）業務実施体制計画 

 （７）連絡体制（緊急時含む） 

（８）その他、業務実施上の必要事項 

 

（業務範囲外の問い合わせ及び苦情対応） 

第９条 本仕様書に定める業務の範囲外の問い合わせ及び苦情があった場合は、指示者又は機構職員に

取り次ぐ。 

 

（守秘義務） 

第10条 業務の履行上知り得た事項は、一切外部へ漏らしてはいけない。また、成果物等を他人に閲覧、

複写、譲渡してはならない。ただし、書面により指示者の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

（官公署その他との応対等の報告） 

第11条 官公署その他に対して応対等を行ったときは、遅滞なくその旨を指示者に書面をもって報告す

るものとする。 

 

 （機材等） 

第12条 特記なき限り、業務に使用する機材の搬入搬出にあたっては、指示者の立会い、確認を要する

ものとする。 

 

（資料等の貸与及び返却） 

第 13条 機構は、本仕様書に定める図書及びその他関係資料を、業務受託者に貸与するものとする。 

 ２ 業務受託者は、図面及び関係資料等の貸与品の引渡しを受けた際は、遅滞なく発注者に借用書を

提出しなければならない。 

３ 業務受託者は、貸与品を使用した後はただちに機構に返却するものとする。 

 ４ 業務受託者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、

損傷した場合には、業務受託者の責任において修復するものとする。 
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 ５ 業務受託者は、本仕様書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

 

（関係法令及び条例の遵守） 

第 14 条 業務受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければ

ならない。 

 

（再委託等） 

第15条 業務受託者は、原則として本業務を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。ただ

し、書面によりあらかじめ機構の承諾を得たときは、この限りでない。 

２ 業務受託者は、前項に関わらず、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料整理、作図な

どの簡易な業務については、委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、契約書

第６条ただし書きの規定に基づく書面による承諾は不要とする。 

３ 業務受託者は、第１項ただし書きにより第三者に委任し、又は請け負わせる場合においては、次

の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 

一 委任又は請負の相手方が、入札説明書４（１）①～⑦の要件を満たしてい 

ること 

二 業務受託者と委任又は請負の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、その相

手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること 

 

（業務進捗確認方法） 

第16条 業務を適正かつ円滑に実施するため、指示者と委託業務責任者は、密接な連絡をとり、業務の

方針及び条件等の疑義を正すものとして協議を行い、その内容については、その都度委託業務責任者

が記録簿に記録し、相互に了解しなければならない。 

 

 （テクリス登録） 

第17条 業務受託者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の業務について、受注時は

契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完了時は完了後10日以内に、

測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、「業務カルテ」を作成し、指示者の

確認を受けた後に、（財）日本建設情報総合センターに提出するとともに、（財）日本建設情報総合セ

ンター発行の「業務カルテ受領書」の写しを指示者に提出しなければならない。 

 

（検査） 

第18条 業務が完了したときは、業務受託者は成果物並びに業務完了報告書の関係書類を提出し、指示

者が立ち会いのうえ検査を受けなければならない。 

 

（成果物） 

第19条 成果物は、本仕様書によるものとする。また、業務完了時に関連業務毎に引継ぎ書を作成し、

指示者に提出すものとする。 

２ 成果物は、機構の許可なく発表又は引用してはならない。 

 

（業務の完了） 

第20条 完了した成果物を指示者に提出し、機構が行う検査に合格したときをもって当該業務の完了と
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する。ただし、業務完了後においても、成果物に不完全な箇所が発見された場合には、業務受託者は

その責任において補正を行わなければならない。 

 

（暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置） 

第21条 業務受託者は、業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介

入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速や

かに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行わなければならない。 

２ 業務受託者は、前項により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

その内容を記載した文書により機構に報告を行わなければならない。 

３ 業務受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が

生じた場合は、機構と協議を行うことができる。 

以 上  
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【業務仕様書】 

（ 総 則 ） 

１．目  的 

  本業務は、村岡・深沢地区における現場調整関連、工事管理関連、積算関連の各関連業務に関し

て地権者等調整等及び調整資料作成等他の技術的業務を一体的に行うことで、事業の円滑な推進に

資することを目的とする。 

 

２．適  用 

 本仕様書は、「令和７年度村岡・深沢地区権利者等調整等業務仕様書」【共通事項】第１条に定め

る業務毎の仕様書である。 

 

３．業務処理に係る共通事項 

１）事務所使用に関する事項 

①業務受託者が、機構事務所等を使用する場合は、「事務所等（事務所、会議室、什器）の使用料に

関する協定」を締結するものとする。 

②本業務履行のために、業務対象地区周辺に業務拠点等を設置する必要のある工事管理関連業務に

ついては、機構事務所等を使用する場合の別添「事務所等の使用料（単価）」により算定された事

務所等（事務所、会議室、什器）使用料相当分を直接費として見込むものとする。 

２）業務実施上必要な備品等（事務所等以外の直接費等） 

上記１）以外で、業務実施に必要となる直接的な経費（什器・備品等）は、業務受託者が準備す

るものとすること。なお、業務のために移動手段が必要な場合に限り、旅費交通費を計上できるも

のする。なお、旅費交通費に替えて、業務用自動車（ライトバン 1500cc 相当）を計上することもで

きる。 

 

４．委託料基準 

  本業務における各関連業務に適用する委託料基準を下記に示す。 

業務区分 適用委託料基準 

現場調整関連 機構支援業務（現場調整関連）委託料基準（案） H21.12 

工事管理関連 機構支援業務（工事管理）委託料基準（案） H21.12 

積算関連 機構支援業務（積算関連）委託料基準（案） H21.12 

 

５．業務実施留意事項 

１）実施に当たって 

（１）業務の履行に際し、必要な機構資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないも

のについては、業務発生時期に貸与する。 

（２）貸与した資料は、一般に公表されているものを除き、機構事務所外への持出しは禁止する。

ただし、指示者の許可を得たものは、持ち出しできるものとする。 

（３）本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。 
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（４）機構が別に定める各様式（実施要領に定める基準等及び実施計画、甲の規程、通達及び本仕

様書で定める様式）については、業務受託者の応諾の範囲で変更できるものとする。 

（５）本業務の実施にあたり、指示者への報告または成果物においてデータにより納品する場合、

ファイル形式は下記の通りとする。 

種 別 ファイル形式 

調書，記録簿，連絡文書，報告

書，集計（数値）データ等 

Microsoft Word2019 

Microsoft Excel2019 

Microsoft PowerPoint2019 

PDF ファイル 

画像ファイル JPEG 及び GIF、TIF 形式 

図面 Auto CAD2020 
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１）－①．現場調整関連（区画整理編） 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現場踏査を

実施し行うものとする。 

 基 準 等 発 行 

土地区画整理事業を施行する場合の土地及び建物の権利調査に関する取扱

いについて（平成 16 年 7月 1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理事業に係る権利等の申告、届出等の事務取扱い要領について

（平成 21年 6月 1日施行） 都市再生機構 

保留地予定地等の権利申告の対応について（平成 18 年 2 月 13 日） 都市再生機構 

土地区画整理法第 76 条 2 項の規定による意見の提出について（平成 16 年

7 月 1日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に関する書類の受領が拒まれた場合等における取

扱いについて（平成 21年 6月 1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理事業施行区域内における工事施工中の中心点杭等の取扱いに

ついて（平成 16 年 7 月 1日施行） 
都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構情報公開規程（平成 16年 7月 1 日施行） 都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構の保有する個人情報の開示請求等に対する開示

決定等に係る審査基準に関する達（平成 17年 4月 1 日施行） 
都市再生機構 

仮換地の指定等に関する事務の取扱いについて（平成21年 6月 1日施行） 都市再生機構 

土地区画整理事業仮換地指定要領（平成 21年 6月 1 日） 都市再生機構 

土地区画整理事業における学識経験委員及び評価員の選任について（平成

16 年 7 月 1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理審議会の運営及び評価員の会議等について（平成 16 年 7 月 1

日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理審議会の委員の選挙に関する事務取扱い要領（平成17年 6月

22 日） 
都市再生機構 

基準地積の更正申出を受ける場合の事務取扱要領について（平成16年 7月

1 日施行） 
都市再生機構 

土地区画整理の換地設計（平成 29年７月） （社）全国土地区画整理士会 

土地区画整理の換地処分（平成 26年８月） （社）全国土地区画整理士会 

土地区画整理事業実務標準改訂版（第５版）（平成 31年 4月） （社）街づくり区画整理協会 

区画整理土地評価基準（案）（改訂版）（平成 24年 10 月） （社）街づくり区画整理協会 

測量作業規程及び同運用基準 測量作業共通仕様書（平成 29 年 8 月） 都市再生機構 

設計照査の手引き（平成 19 年 4 月 1 日） 都市再生機構 

区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領（平成 17 年 4 月 1 日） 都市再生機構 

宅地譲受人等に対する画地確定測量成果（座標値）の取扱いについて（平

成 17年 2月 14 日） 
都市再生機構 

換地設計基準（作成予定） 都市再生機構 

土地評価基準（作成予定） 都市再生機構 

小規模宅地の取扱細則（作成予定） 都市再生機構 

宅地整備基準（作成予定） 都市再生機構 

審議会会議規則（作成予定） 都市再生機構 

地権者へ配布した資料 湘南都市再生事務所 

土地区画整理必携＜国土交通省都市・地域整備局市街地整備課監修＞  
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都市景観条例 藤沢市・鎌倉市 

藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例 藤沢市 

鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例 鎌倉市 

藤沢市開発行為審査基準 藤沢市 

まちづくり条例 鎌倉市 

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン（案） 鎌倉市 

村岡新駅周辺地区まちづくり方針 藤沢市 

村岡・深沢のまちづくりにおける最先端ヘルスケア産業拠点の形成について 
湘南地区整備連絡協議会

（神奈川県、藤沢市、鎌倉

市） 

藤沢市特定開発事業等に係る手続き及び基準に関する条例 藤沢市 

村岡・深沢地区のまちづくりに関する基本協定 
神奈川県、藤沢市、鎌倉

市、都市再生機構 

村岡・深沢土地区画整理事業の施行に関する基本協定 
藤沢市、鎌倉市、都市再

生機構 

村岡・深沢地区土地区画整理事業の施行に関する実施協定 
藤沢市、鎌倉市、都市再

生機構 

藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業  

村岡・深沢地区土地区画整理事業施行規程  
都市再生機構 

藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業村岡・深沢地区土地区画整理事業 

事業計画書 
都市再生機構 
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（２）権利者等対応及び資料作成等業務  

  詳細な実施時期については、指示者と調整の上、決定するものとする。 

①事業進捗基礎資料作成 

・事務所が定める所定の様式に従い、事業進捗（仮換地指定及び使用収益開始状況、公共施設

移管状況等）に関連する基礎資料を作成する。（１２回） 

図 名 作業内容 

仮換地指定及び使用収益開始状

況基礎資料図 
・仮換地指定通知書を基に地区内の従前各筆に対する
指定状況（××指定、×○指定等）の区分が分かる
よう調書又は図面（従前地：調書、整理後：図面）
を作成（又は更新）する。（整理後仮換地図ベースに
ついては保留地の使用収益開始区分を含む。各図面
のサイズ及び縮尺等は適宜） 

・仮換地指定通知書を基に以下の資料を作成する。 
イ）従前総筆数及び地積に対する仮換地指定済み

（××指定、×○指定等）の筆数及び地積の累
計値等を記載し、従前総数に対する各割合を表
記した資料。 

ロ) 仮換地の総画地数及び地積に対する仮換地指
定済み（××指定、×○指定等）の画地数及び
地積の累計値等を記載し、仮換地総数に対する
各割合を表記した資料。 

ハ) 保留地総画地数及び地積に対する保留地決定
及び使用収益開始決定の画地数及び地積の累計
値等を記載し、保留地総画地数及び地積に対す
る各割合を表記した資料。 

現況建築状況基礎資料 
・従前現況図（従前建物等が記載されたもの）をベー
ス図とし、建物等移転補償契約に基づく移転完了届
け等を基に、存続及び解体済み建物等の区分が分か
るよう着色した図面を作成（又は更新）する。 

・仮換地図等をベース図とし、土地区画整理法 76 条
の許可申請等に基づき、建物等の建築実績（建築着
工状況）が分かるよう着色した図面を作成（又は更
新）する。 

公共施設移管状況基礎資料図 
・整理後土地利用図をベース図とし、公共施設である
道路（道路施設等を含む）、公園の管理移管状況につ
いて、それぞれ移管引継ぎ済み及び未引継ぎの箇所
が分かるよう着色（必要に応じて過年度分を色分
け）した図面を作成（又は更新）する。 

【実施時期】・４～３月 

 

②区画整理に関する地元説明会の資料作成 

・区画整理に関する地元説明会の開催がある際に、機構が貸与する資料を基に説明会資料を作

成する。また、説明会を聴取の上、会議録を作成する。 

【実施時期】・発生時 

 

③問合せ、手続き等対応及び権利者の個別説明 

・区画整理事業に関すること、またはその他のことについて事務所来所者等の問合せ、手続き

等が発生した際、対応を行い、苦情等特に報告を要する場合その内容を記録し、報告書（所定

様式）を作成する。（１２回） 

・地権者への換地に関する説明がある際に、機構が貸与する資料を基に説明資料を作成し、機

構の確認を得てから個別説明を行い、対応記録（所定様式）を作成する。（４８回） 

・特に難航が想定される個別案件（地権者、利害関係者）が発生した際、当該案件の解決に向
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け、機構が貸与する資料を基に問題点の把握と処理方針の提案資料を作成する。 

・宅地整備調整のため個別地権者へ宅地整備に関する説明がある際に、機構が貸与する資料を

基に説明資料を作成し、機構の確認を得てから個別説明を行い、対応記録（所定様式）を作成

する。 

【実施時期】・問合せ（通年：発生時１回／月）・地権者説明（通年：発生時４回／月） 

・難航地権者等対応（通年：発生時）・宅地整備説明（通年：発生時） 

 

④地権者広報の作成 

・事業進捗状況、今後の事業予定について、機構が貸与する資料を基に広報資料を作成し、発

送に必要となる宛名シールの作成と発送簿の作成を行う。（４回、約 100 件） 

【実施時期】・４～３月 

 

⑤年間事業実施計画関連資料作成 

・機構の定める所定の様式に従い、機構が貸与する資料を基に年間事業実施計画関連資料（区

画整理関連）を作成する。（４回） 

【実施時期】・４～３月 

 

⑥各種証明書等発行資料作成 

・仮換地（予定）証明書、底地証明書、保留地証明書、及び地区内証明書に関する交付依頼が

発生した際、所定様式に従い依頼に対応し、受付簿を作成し機構が貸与する区画整理関連資

料（当該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報及び保留地関連情報）

と申請書記載事項を確認の上、所定様式に従い証明書を作成する。また、交付の際には交付

記録簿を作成し、受付順にファイリングする。 

【実施時期】・発生時 

 

⑦情報提供（開示）に関する資料作成 

・画地座標データ、換地図、造成図の区画整理関連資料に関する開示請求が発生した際、機構

の定める「情報公開事務処理手引」「宅地譲受人等に対する画地確定測量成果（座標値）の

取扱いについて」に基づき、対応し、機構から貸与する区画整理関連資料（当該権利者等の

登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報及び保留地関連情報）と請求申請書記載

事項を確認し、「区画整理関連情報の提供に関する事務取扱要領」に基づき、申請人の要件

及び請求内容の開示の可否を確認する。可否の確認の結果、請求内容を開示する場合は、当

該要領に基づき開示に係る資料を作成し、受付・交付記録を記載のうえ、受付順にファイリ

ングする。 

【実施時期】・発生時（１回／月） 

 

⑧関係機関の資料作成 

・関係機関との会議開催が決定した際、機構が貸与する資料を基に、会議資料を作成する。ま

た会議を聴取し会議録（所定様式）を作成する。（24 回） 

【実施時期】・発生時（２回/月） 

 

⑨土地区画整理法第 76条申請に基づく許可申請対応 
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・土地区画整理法第 76 条申請が発生した際、申請の対応をし、機構の定める申請要領に基づき

申請図書の内容確認を行い、申請の受付記録を記載し、意見書作成に係る資料を作成する。

受け付けた申請図書に対し、機構が定める申請要領に基づき作成した必要書類を交付すると

ともに、交付記録を記載のうえ受付順にファイリングする。 

【実施時期】・発生時（１回／月） 

 

（３）審議会・評価員会議運営に関する業務 

①審議会・評価員会議の対応 

・審議会、評価員会開催が決定した際、機構の定める所定の様式に従い、開催通知書と会議資

料を作成する。会議開催当日は議事運営シナリオを元に会議運営を補助する。また、会議を聴

取し会議録（所定様式）を作成する。（４回） 

【実施時期】・審議会３回（４～３月）   ・評価員会議１回（４～３月） 

 

（４）権利等の申告、届出等への対応に関する業務  

①区画整理事業に関する届出等対応 

・区画整理事業に関し、仮換地変更願、仮換地の分割、代表者選任通知及び所有権以外の権利

で登記されていないものの申告が発生した際、対応を行ない、機構の定める所定の様式に従

い、記載内容を確認し不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、受付記録を記載の

うえ、受付順にファイリングする。（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

②住所変更届出等対応 

・地権者からの住所、氏名、連絡先等の変更届出等が発生した際、対応を行ない、機構の定め

る所定の様式に従い、記載内容を確認し、不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、

受付記録を記載のうえ受付順にファイリングする。（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

③権利変動及び権利形態変更に伴う申告等対応 

・権利変動及び権利形態変更に伴う申告並びに届出が発生した際、機構の定める受付要領に基

づき対応し、内容確認を行ない、不備がある場合は訂正を依頼し、訂正を確認した後、申請受

付日に受付記録を記載のうえ、受付順にファイリングする。（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

④権利変動及び権利形態変更に伴う登記簿等の確認調査及び資料作成 

・権利変動及び権利形態変更に伴う申告並びに届出が発生した際、機構から貸与する区画整理

関連資料（当該権利者等の登記情報、権利関係資料、従前地情報、仮換地情報）と当該申告等

に関連する登記簿、小作権台帳、及び戸籍の調査（確認）を必要な関係機関等へ問い合わせ及

び閲覧等により行い、権利調書を作成又は更新する。（２回） 

【実施時期】・発生時 

 

（５）調査・設計、測量業務の発注管理に関する業務  

①調査・設計、測量業務発注に関する資料作成 
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・調査・設計、測量業務の発注が決定した際、貸与資料を基に数量を算出し、同業務に係る発

注準備資料（数量表、図面）を作成する。（２回） 

【実施時期】・４～３月 

 

②発注業務の確認資料作成 

・業務発注が発注された際に、受注業者から提出される資料について、特記仕様書との整合を

確認し整合しない場合はその旨を調書にまとめる。調書にまとめた不整合事項については、受

注業者に連絡し整合を図る。（２回） 

【実施時期】・４～３月 

 

③基準点等管理 

イ ２級基準点・３級基準点等の現地踏査及び保全 

・施行地区内外に設置された２級基準点・３級基準点及び水準点について、機構が貸与す

る資料を基に測量業務受注業者と連携を取りながら現地基準点等の有無の確認も含めて

現地状態を把握し、基準点管理報告書（所定様式※写真含む）を作成する。結果を踏ま

えて、基準点等の座標値及び網図のデータを更新し管理する。（２回） 

【実施時期】・４～３月 

 

④各測量に係る監理 

イ 確定測量杭の管理 

・施工部門からの依頼に基づき測量業務受注業者が確定測量杭測設した後、施工部門へ杭

を引渡す前においては、機構からの貸与資料を基に保全を目的として現地確認を行い、

異常が発見された場合は、報告書（所定様式※写真含む）を作成する。（２回） 

【実施時期】・発生時 

ロ 確定測量杭の現地引渡 

・確定測量杭測設の際には、施工部門へ機構の定める「土地区画整理事業施行区域内にお

ける工事施工中の中心点杭等の取扱いについて」に基づき測設杭の引渡しを行う。 

【実施時期】・発生時時（１回／月） 

ハ 測量杭引継記録簿・引継図書の作成 

・ロの業務に係る測設杭の引渡しがあった場合は、引継記録簿及び杭の引継図書を作成す

る。 

【実施時期】・発生時（１回／月） 

 
（６）仮換地指定に関する業務  

①仮換地指定に伴う通知書等の発送（変更指定に関する場合を含む） 

イ 仮換地指定通知書等の内容確認及び発送準備 

・仮換地指定または使用収益開始等の通知が決定した際、機構の定める作成要領に基づき、

各通知対象地権者について通知書の記載内容について換地設計関連調書との整合を確認し、

不整合箇所が発見された場合は報告する。整合が確認された通知書については発送作業に

伴う発送簿を作成する。（５件） 

【実施時期】・４～３月 

ロ 通知書等発送に伴う発送簿の整理 



 

14 

・上記 イの業務で作成した仮換地指定通知書等の発送簿に伴い発送を行った場合に、返送

された配達記録を発送簿順にファイリングする。（５件） 

【実施時期】・４～３月 

 

（７）補助金等に関する業務  

①補助金・交付金に係る資料作成 

・機構が貸与する資料を基に、「補助事業実務必携」、「土地区画整理事業の手引き」を踏まえ、

機構(又は神奈川県又は藤沢市、鎌倉市）の定める作成要領に基づき、資料を作成する。 

・補助金等の検査の際、指摘事項について記録簿を作成する。（３回） 

【実施時期】・概算要望：６月・確定要望：12 月・交付申請：４月・完了報告：３月 

・執行管理資料：４～３月・現地立会い３月 

 

（８）供給処理施設の設置に係る意向調査に関する業務  

①意向確認発送資料の作成及び発送 

・仮換地の使用収益開始に伴う各供給処理施設の設置位置（取り出し位置）に係る権利者への

意向確認が発生した際、機構が貸与する資料に基づき、意向確認に伴う案内資料、当該仮換地

の位置図及び別途工事部門が作成する供給処理施設図により供給処理施設意向調査発送図書を

作成するとともに、発送作業に伴う発送簿を作成する。（４０件） 

・機構が貸与する資料に基づき作成した意向確認発送資料を機構の確認後地権者宛に発送し、

発送した資料を発送簿順にファイリングする。（４０回） 

【実施時期】・４～３月 

 

②設置位置等の権利者意向の確認・回答とりまとめ 

・各権利者から返送された供給処理施設の設置に係る意向調査の回答について、内容の確認を

行い、不備がある場合は権利者へ再確認を行ない、調整結果を整理し発送簿順にファイリング

ングする。（４０件） 

【実施時期】・４～３月 

 

（９）事業計画認可変更の法手続きに関する業務  

・神奈川県、藤沢市、鎌倉市の関係機関との協議がある際に、機構が貸与する資料を基に事業

計画認可（変更）に係る協議資料を作成する。 

・地権者への説明がある際に、機構が貸与する資料を基に説明資料を作成する。 

・地権者等への説明会がある際に、機構が貸与する資料を基に説明会資料を作成する。また、

説明会を聴取の上、会議録を作成する。 

【実施時期】・神奈川県、藤沢市または鎌倉市等との協議資料作成：発生時 

・地権者への説明資料作成：発生時 

・地権者説明会資料作成：発生時 

【作成資料】  

・土地利用関連資料 

土地利用現況図、土地利用計画図、変更前後対照図、説明書 

【留意事項】 

・手続きを滞りなく進めるための資料作成であるため、別途連絡する決定（変更）内容に
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応じ、協議先、説明先を勘案して的確でわかりやすい資料作成につとめること。 

・作成資料には、協議や説明の結果、修正の必要が生じた場合の上記資料の修正を含むも

のとする。 

 

（10）業務工程 

    上記業務の実施工程について、別紙－１「現場調整関連工程表」に示す。 

 

（11）成果物 

本業務の履行によって生ずる成果物については、１）－④区画整理編のとおりとする。 
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１）－②，現場調整関連（補償編） 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、本業務の実施にあたり下記の基準等について留意し、必要な場合は現地踏査を実

施し行うものとする。 

 基 準 等 発 行 

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償の基準を定める規程 都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構の事業の実施に伴う損失補償基準細則 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償実施細目 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に伴う損失補償調査・算定要領 都市再生機構 

都市再生事業における損失補償等業務共通処理要領 都市再生機構 

土地区画整理事業の施行に係る補償業務発注要領 都市再生機構 

独立行政法人都市再生機構の事業に係る工事の施行に伴う建物等の損害等に

係る補償業務発注要領 
都市再生機構 

関東地区用地対策連絡協議会損失補償算定標準書 関東地区用対 

神奈川県用地対策連絡協議会単価表 神奈川県用対 

 

（２）補償調整関連業務 

①補償年度計画の作成業務 

○前年度の補償に係る実績の精査・集計及び当年度の補償に係る実績の整理・集計を行い、指

示者が提示する補償の当年度計画及び貸与資料を基に、補償の年度計画関連資料として別に連

絡する様式の資料並びに建物移転計画図を作成する。 

○当年度の補償に係る実績の整理・集計を行い、指示者が提示する補償の翌年度実施方針案及

び上記貸与資料を基に、補償の年度計画関連資料として別に連絡する様式の調書並びに建物移

転計画図を作成する。 

○上記以外に別途作成が必要な資料が発生する場合は事前に通知する。 

   【実施時期】 

    ・４～３月、４回 

 

②補償物件等の権利関係確認業務  

○補償対象物件に係る土地、建築物、工作物の権利関係を地区内土地及び建物の登記簿謄本、

地区内事業者の法人登記簿謄本で確認し、補償物件基礎資料を作成する。 

○物件の移転（存置整備を含む。以下同じ。）、土地使用の実施に当たり、補償対象物件として

把握している土地、建築物、工作物の現況の権利関係を地区内土地及び建物の登記簿、地区

内事業者の法人登記簿（相続、売買等が発生した場合の権利変動に関する調書を含む）で確

認し、移転等対象物件に係る権利変動の有無について整理して報告する。 

○土地使用（使用料支払い）に当たって必要となる地区内土地の権利者の変動について、土地

の相続、売買等が発生した場合の権利変動に関する登記権利関係の調書を確認し、権利変動

の有無について整理して報告する。また、下記実施時期以外にも権利者訪問等を通じて変動

の有無の把握を行い、権利変動が認められた場合には速やかに指示者に報告を行う。 

【実施時期】 

・補償物件基礎資料：４～３月 
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・権利変動 移転等対象物件：発生時 

          土地使用：発生時 

【対象数量】 

 ・補償物件基礎資料：約２件 

・移転等対象物件：約２件 

・土地使用・減収補償等：約２０件 

 

③補償金算定等に係る基礎資料作成業務 

○事業施行地区の補償計画及び地区の特性や周辺の土地利用等を踏まえ、周辺賃貸物件の賃貸

料、数量、規模、地区内地目別公租公課、地区内及びその周辺にて取引される農作物の品目

及び取引単価に係る資料を収集・整理のうえ、補償金算定の基礎資料として、地区の仮住居

費(㎡当たり)及び地目別土地使用料 (㎡当たり)の案を作成する。 

 

○事業施行地区の周辺賃貸事例や賃料を調査し、資料を収集し、「周辺賃貸事例、賃料リース物

件資料」として賃貸料をファイリングして整理のうえ報告するものとする。 

【実施時期】 

    ・補償金算定基礎資料：仮住居費単価改定時期（５月） 

地目別土地使用料単価改定時期（５月） 

    ・仮住まい関連基礎資料：５月 

 

④補償基準に関する資料の収集及び整理業務 

○補償金算定に当って必要及び参考となる他の起業者及び地方公共団体などの補償基準・細則、

算定要領を収集し、貸与する関東地区用対連及び神奈川県の単価表と共に以下の項目について

整理し、単価案を作成する。 

○補償金算定に当って他の起業者等の補償基準等を採用する必要があると認められる場合、そ

の根拠（機構の定める補償基準・細則、算定要領等に拠らない理由等）について整理する。 

※整理対象項目：調書（エアコン処分費、標準家賃及び一時金、建築基準法関係申請手数料

等、新築建物認定価格、抵当権及び根抵当権の抹消及び認定の登記費用、移転広告費、営

業許可申請等の手続き費用（７項目） 

【実施時期】 

    ５月 

 

⑤補償に係る補助金等導入に関する資料作成業務 

○機構が貸与する当該年度実施計画等資料に基づき、補償費が発生する案件に対して補助金等

導入の可能性を検討し、概算要望、確定要望の際に、補助金等導入に係る資料として、対象

一覧表、対象箇所図を作成する。 

○また、別に貸与する補助金等関連業務マニュアルに基づき、工期、補償（業務）内容等を確

認のうえ、補助対象物件の再検証及び変更を行う。 

【実施時期】 

 ・概算要望：６月 

・確定要望：１２月 

・交付申請：４月 



 

18 

・完了報告：３月 

・執行管理資料：４月～３月・現地立会い：３月 

 

（３）補償推進関連業務 

①補償調整に係る説明資料作成等業務 

○機構が別途業務発注したもの以外の物件の移転、土地使用又は事業損失対象に関して、移転等

の方法、補償内容等に係る検討を行うための資料を整理する。 

○上記の物件に関して、移転等の方法、補償内容・スケジュール等について、指示者の指示によ

り権利者等と協議するための説明資料等を作成する。 

②補償調整に係る機構と権利者等との調整等業務 

○上記①に基づき権利者等への説明内容を指示者に確認する。また、指示者が権利者に対して行

う補償内容等の説明について、必要に応じで同席して補佐する。 

〇上記に係る対応経過、結果については、議事録（機構指定様式）に記録し、指示者に提出する。 

○補償内容等について指示者の確認を得た後に、機構から当該案件に係る情報（物件及び権利関 

係の概要、移転等の方法・工法・スケジュール、移転先（換地）の計画、工事展開、これまで

の補償内容等の説明に係る経緯等)に関する資料の貸与を行うので、これらを踏まえ対応方針及

び説明内容を整理・報告し、当該内容について指示者の確認を得た上で、「補償金の提示」の決

裁に必要な資料を作成し提出する。 

【実施時期】 

    ４～３月 

【対象数量】 

 約３件 

 

○機構と権利者との調整の過程その他で権利者、利害関係者への補償に関する対応の必要が生

じた時は、機構から貸与する当該権利者等からの要望等及び当該地権者等に係る情報(物件及

び権利関係の概要、移転等の方法・工法・スケジュール、移転先（換地）の計画、工事展開、

これまでの補償内容等の説明に係る経緯等) に関する資料を整理のうえ対応方針案を作成し、

指示者の確認を得た上で権利者等への対応を行う。 

対応経過、結果については機構指定様式に記録・提出する。 

また、特に難航が想定される個別案件（補償物件、権利者、利害関係者）が生じた時は、上

記貸与資料を基に問題点を整理のうえ、当該案件に係る処理方針の策定に資する資料を作成

する。 

○補償に関する案件で権利者、利害関係者から問合せ、要望等及び苦情が申し出られたときは、

相手方の氏名、住所、連絡先を確認のうえ、要望等及び苦情の内容を機構指定様式に記録し、

指示者へ報告する。 

権利者等から権利の変動、住所、氏名等の変更が申し出られたときは、これを機構指定様式

に記録し、指示者へ速やかに報告する。 

権利者等から補償に係る資料に関する開示請求が生じた時は、開示請求者の要求を整理し、

開示対象となる文書等の整理、一覧表の作成を行う。 

対応に当たり指示者に確認を要する場合は、確認書を使用し対応方法を確認するが、相手方

へすぐに回答が必要等、緊急な対応を要する場合は、文書による連絡に限らないものとする。 
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③損失補償台帳作成等業務 

○補償契約又は土地使用契約毎に、契約を締結するに当たり、「補償契約の締結」の決裁に必要

な基礎資料の作成を行う。 

○機構による補償契約又は土地使用契約が完了したときは、指示者が提示した様式により、台

帳及び図面を作成・管理する。 

○契約締結又は契約内容の履行完了に伴う機構の支払い事務に用いる帳票作成のための資料を

作成する。 

仮換地の指定等に伴う補償又は中断移転・継続払いの場合には、原則年間 2 回の機構の支払

い事務に用いる帳票作成のための資料及び前回支払い内容との変動要因別に抽出した調書(変

動調書）を作成する。 

（仮換地の指定等）発生時【経過払い】 

（中断移転・継続払い）発生時【前払い】 

○仮換地の指定等に伴う補償又は中断移転・継続払いの対象となる物件・土地について所有権

移転や相続が発生した場合は、新たな権利者に対し、機構との契約締結に向け、補償内容等

の説明及び機構との契約締結の意思の確認を行い、機構との契約締結の意思が確認できた後

は上記の業務を行う。 

また、補償金の過払いや真正な権利者以外の者との契約及び支払いといった事態を招かない

ように、確認できた権利変動の結果、及び、指示者から貸与する仮換地の使用収益開始の状

況に係る資料の確認結果を踏まえ、支払い及び契約締結に係る上記業務を速やかに行う。 

○上記業務で作成する決裁基礎資料、台帳・図面、支払いに係る帳票作成のための資料・変動

調書については、作成する者とは別の者による検証を実施し、検証結果と共に指示者に提出

する。 

【実施時期】 

    ４～３月 

【対象数量】 

 約３０件 

 

④契約締結後の物件移転促進業務 

○補償契約を締結した物件について、移転期限完了までの間、当該権利者に対し契約書に記載

された期限内において随時現地の状況を確認し当該権利者に移転完了を促す。対応経過、結

果については記録のうえ指示者に提出する。 

○移転期限内の現地の状況確認に当たり、移転期限内での移転が履行されない恐れが生じてい

ると認められる場合は、当該権利者に状況を確認のうえ、確認内容（現況写真を添付）を指示

者に報告する。 

その後、引き続き当該権利者に移転期限内での移転履行を促すとともに、指示者に補償業務

処理要領に定める文書による移転促進又は契約変更のいずれに拠るかを確認のうえ、当該権利

者に対する契約履行の要請等に係る資料（移転等促進依頼書案又は移転等催告書案若しくは変

更契約案）を作成する。 

○当該権利者からの連絡を受け移転完了の現地確認を行った場合は、現況写真を添付のうえ指

示者に報告する。 

【実施時期】 

 ４～３月 
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【対象数量】 

 約６０件（内借家人約４０件) 

 

⑤各種証明書等発行資料作成業務 

○譲渡所得等に係る課税の特例適用に係る税務当局との事前協議又は事前協議の変更協議の必

要が生じた時は、当該協議に係る資料を作成する。 

○補償契約及び補償金支払いに関する証明書等の権利者への交付が必要となった場合、又は、

権利者より補償物件・補償金に関する証明書等の交付申請があった場合は、③での成果品を

確認した後に発行が必要な証明書等の案を作成し、指示者へ提出する。 

【作成する資料】 

・譲渡所得等に係る課税の特例適用に係る税務当局との事前協議又は事前協議の変更に係る説

明書（案）及び関係資料（案） 

・公共事業用資産の買取り等の申出証明書（案）及び公共事業用資産の買取り等の証明書（案） 

・不動産等の譲受けの対価の支払調書（案）、不動産の使用料等の支払調書（案）及び法定調

書合計表（案） 

   ○機構が貸与する当該年度実施計画等資料に基づき、補償契約及び補償金の支払いに関する証明

書等の交付及び提出の作成予定時期等を確認のうえ、年度当初に法定調書作成計画表を作成し、

指示者へ提出する。 

     また、毎月１回、当該年度法定調書作成計画表に基づく月次の実績を確認し、指示者に報告

する。 

【実施時期】 

 ４～３月【対象数量】 

・申出証明書：約２件 

・買取証明書：約２０件 

・支払調書（対価）：約２０件 

・支払調書（使用料等）：約２０件 

 

⑥（３）の業務を行うに当たり生じる権利者等への説明等（①～④の業務において対応するもの

を除く）に係る資料作成等業務 

○個人への説明又は地元への説明会を開催する場合は、貸与資料（開催するエリア（範囲）に

係る移転計画、土地利用計画図、換地図、工事展開に係る図面を基に、事業の概要、スケジ

ュール、土地使用、物件の移転を必要とする工事の目的、内容、補償の概要（物件の移転等

の流れ・内容、補償金の構成、予想される移転時期等）を記載した説明用資料を作成し、ま

た、説明実施時にこれを聴取のうえ、内容を（指示者指定様式）に記録し、指示者に提出す

る。 

 

他の起業者並びに地方公共団体等関係機関との会議（調整）を行う場合は、貸与資料（当該

機関の概要、対象エリア（範囲）に係る移転計画、土地利用計画図、換地図、工事展開に係

る図面）を基に、物件の移転等の実施に当たっての調整事項、補償に係る計画や要領等の適

用に係る調整事項及び対応策などを記載した会議（調整）に係る資料を作成し、また、関係

機関との会議（調整）時にこれを聴取のうえ、内容を（指示者指定様式）に記録し、指示者

に提出する。 
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【実施時期】 

 ４～３月 

【対象数量】 

権利者への説明：約５０件 

関係機関との会議（調整）：約２０件 

 

（４）補償管理関連業務 

①調査算定業務発注に係る基礎資料作成 

○物件の移転・土地使用又は事業損失対象物件に係る所在地図、工事計画図を収集し、移転補

償物件・土地使用又は事業損失物件の調査・算定業務の発注に係る基礎資料として発注に係る

数量表（案）を作成する。 

○発注に係る数量表（案）の作成に当たり、機構が貸与する補償計画に基づき、 

移転補償物件・土地使用：移転又は土地使用時期を確認のうえ、調査・算定の着手が必要な

エリア（範囲）及び補償物件の数量、着手必要時期 

事業損失物件：工事関連従事者と連携のうえ、事前調査及び事後調査の対象エリア（範囲）、

対象物件の数量、調査時期 

を整理のうえ、 

移転補償物件・土地使用：土地区画整理事業の施行に伴う補償業務積算要領 

事業損失物件：独立行政法人都市再生機構の事業に係る工事の施行に伴う建物等の損害等に

係る補償業務積算基準 

に準拠して作成する。 

 

②権利者協力確保の説明 

○請負業務の実施に際し、請負業者が支障無く業務を行えるよう、指示者の確認を得た後に、

権利者へ協力確保のための事前の説明や了解取り付けを行い、その結果を別に連絡する様式

に記録し、指示者へ報告する。 

 

③請負業務に係る指示案の作成等 

○請負業務の開始時に、指示者の確認を得たうえで、請負業者に業務実施に関する機構の方針

事項を伝え、その結果を別に連絡する様式に記録し指示者へ報告する。 

○請負業者からの業務履行に当たっての問い合わせや当該業務の工程（進捗状況）の確認結果

を別に連絡する様式に記録し指示者に報告のうえ、これらに関する補償業務発注要領に基づく

請負業者への指示案を作成し指示者の確認を得たうえで請負業者へ当該指示を伝える。当該業

務の工程（進捗）に係る指示案の作成に当たっては、区画整理及び工事の各現場調整関連従事

者とも連携し、疑義が生じた場合には指示者に確認する。 

 

④成果品を損失補償算定要領等に基づき検証 

○請負業者から算定完了に伴い補償対象者ごとに提出される成果品（算定書）について、算定

要領等に基づき、その内容等について検証する。 

○業務完了時に提出される成果品一式及び必要書類について、補償業務発注要領並びに算定要

領等に基づきその内容等について検証する。 
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   ⑤問合せ及び苦情に対する対応等 

○請負業務（補償）に関する案件で権利者、利害関係者から問合せ、要望等及び苦情が申し出

られたときは、相手方の氏名、住所、連絡先を確認のうえ、要望等及び苦情の内容を別に連絡

する様式に記録し、指示者へ報告する。 

また、指示者に対応を確認し、当該問合せ、要望等又は苦情に対する説明を行う。 

対応に当たり指示者に確認をする場合に、確認書を使用し対応方法を確認するが、相手方へ

すぐに説明が必要等、緊急な対応を要する場合は、文書による連絡に限らない。 

○権利者等から請負業務（補償内容）に係る資料に関する開示請求が生じた時は、開示請求者

の要望を整理のうえ、開示対象となる文書等の整理、一覧表の作成を行う。 

【実施時期】 

    ４～３月 

【対象数量】 

・移転補償物件・土地使用：約２件 

・事業損失物件（事前調査）：約５０件 

 

（５）業務工程 

    上記（２）から（４）の業務実施工程について、別紙－１「現場調整関連工程表」に示す。 

 

（６）成果物 

    本業務の履行によって生ずる成果物については、土地区画整理事業に係る補償業務共通仕様

書によるほか、１）－④補償編のとおりとする。 

    また、様式については上記共通仕様書及び土地区画整理事業の施行に伴う損失補償業務処理

要領の様式に従う。 
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１）－③，現場調整関連（工事編） 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、当該業務により都市機構が別途契約する業務等及び工事に関する調整を行う際

は、次の①～⑦に示す仕様書及び基準等に基づき実施するものとする。 

 

① 【宅地品質】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

宅地品質管理台帳作成要領（案）（平成 21 年） 都市再生機構 

宅地品質に関するお客様対応等マニュアル（第 3回改定）（平成 27年） 都市再生機構 

② 【工事調整】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

機構管理用地等に係る現場管理マニュアル（平成 17 年 12 月 20 日） 都市再生機構 

元請下請紛争等対応マニュアル（平成 17 年 7 月） 都市再生機構 

宅地造成工事に関連する法令等に係る質疑応答集（平成 18年 10 月） 都市再生機構 

③ 【技術指針】 発 行 部 

宅地土工指針（案）（平成 20年 4月） 都市再生機構 

宅地耐震設計マニュアル（案）（平成 20 年 4 月） 都市再生機構 

宅地擁壁設計・施工の留意点（平成 20年 7月） 都市再生機構 

軟弱地盤技術指針（平成 20 年 4 月） 都市再生機構 

土壌汚染対策法の解説（平成 23 年 5 月） 都市再生機構 

土地区画整理事業等における土壌汚染対応に関するガイドライン[改訂版]

（平成 22 年６月） 
都市再生機構 

地下水処理工法の設計・施工標準（案）（昭和 58年 2 月） 都市再生機構 

電線共同溝整備実務マニュアル（案）（平成 20 年 2月） 都市再生機構 

④ 【設計】に関する基準、業務実施マニュアル 発行部 

居住環境整備事業等における土木関連業務に係る電子納品要領(案)土木設計

編（平成 22 年 10 月） 

都市再生機構 

居住環境整備事業等における土木関連業務に係るＣＡＤ製図基準（案）（平

成 17 年 3 月） 
都市再生機構 

土木工事図面作成要領（案）（平成 11 年度要領対応版）（平成 12 年 7

月） 

都市再生機構 

土木・造園工事数量算出要領（案）（令和 3 年度版） 都市再生機構 

工事工種体系ツリー図（令和 3年 11 月） 都市再生機構 

工事工種体系化細別用語定義集（令和 3年 11 月） 都市再生機構 

工事工種体系化モジュール内訳表（平成 18 年 10 月） 都市再生機構 

造園施設標準設計図集（令和５年） 都市再生機構 

造園施設参考設計図集（令和５年） 都市再生機構 

UR 植栽基盤ガイドブック（平成 29年４月） 都市再生機構 

土木工事 施工条件明示の手引き（案）（平成 7年 9月） 都市再生機構 

宅地造成工事防災図集（平成 14 年 3 月） 都市再生機構 

東京都電線共同溝整備マニュアル（平成 30 年４月） 東京都建設局 

⑤ 【積算】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 
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土木・造園工事積算要領（令和４年度版） 都市再生機構 

建設機械等損料算定表（令和３年度版） 日本建設機械化協会 

建設機械等損料算定表・参考資料（令和３年度版） 日本建設機械化協会 

⑥ 【業務発注】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

設計業務等発注の手引き（平成 12年 4月） 都市再生機構 

造園設計業務等共通仕様書（案）（平成 30年 5月） 都市再生機構 

地質調査共通仕様書（平成 22年度版） 都市再生機構 

設計照査の手引き（平成 12 年 4 月） 都市再生機構 

造園設計業務照査の手引（案）（平成 23 年 6 月） 都市再生機構 

⑦ 【施工】に関する基準、業務実施マニュアル 発 行 部 

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和２年度版） 都市再生機構 

監督必携 都市再生機構 

 

（２）事業費執行管理に係る資料作成 

    指示者から示す事業費執行に係る資料（工事全体計画、当年度工事実施計画、過年度工事

費実績）、および（１）-②に基づき、以下の資料を作成する。 

①土地区画整理事業に関する補助要望に係る資料作成 

工事実施計画に基づく予定工事のうち補助対応工事に関する資料作成を行う。なお、下記に

補助対応工事の対象工事一覧を示す。 

  補助対象工事一覧 

番

号 
補助対象工事 

概算・確定・

変更要望の種別 
実施時期 参照計画 概要 

① 令和８年度基盤

整備工事 
概算 ５月 令和７年度当初実施計画 令和８年度概算要望 

・補助金交付申請及び実施設計承認申請書等に係る資料作成 

指示者から貸与する「補助金等実施計画、作成実施要領及び所管の補助事務要領」に基づ

き、以下の資料作成を行う。 

イ．補助対象の概算費用算出 

実施計画の資料より、補助対象施設に係る事業費と補助対象外の事業費に分類する。 

なお、事業費とあわせて補助対象施設の数量も整理する。 

ロ．補助対象位置図（当年度・次年度） 

年度別に補助対象工事の施工箇所がわかる位置図を作成する。位置図には、件名、概

算費用、予定工期及びその他付帯情報も記載すること。【A3：10 枚】 

・上記で作成した資料をまとめてファイリングする。 

ファイル件名「令和 6年度補助要望に関する資料」 

 

② 受託工事に係る資料作成 

工事実施計画に基づく予定工事のうち、機構が、地方自治体等関係機関から受託する工事

に関して以下の資料作成を行う。なお、下記に受託工事の対象工事一覧を示す。 

 受託工事一覧 

番

号 
地区名 受託対象施設 

概算・確定・

変更要望の種別 
実施時期 参照計画 
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① 村岡・深沢地区 
雑工作物撤去

等 
－ ７月 令和７年度当初実施計画 

・受託対象工事の概算費用算出 

工事実施計画の資料より、受託対象施設に係る工事費とその他の工事費に分類する。なお、

工事費とあわせて受託対象数量も整理する。また、過年度の同種工事の契約実績を参照す

るなどして、当該概算費用の精査を行う。 

・受託工事申請図書に係る資料作成 

指示者から貸与する「補助金等実施計画、作成実施要領及び所管の補助事務要領」に基づ

き、受託工事に係る補助金・交付金申請図書に係る以下の資料の作成を行う。 

イ．補助金交付申請及び実施設計承認申請書等に係る資料 

ロ．変更交付申請に係る資料 

ハ．上記資料に付随する施工箇所図 

ニ．受託工事施工位置図（当年度・次年度） 

年度別に受託工事の施工箇所がわかる位置図を作成する。位置図には、工事件名、概

算工事費、予定工期及びその他付帯情報も記載すること。【A3：5 枚 A4：5 枚】 

・上記で作成した資料をまとめてファイリングする。 

ファイル件名「令和 7年度受託工事に関する資料」 
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（３）業務の発注準備に係る資料作成 

工事実施計画に基づき機構が発注する業務について、以下の資料作成を行う。なお、業務

とは、「土木・造園工事に係る基本・実施設計及び土質調査」をいう。下記に対象業務一覧を

示す。 

対象業務一覧 

番

号 

業務名 
種別 

実施 

内容 

実施 

時期 

備考 

関係機関との協議（相手先：時期）等 業務概要 

１ 

（仮）令和７年度基盤整備

変更実施設計（村岡工区） 
土木

実施

設計 

（3） 

（4） 

４～７

月 

藤沢市、神奈川県藤沢土木事務所、JR 東

日本、所轄警察、インフラ企業者（４～

３月） 
整地・排水・道路・電線共

同溝 

２ 

（仮）令和７年度基盤整備

変更実施設計（深沢工区） 
土木

実施

設計 

（3） 

（4） 

４～７

月 

鎌倉市、神奈川県藤沢土木事務所、JR 東

日本、所轄警察、インフラ企業者（４～

３月） 
整地・排水・道路・電線共

同溝 

注：業務名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

①対象業務に係る既存資料の検索と資料作成 

・上記「対象業務一覧」における業務の実施にあたり、業務ごとに必要な既存資料について、

その資料の有無、資料名、検討概要、検討結果に関して整理する。 

 

 

 

 

 

 

・上記で実施した検索結果に基づき、個別業務件名毎にファイリングする。 

 

   ②現地踏査 

・上記「対象業務一覧」の業務について、①で作成した資料を基に現地踏査を実施し、現況

を把握するとともに、現地条件が検討事項と適合しているか確認する。 

     イ．現況図と現地の状況の整合 

     ロ．供給処理施設の有無、及び位置の確認 

     ハ．電柱の支線、支柱、隣接地からの越境物の確認 

     ニ．周辺道路の車道幅員、歩道幅員、車両乗り入れ部の有無の確認 

     ホ．土質調査、試掘調査ポイントの確認 

・実施した現地踏査結果について、個別業務件名毎にファイリングする。 

   ③土木・造園工事の基本・実施設計に係る資料作成 

    ・業務対象用地に係る換地及び補償の進捗状況確認 

     業務対象地及び隣接地の換地の確定状況、補償交渉の進捗状況について確認する。 

    ・工事展開検討のための基礎資料作成 

     現地踏査結果及び換地及び補償の進捗状況より、工事展開上の課題を整理し、対応策を検

討する。 

【既存資料の種類】 
・確定図            ・下水道認可図書       ・移転補償計画 
・現況図            ・標準図集 
・完成図            ・機構発行の技術基準類 
・造成計画図          ・各地方自治体の技術基準（下水,道路,水道等） 
・土地利用計画図        ・測量データ（座標） 
・既往業務・工事に関する報告書 ・土質調査データ 
・供給処理台帳         ・換地計画  
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    ・上記の工事展開検討のための基礎資料に基づき、設計条件及び施工条件に関する基礎資料

を作成する。 

    ・関係機関協議資料の作成及び協議実施 

     基本・実施設計で必要となる技術基準、仕様について、地方自治体等関係機関へ確認事項

が生じた場合、確認する事項を整理したうえで各関係機関へ確認する。確認結果について

は記録し、指示者へ提出する。      

    ・供給処理施設の設置箇所、造成高、擁壁の有無、画地割について概略図面を作成する。 

・作成した資料について、個別業務件名毎にファイリングする。 

④土質調査に係る資料作成 

    ・土質調査地点の直近及び近傍に係る既存の土質調査結果（ボーリング調査・サウンディン

グ調査）資料の検索と調査結果の整理を行う。 

    ・造成履歴に関する資料の検索と整理を行う。 

・作成した資料について、個別業務件名毎にファイリングする。 

 

（４）業務発注に係る資料作成 

    工事実施計画に基づき機構が発注する業務について、以下の資料作成を行う。なお、対象業

務件名は、（３）「対象業務一覧」に示す。作成した資料について、個別業務件名毎にファイリ

ングする。 

①契約審査会に係る資料作成 

発注予定の業務について概算数量、概算金額を算出する。算出にあたっては、指示者の示す

業務検討箇所図、業務検討概要を参照すること。 

   ②指示者から示す特記仕様書標準様式に基づき、業務目的、業務内容、業務数量、業務位置図、

準拠する基準類及び設計条件や特記事項について整理し、特記仕様書案を作成する。なお、

実施にあたっては、（３）①に関するファイルも参照すること。 

   ③業務発注にかかる手続き等を整理し、スケジュールを作成すること。 

④発注予定の業務について、概算金額と工事実施計画の発注予定額の整合を確認すること。 

⑤発注した業務の契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基

づ き、実績データを整理すること。発注予定額と契約金額の整合を確認すること。その際

に明らかな差異が認められる場合は、当年度実施計画の工事費での予算執行が可能となるよ

う検証すること。 

 

（５）工事の発注準備に係る資料作成 

工事実施計画に基づき機構が発注する工事について、以下の資料作成を行う。下記に対象工

事一覧を示す。 
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 対象工事一覧 

番

号 
工事概要 

実施 

内容 

実施 

時期 

対応する 

設計業務 

備考 

（輻輳工事の有無,関係機関，

協議機関、協議時期等） 

１ 令和８年度基盤整備工事 
（5） 

（6） 

４～ 

３月 
（３）業務番号１ 

輻輳工事：有 

協議先：藤沢市、鎌倉市、神奈

川県藤沢土木事務所、JR 東日

本、所轄警察、東京電力、NTT

インフラネット、KDDI、J:COM

等（４～３月） 

２ 令和９年度基盤整備工事 
（5） 

（6） 

４～ 

３月 
（３）業務番号２ 

輻輳工事：有 

協議先：藤沢市、鎌倉市、神

奈川県藤沢土木事務所、JR 東

日本、所轄警察、東京電力、

NTT インフラネット、KDDI、

J:COM 等（４～３月） 

注：業務名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

①設計・積算管理に係る資料作成 

・設計に関する照査 

工事発注に係る実施設計（上記、対象工事一覧「対応する設計業務」参照）の成果品を対

象に、設計方針、設計条件及び技術基準・指針及び自治体基準等の適用基準や条件の設定根

拠等について照査を行い、設計条件を確認し整理する。 

    ・数量算出及び図面作成内容の照査 

工事発注に係る実施設計（上記、対象工事一覧「対応する設計業務」参照）にて作成され

た数量計算書について、機構の定める工種体系ツリーとの整合性を確認する。不備があっ

た場合は、その内容を整理し速やかに指示者に報告すること。 

工事発注に係る実施設計（上記、対象工事一覧「対応する設計業務」参照）にて作成され

た設計図面及び数量計算書について、機構の定める土木・造園工事積算要領、土木工事図

面作成要領、造園工事図面作成要領、ＣＡＤによる土木工事図面作成要領及び土木工事数

量算出要領等との整合性を確認する。不備があった場合は、その内容を整理し速やかに指

示者に報告すること。 

    ・積算内容の照査 

      積算関連業務で作成した積算チェックシートについて、適用歩掛の確認及び単価の構成等

の確認を行う。不備があった場合は、その内容を整理し速やかに指示者に報告すること。 

・上記により作成した資料について、個別工事件名毎にファイリングする。 

②関連工事のスケジュール確認 

上記「対象工事一覧」の工事について、他機関との工事調整会議資料をもとに、当該工事

と輻輳して工事を実施する予定の関連機関に、工事箇所、工事期間及び工事内容についてヒ

アリングを行い、その内容を整理し指示者に報告する。また、その結果により工程上の問題

及び調整事項が確認される場合は、その内容を整理し速やかに指示者に報告すること。作成

した資料は、個別工事件名毎にファイリングする。 

 

（６）工事の発注に係る資料作成 

工事実施計画に基づき機構が発注する工事について、以下の資料作成を行う。なお、対象工
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事件名は、（５）「対象工事一覧」に示す。作成した資料について、個別業務件名毎にファイリ

ングする。 

①契約審査会に係る資料作成 

発注予定の工事について概算数量、概算工事費を算出する。算出にあたっては、過年度の同

種工事の契約実績や工事全体計画を参照すること。 

   ②対象工事に係る実施設計の成果品である工事発注図面を参考に、簡易な工事箇所図を作成す

る。 

   ③工事発注にかかる手続き等を整理し、スケジュールを作成すること。 

   ④対象工事に係る実施設計の成果品（CAD データ）をもとに、工事発注用図書を編集・作成す

ること。作成した図面は PDF データに変換し、指示者が準備した CDに複写すること。 

⑤発注予定の工事について、概算金額と工事実施計画の発注予定額の整合を確認すること。 

⑥発注した工事の契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基

づ き、実績データを整理すること。また、発注予定額と契約金額の整合を確認すること。

その際に明らかな差異が認められる場合は、当年度実施計画の工事費での予算執行が可能と

なるよう検証すること。 

 

（７）工事・業務等の契約変更に係る資料作成 

    工事及び業務等の契約変更に係る以下の資料作成を行う。なお、対象となる工事、業務等を

「契約変更対象工事一覧」及び「契約変更対象業務一覧」に示す。 

   ①工事の契約変更に係る業務 

    ・指示者より提供される変更図面、変更数量の確認を行う。 

    ・上記変更図面を基に変更契約に係る変更工事箇所図の作成を行う。 

・ 変更契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基づき実

績管理データを作成し報告する。 

・上記で作成した資料について、個別工事件名毎にファイリングする。 

 

 契約変更対象工事一覧 

番

号 
契約変更時期 業務実施時期 対象工事 

備考 

 

１ 令和７年４月 4 月 
令和６年度基盤

整備工事 
令和６年 12 月契約予定 

２ 令和７年５月 5 月 
令和７年度基盤

整備工事 
令和７年４月契約予定 

注：工事名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

②業務等の契約変更に係る業務 

    ・指示者より提供される資料に基づき、変更業務数量の確認を行う。 

    ・変更契約に係る変更業務位置図の作成を行う。 

    ・指示者から示す特記仕様書標準案に基づき、変更業務数量、変更業務位置図、準拠する基

準類について整理し、変更特記仕様書案を作成する。 

・変更契約が締結された後、指示者より提供される契約締結結果等の関連資料に基づき、実

績管理データを整理する。 

・上記で作成した資料について、個別業務件名毎にファイルに整理する。 
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契約変更対象業務一覧 

番

号 
契約変更時期 業務実施時期 

前節（３）対象業

務 
備考 

１ 令和８年３月   ２月 業務番号①  

２ 令和８年３月 ２月 業務番号②  

注：業務名や実施時期等については、変更が生じることがある。 

 

（８）工事・業務等の完了に係る業務 

 ①工事・業務等の完了時期の確認 

   履行中の業務等（（３）「対象業務一覧」参照）及び工事（（７）「対象工事一覧」参照）に

ついて、進捗状況を確認し、現工期内を変更する事由が生じた場合、指示者へ報告する。 

②工事・業務検査日程の確認 

   履行中の業務等（（３）「対象業務一覧」参照）や工事（（７）「対象工事一覧」参照）につ

いて、工期満了後速やかに検査を受けられるように業務等業務受託者と検査日程の確認を行

い、指示者より通知される検査担当者との日程調整を実施し、その結果を指示者へ報告する。 

 ③完了書類（完成届,請求書,納品書,引渡書）の受領 

     業務等業務受託者より提出される完了書類を受領し、内容に不備がないか確認し、業務及

び工事件名毎に作成したファイルに保管する。確認の結果を指示者へ報告する。 

 
（９）管理者協議に係る資料作成 

    管理者協議とは、事業地区において機構又は企業者によって整備する公共施設、供給処理施

設に係る、整備水準、整備箇所・範囲、工事工程について協議することをいう。 

① 道路、公園、下水道、調整池に係る管理者協議資料作成 

機構により施行する道路（電線共同溝）、公園、下水、調整池等の公共施設について、整備

後に移管する地方自治体等関係機関との設計協議に係る以下の資料を作成する。協議が必要

となる工事について前節（７）「対象工事一覧」に示す。 

    ・工事実施計画で作成する工事箇所図を基に、公共施設及び供給処理施設の路線延長、面積、

整備内容について整理する。 

    ・整備する公共施設及び供給処理施設について、準拠した法律、技術基準・指針について整

理し、管理者協議資料案を作成する。 

    ・上記で作成した管理者協議資料案に基づき、管理者との事前協議を実施し了解を得る。 

・現場の施工着手前に、道路法 24 条・32 条、下水道法 16 条等施工に必要となる法定手続き

に係る事前協議を実施し、各地方自治体の様式に基づき申請書を作成し提出する。 

    ・上記作成資料については、個別工事件名毎にファイルに整理する。 

 

   ②水道、ガス、電気等に係る企業者協議資料作成 

      企業者協議とは、機構が整備する宅地、道路,公園等の公共施設に、各企業者により整

備・供給する水道、ガス、電気等の各施設について協議を実施することをいう。企業者と

の協議が必要となる下記に示す資料を作成する。なお、対象工事について下記に示す。 

    ・工事実施計画で作成する工事箇所図を基に、供給処理施設の整備範囲・整備延長を整理し、

施工箇所図、路線図を作成する。 

    ・上記で作成した施工延長、施工路線図に基づき、概算事業費を算出する。概算事業費は過
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年度の実績資料に基づき作成する。 

    ・各企業者の設計内容と、機構の実施設計内容について、占用位置、土被り、整備延長、供

給箇所に相違がないか確認し、相違が確認された場合速やかに修正案を作成し、各企業者

と協議を実施し了解を得る。協議結果について様式により指示者に報告する。 

    ・各企業者の整備工程を確認し、機構工事と輻輳しないようスケジュールを調整する。 

        ・各企業者と現地立会いが生じた場合、確認事項を整理し指示者に確認の上現地立会いを行

う。 

なお、現地立会い結果については様式により報告する。 

・上記作成資料については、個別工事件名毎にファイルに整理する。 

水道、ガス、電気等に係る企業者協議対象工事 

番号 協議時期 対象施設 協議先 実施内容 

①  ４～３月 水道管 神奈川県企業庁 占用位置・工事調整 

②  ４～３月 ガス管 東京ガス 占用位置・工事調整 

③  ４～３月 
電力管 

・電柱 
東京電力 占用位置・工事調整 

④  ４～３月 
通信管 

・電柱 
NTT インフラネット 占用位置・工事調整 

⑤  ４～３月 

排水管・

既存建築

物等 

藤沢市 占用位置・工事調整 

⑥  ４～３月 

排水管・

既存建築

物等 

鎌倉市 占用位置・工事調整 

⑦  ４～３月 鉄道施設 
JR 東日本、 

湘南モノレール 
占用位置・工事調整 

 

 

（10）工事施工実績報告に係る資料作成 

① グリ－ン購入法に基づく令和７年度調達実績の集計 

令和７年度調達品目の実績調査実施要領に従い、整理・集計を行い、調書を作成する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】   

② 令和７年度環境報告書作成に伴うマテリアルフローの集計 

「令和７年度【工事単位】マテリアル入力シート」をもとに、環境報告書作成マニュアル、

環境報告書マテリアル集計に関する注意事項に従い、環境報告入力シートを作成する。 

・指示者が貸与する資料「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シート（工事業務受託

者・工事監督用）」を基に「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シート」にデータを

入力する。入力完了後、帳票及びデータを出力し提出する。 

・当該業務履行中に工事が完成し、「【工事単位】マテリアル入力シート（工事業務受託

者・工事監督用）」を指示者が示すときは、「令和６年度【工事単位】マテリアル入力シ

ート」を使用して、中間報告データを作成する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】 

③ 令和７年建設副産物実態調査（簡易センサス） 

「建設リサイクルデータ統合システム-ＣＲＥＤＡＳ入力システム操作説明書」に従い、実

態調査データを整理・集計し、提出用ファイルを作成する。 
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【実施時期：３月、対象工事件数１件】   

④ 令和７年建設副産物利用促進に関する実績集計 

業務連絡「平成18年度建設副産物利用促進に関する実績集計報告の依頼について」及び「建

設リサイクルデータ統合システム-ＣＲＥＤＡＳ入力システム操作説明書」に従い、実績デ

ータを整理・集計し、別途提示する様式に基づき資料を作成する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】  

⑤ 諸経費動向調査 

「諸経費動向調査要領」に従い、「発注者用入力システム」に必要事項を入力し、入力済み

ＣＤを提出する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】 

⑥ コスト縮減額実績集計 

「コスト縮減の手引き」に従い、下記の対象工事関するコスト縮減額について実績集計する。 

【実施時期：３月、対象工事件数１件】 

 

（11）業務工程 

    上記（１）から（10）の業務実施工程について、別紙－１「現場調整関連工程表」に示す。

（12）成果物 
 本業務の履行によって生ずる成果物については、１）－④工事編のとおりとする。 

、
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１）－④．現場調整関連（成果物） 

・区画整理編 一覧表 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（２）権利者等
対応及び資料作
成業務 

① 事業進捗基
礎資料作成 

作成後速やかに 

仮換地指定及び
使用収益開始状
況基礎資料図 
現況建築状況基
礎資 
料図 
公共施設移管状
況基礎資料図 
事業進捗関連基
礎資料 

調書 
図面 
電子データ 

② 区画整理に
関する地元
説明会の資
料作成 

開催日１０日前 
説明会会議資料
（お知らせ文、
図面等） 

調書 
図面 
電子データ 

説明日後３日以内 
会議録 調書 

電子データ 

③ 問合せ、手
続き等対応
及び権利者
の個別説明 

対応当日 
報告書 調書 

電子データ 

説明日１０日前 
説明資料 
提案資料 

調書 
図面 
電子データ 

説明日後３日以内 
対応記録 調書 

電子データ 

④ 地権者広報
の作成 作成後速やかに 

広報資料 
発送簿 
宛名シール 

調書 
電子データ 

⑤ 年間実施計
画関連資料
作成 

作成後速やかに 

実施計画関連様
式 

調書 
図面 
電子データ 

⑥ 各種証明書
等発行資料
作成 

受付日後３日以内 

受付簿 
仮換地予定証明
書 
仮換地証明書 
底地証明書 
保留地証明書 
地区内証明書 

調書 
図面 
電子データ 

交付後１日以内 
交付記録簿 調書 

電子データ 

⑦ 情 報 提 供
（開示）に
関する資料
作成 

受付後５日以内 

受付記録 
開示に係る資料 
交付記録 

調書 
図面 
電子データ 

⑧ 関係機関の
資料作成等 作成後速やかに 

会議資料 調書 
図面 
電子データ 

作成後速やかに 

会議録 調書 
電子データ 

⑨ 土地区画整
理法第 76 条
申請に基づ

作成後速やかに 
受付簿 
意見書作成に係
る資料 

調書 
図面 
電子データ 
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く許可申請
対応 
 
 

交付簿 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（３）審議会・
評価員会議運営
に関する業務 

① 審議会・評
価員会議の
対応 

作成後速やかに 開催通知書 
会議資料 

調書 
図面 
電子データ 

作成後速やかに 会議録 調書 
電子データ 

（４）権利等の
申告、届出等へ
の対応に関する
業務 

① 区画整理事
業に関する
届出等関連 

受付日 申告書 
届出書 
願い出書 
通知書 
受付簿 

調書 
 

② 住所変更届
出等対応 

受付日 

③ 権利変動及
び権利形態
変更に伴う
申告等対応 

受付日 受付簿 
申 告 書 （ 届 出
書） 

調書 

④ 権利変動及
び権利形態
変更に伴う
登記簿等の
確認調査及
び資料作成 

申請後３日以内 権利調書（更新
済み） 

調書 

（５）調査・設
計、測量業務の
発注管理に関す
る業務 

① 調 査 ・ 設
計、測量業
務発注に関
する資料作
成 

作成後速やかに 発注準備資料 調書 
図面 
電子データ 

② 発注業務の
確認資料作
成 

作成後速やかに 調査報告書 調書 
 

③ 基準点等管
理 

現地確認後７日以
内 

基準点管理報告
書（写真含む） 

調書 
 
 

④ 各測量に係
る監理等 

イ確定測量杭の
管理 

現地確認日の翌日 現地踏査報告書
（写真含む） 

調書 
図面 
 

ロ確定測量杭の
現地引渡 

  ― 記録簿 
引継図書 

調書 
図面 
電子データ 

ハ測量杭引継記
録簿・引継図書
の作成 

杭引継日の翌日 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（６）仮換地指
定に関する業務 

① 仮換地指定
に伴う通知
書等の発送 

イ仮換地指定通
知書等の内容確
認及び発送準備 

指定通知発送日の
１４日前 

仮換地指定通知
書 
通知に係る関係
書類 
発送簿 

調書 
 

ロ通知書等発送
に伴う発送簿の
整理  

配達記録受取日 配 達 記 録 （ 綴
り） 

調書 
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（７）補助金等
に関する業務 

① 補助金・交
付金に係る
資料作成 

作成後速やかに 概算・確定要望
調書 
交付申請図書 
完了実績報告書 
補助執行管理調
書 

調書 
図面 
電子データ 

作成後速やかに 記録簿 調書 
 

（８）供給処理
施設の設置に係
る意向調査に関
する業務 

① 意向確認発
送資料の作
成及び発送 

資料発送日の１４
日前 

意向確認案内資
料 
位置図 
供給処理施設図 
意向調査発送図
書 
発送簿 

調書 
図面 
電子データ 

② 設置位置等
の権利者意
向の確認・
回答とりま
とめ 

各回答後３日以内 意向調査の回答
書（綴り） 

調書 

業務区分 業務の内容 納入時期 成果物 納入方法 

（９）都市計画
変更、事業計画
認可変更の法手
続きに関する業
務 

都市計画決定変

更に関する業務 
事業計画認可変
更に関する業務 

作成後速やかに 神奈川県、藤沢

市または鎌倉市

等協議資料 

地権者説明資料 
説明会資料 

調書 

図面 
電子データ 

作成後速やかに 会議記録 調書 

 

 

 



 

36 

・補償編 一覧表 

業務区分 業務の内容 成果物 納入時期 納入方法 

（２）補
償調整関
連業務 

①補償年度計画作成
業務 

調書（年度計画案） 作成後速やかに 
調書、図面 
電子データ 

② 補 償
物 件 等
の 権 利
関 係 確
認業務 

補償物件基
礎資料作成 

調書（補償物件基礎資料） 作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

移転等対象
物件権利変
動確認 

調書（移転等対象物件権利変
動） 

確認後速やかに 

調書、 
電子データ 土地使用・

減収補償等
権利変動確
認 

調書（土地使用・減収補償等
権利変動） 

確認後速やかに 

③ 補 償
金 算 定
等 に 係
る 基 礎
資 料 作
成業務 
 

補償金算定
基礎資料作
成業務 

調書（仮住居費単価案／地目
別土地使用料単価案） 

作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

仮住まい関
連基礎資料
作成 

調書（データの収集・整理結
果） 

収集・整理後速
やかに 

調書、 
電子データ 

④補償基準に関する
資料の収集及び整理
業務 

調書（他起業者等補償基準等
ファイル／他起業者等基準等
採用根拠整理） 

収集・整理後速
やかに 

調書、 
電子データ 

⑤補償に係る補助金
等導入に関する資料
作成業務 

調書（概算要望関連） 

各要望日１４日
前まで 

調書、図面 
電子データ 

調書（確定要望関連） 

調書（交付申請関連） 

調書（完了実績報告関連） 

 
 

業務区分 業務の内容 成果物 納入時期 納入方法 

（３)補償
推 進 関 連
業務 

①補償調整に係る説
明資料作成等業務 
 

調書（対応方針案、説明内容
案） 

作成後速やかに 
 
調書、 
電子データ 

②補償
調整に
係る機
構と権
利者等
との調
整等業
務 

補償内容等
の説明 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書、 
電子データ 
 

決裁資料等
の作成 

調書（契約書ほか関係書類の
案） 

作成後速やかに 

権利者等と
の対応 

調書（対応方針案） 対応日前日まで 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書（難航案件処理方針案） 
個別の難航案件
発生後速やかに 
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問 い 合 わ
せ、要望等
及び苦情へ
の対応等 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書（住所変更等の申出に係
る記録簿） 

住所変更等の申
出記録後速やか
に 

調書（情報開示請求対象） 
情報公開請求受
付後速やかに 

③損失
補償台
帳作成
等業務 

決裁基礎資
料作成 

調書（決裁基礎資料） 作成後速やかに 

調書、図面 
電子データ 
 

損失補償台
帳作成・管
理 

調書（損失補償契約台帳、損
失補償支払台帳、土地使用台
帳、土地使用図） 

契約完了後速や
かに 

支払に係る
帳票作成 

調書（支払に係る調書作成の
ための資料／権利変動調書） 

補償金支払の 
2 週間前 

④契約締結後の物件
移転促進業務 

調書（移転進捗状況確認報
告） 

移転期限内での
状況確認のつど
速やかに 

調書 
電子データ 

調書（移転完了確認報告） 
完了確認後速や
かに 

調書 
電子データ 
写真 

調書（期限内履行不能状況確
認報告） 

移転期限内での
履行不能が認め
られると確認後
速やかに 

調書 
電子データ 
写真 

調書（契約履行要請関連） 
指示者に確認後
速やかに 

調書 
電子データ 

⑤各種証明書等発行
資料作成等業務 

調書(税務に係る事前協議（変
更）文書の案、証明書の案及
び法定調書の案／その他の証
明書の案) 

作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

調書（法定調書作成計画表／法
定調書作成計画表に基づく実績
報告資料（月次）） 

⑥（３）
の業務を
行うに当
たり生じ
る権利者
等への説
明等に係
る資料作
成等業務 

個人又は
地元への
説明 

調書（説明用資料） 対応日前日まで 

調書、 
電子データ 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

関係機関
との会議
（調整） 

調書（会議（調整）資料） 対応日前日まで 

調書（議事録〔又は記録簿〕） 対応後速やかに 
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業務区分 業務の内容 成果物 納入時期 納入方法 

（４）補償管
理関連業務  

①調査算定等業務発
注に係る基礎資料作
成業務 

調書（発注に係る基礎資
料） 

作成後速やかに 
調書、 
電子データ 

②権利者協力確保の
説明 

調書（権利者対応記録簿） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書、 
電子データ 

③請負業
務に係る
指示案の
作成等 

方針事項
の伝達 

調書（打合せ記録簿） 対応後速やかに 

調書、 
電子データ 指示書案

の作成・
指示の伝
達 

調書（業務指示書の案） 
業務指示の必要
が認められると
確認後速やかに 

④成果品
の検証 

算定書の
検証 

調書（発注業務に係る補償
金検証済報告書） 

算定書の提出を
受けての検証後
速やかに 

調書、 
電子データ 成果品一

式及び必
要書類の
検証 

調書（発注業務に係る成果
品検証済報告書） 

成果品の提出を
受けての検証後
速やかに 

⑤問合せ及び苦情に
対する対応等 

調書（権利者対応記録簿） 
（原則として）
対応後翌営業日
まで 

調書、 
電子データ 

調書（情報開示請求対象） 
情報公開請求受
付後速やかに 

調書、 
電子データ 
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・工事編 一覧表 

 

（２）事業費執行管理に係る業務 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 補助要望に係る資料

作成 

「補助対象工事

一覧」参照 

実施時期 
１カ月前 

調書 
位置図 

データ 

ファイル 

② 受託工事関連資料作

成 

「 受 託 工 事 一

覧」参照 

実施時期 
１カ月前 

調書 
位置図 

データ 
ファイル 

 

（３）業務の発注準備に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 既存資料の検索と資料
作成 

「対象業務一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
データ 
ファイル 

② 現地踏査 
「対象業務一覧」参
照 

現地踏査後 
3 日以内 

報告書 
データ 
ファイル 

③ 基本・実施設計に係る
資料作成 

「対象業務一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
データ 
ファイル 

④ 土質調査に係る資料作
成 

「対象業務一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
データ 
ファイル 

 

（４）業務発注に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

業務発注に係る資料作成 
「対象業務一覧」参
照 

契約審査会 
2 週間前 

特記仕様書案 
スケジュール 

データ 
ファイル 

 

（５）工事の発注準備に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 設計・積算管理に係る
資料作成 

「対象工事一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
件名別ファイル 

データ 
ファイル 

② 関連工事のスケジュー
ル確認 

「対象工事一覧」参
照 

実施時期 
2 週間前 

調書 
件名別ファイル 

データ 
ファイル 

 

（６）工事発注に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

工事発注に係る資料作成 
「対象工事一覧」参
照 

契約審査会 
２週間前 

工事箇所図 
スケジュール 

データ 
ファイル 

 
 

（７）工事・業務等の契約変更に係る業務 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 工事の契約変更に係る業
務 

「契約変更対象工
事一覧」参照 

契約変更２週間前 調書 
データ 
ファイル 
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② 業務等の契約変更に係る
業務 

「契約変更対象業
務一覧」参照 

契約変更２週間前 調書 
データ 
ファイル 

 

（８）工事・業務等の完了に係る業務 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

①工事・業務等の完了時期の確認 
「対象工事一覧」、 
「対象業務一覧」参照 

工期末２ヶ月前 調書 データ 

②工事・業務等の検査日程の確認 
「対象工事一覧」、 
「対象業務一覧」参照 

工期末１ヶ月前 調書 データ 

 

（９）管理者協議に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

① 道路、公園、下水道、
調整池に係る管理者協
議資料作成 

「対象工事一覧」参
照 

協議 1週間前 調書 
データ 
ファイル 

② 水道、ガス、電気等に
係る管理者協議資料作
成 

「水道、ガス、電気
等に係る企業者協議
対象工事」参照 

協議 1週間前 調書 
データ 
ファイル 

 

（10）工事施工実績報告に係る資料作成 

業務の内容 実施時期 納入時期 成果物 納入方法 

①グリーン購入法に基づく調
達実績集計 

３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

②マテリアルフロー集計 ３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

③建設副産物実態調査集計 ３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

④建設副産物利用促進に関す
る実績集計 

３月 実施日より 10日以内 集計表 データ 

⑤ 諸経費動向調査資料作成 ３月 実施日より 20日以内 集計表 データ 

⑥ コスト縮減実績集計 
中間：1月 
完了：3月 

実施日より 10日以内 集計表 データ 
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２）工事管理関連 

２）－①，工事監督編 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、機構が契約した工事（監督業務の対象工事）の契約内容（契約書、図面、仕様

書、入札説明書等、請負代金内訳書、枠組み協定一括入札方式に関する協定書、ＶＥ提案書、低

入札価格調査確認書及び総合評価計画書（以下、「契約図書等」という。））及び下記に示す仕様書

及び基準等に基づき、工事契約内容が工事請負業者によって完全に履行され、工事目的物が完成

するように工事監督業務を行うものとする。また、必要に応じて機構が管理している用地、施設

等について下記に示すマニュアル、計画書等に基づき、点検を行い、管理用地における安全な管

理の継続がなされるように点検を行うものとする。 

 

基 準 等 発 行  

工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）（平成 16年 7月） 都市再生機構 

工事監督業務における計画書の作成について（平成 13年 10 月 16 日付 13－

46） 

都市再生機構 

「低入札価格工事における重点監督の実施要領」の改定について（平成 19 年 9

月） 

都市再生機構 

基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和２年度版） 都市再生機構 

元請下請紛争等対応マニュアル（平成 17 年 7 月） 都市再生機構 

宅地品質に関するお客様対応等マニュアル 都市再生機構 

機構管理用地等に係る現場管理マニュアル 都市再生機構 

造園工事における重点監督の試行実施要領 都市再生機構 

監督必携 都市再生機構 

地区別安全点検計画書 
東日本都市 

再生本部 

なお、上記「工事監督業務委託共通仕様書（Ⅱ）（平成 16 年 7 月）」に定める用語については、

本仕様書では次のとおり読み替えるものとする。 

    １）「主任監理員・監理員」は、本仕様書の「委託業務従事者」に読み替える。 

    ２）「指示・協議」は、本仕様書の「連絡・確認」に読み替える。 

 

（２）業務実施に係る内容 

①監督業務実施計画 

管理技術者は、工事監督業務の実施にあたり、機構の定める様式に基づき、「監督業務実施計

画書」を作成し、担当職員に提出し承諾を受けること。 

また、業務内容に重要な変更が生じた場合は、その都度、変更に関連するものについて「監

督業務変更実施計画書」を作成し、担当職員に提出し承諾を受けること。 

②業務内容確認 

   管理技術者は、監督対象工事が発注される場合あるいは、監督対象工事の工期等が本業務仕

様書の記載内容と異なる場合、担当職員と業務処理に係る協議を行う。この場合において、担

当職員は、当該変更又は追加に係る「業務内容確認書」を管理技術者に提出する。 

③業務報告 

管理技術者は、監督業務の処理結果について業務履行日毎に、「業務内容報告書」を作成
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し、週に1回、業務週報として担当職員に報告すること。ただし、重要な処理事項が発生し

た場合は、速やかに報告すること。重要な処理事項とは、工事の請負契約内容に関するこ

と、委託業務の範囲を超える事項で機構の判断を要すること及び業務受託者が疑義を生じ

たこととをいう。 

④管理技術者 

管理技術者は、工事監督業務を総括指導し、担当職員に対して技術的助言を行い、業務

が円滑に行われるよう努めなければならない。また、受託業務従事者に適切な指導を行い、

業務が円滑に行われるように努め、施工中の工事のスケジュール確認により各施工業者と

の工程調整を行い、担当職員に業務実施状況について最低月１回以上、工事の進捗状況及

び工事上の課題とその対処方法について、定期的に報告を行うこと。 

⑤委託業務従事者 

受託業務従事者は、業務の実施にあたっては、管理技術者の助言・指導を受け実施する

こと。また、管理技術者が助言・指導を行う上で必要となる情報（工事上の課題や懸念事

項及び工事請負業者の施工体制等）は、遅滞なく報告すること。 

⑥委託契約の変更 

担当職員は、監督対象工事の件数・請負金額・工期等の変更、或は低入札価格工事の発

生等、監督業務内容を変更する必要が生じた場合は、業務受託者と業務委託契約書第１３

第２項に基づき協議して定める。 

 

（３）監督対象工事 

業務受託者は、次の工事（監督対象工事）について工事監督業務を行うものとする。 

工事 

番号 

工事工期 

（予定） 

監督対象期間 

(予定) 
種別 

工事価格 

（億円） 

(税抜き) 

換算 

工事費 

（億

円） 

工
種
係
数 

地
域
条
件 

係
数 

備 

考 

（注

1） 

① 
令和７年４月～ 

令和８年９月 

令和７年４月～ 

令和８年３月 
土木一式工事 10.28 9.79 1.3 1.1 枠組み 

注 1）重点工事：重点、低入札価格工事重点監督試行実施工事：重点監督 

枠組み協定型一括入札方式：枠組み 

注 2）工事費単価変動係数：1.32、監督行為量変動係数：1.00、委託業務の範囲の補正率：1.00 

監督形態係数β０＝1.00（共通仕様書Ⅱ） 

注 3）発注時期等については変更が生じることがある。 

注 4）監督員は延べ 253.0 人・日を想定。（管理技術者の人工数は含まない） 

土木：下記１，２のいずれか 

１ １級土木施工管理技士 

２ 大学卒業後 5 年、短大・高専卒業後 8 年、高校卒業後 11 年以上の実務経験を有する者

で、工事監督経験業務の経験が４年以上の実績を有する者 

（４）監督対象工事に係る内容 

①工事監督計画書 

管理技術者は、「工事監督業務における計画書の作成について（平成 13 年 10 月 16 日付 13－

46）」に基づき、「工事監督計画書」を作成し、当該工事着手までに担当職員に提出し確認を受

けること。また、追加工事による大幅な変更が生じたときや管理技術者及び委託業務従事者等
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に変更があったときは、その都度、速やかに「工事監督変更計画書」を作成し、担当職員に提

出し確認を受ける。 

②重点工事 

    業務受託者は、監督対象工事一覧表の備考欄に重点工事と記載してある工事について、早朝、

深夜の施工時を含め、立会いを徹底すること。なお、重点工事とは、重要構造物・施設の築造

等で高い品質管理を求めるもの、家屋や道路等の施設に近接して工事を施工する場合や産業廃

棄物等の持込み等の可能性が否定できない工事等をいう。 

特に工事請負業者が土・日、祝祭日に作業を行う場合には、事前に休日作業届を提出させ、

原則立会うこと。 

  ③低入札価格工事の重点監督 

監督対象工事が低入札価格工事となった場合は、「低入札価格工事における重点監督の実施要

領」の改定について（平成 19 年 9 月）に基づき、重点監督を行う。担当職員は、重点監督実施

に伴う監督配員計画については、業務受託者と協議の上、業務内容の変更及び仕様書の訂正を

行い、必要があると認められるときは、履行期間及び請負代金額を変更するものとする。 

なお、重点監督にあたっては、次の資料を作成すること。 

ｲ.「低入札価格工事における重点監督の実施要領」の改定について（平成 19 年 9 月）に基づ

き、「重点監督方針の策定」を行うこと。 

    ﾛ.「低入札価格工事における重点監督の実施要領」の改定について（平成 19 年 9 月）に基づ

き、「重点監督計画書」を作成し、担当職員に提出し確認を受ける。 

  ④施工状況等の確認 

    管理技術者は、工事請負業者の施工状況や施工体制の確認を行い、その結果を「業務内容報

告書」に記録し担当職員に報告する。また、低入札価格工事である場合は、低入札価格調査時

に確認した内容（機構と工事請負業者が締結した「確認書」記載事項）について履行状況を確

認し、併せて「業務内容報告書」に記録し担当職員に報告すること。 

  ⑤施工プロセスチェックシートによる確認実施 

④の「業務内容報告書」記録内容から、工事請負業者の施工体制や施工状況の適否について

機構が定める「施工プロセスチェックシート」へ記録し、1 回／月 担当職員へ報告すること。

なお、工事請負業者の施工体制や施工状況に工事の品質確保及び工事工程等の遵守に関して、

著しい問題がある場合は、「施工プロセスチェックシート」へ記録し、速やかに担当職員へ報告

すること。 

  ⑥境界杭等の確認 

管理技術者は、基盤整備工事共通仕様書等に基づき、監督対象工事について次に示すイ～リ

を確認し、担当職員に報告しなければならない。 

ｲ. 境界杭及び測量杭等の位置及び存否 

ﾛ. 解体材及び発生材等の処理状況 

ﾊ. 現況復旧工事の実施状況 

ﾆ. 工事現場周辺及び工事敷地の清掃及び後片付け状況 

ﾎ. 既存樹木等の保護状況 

ﾍ. 施工体制（監理技術者の専任性、施工体制台帳の整備及び備え付け、工事担当系図の掲示、

下請契約に関する点検等）の確認状況 

ﾄ. 機構が定めた宅地地盤強度等の宅地品質基準に伴う確認 

ﾁ. 工事監督計画書の重点工事における請負業務従事者の立会い確認状況及びその結果 
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ﾘ. その他、工事の特記仕様書に定められた規格、基準類に関する確認状況 

⑦公共団体等との協議・説明等 

管理技術者は、説明内容を担当職員に確認を受け、それに基づき、監督対象工事に係る地元

説明及び公共団体等（監督対象の工事目的物の将来管理者）へ説明を行う。説明結果について

は、速やかに担当職員へ報告を行なうこと。 

    管理技術者は、担当職員の確認に基づき、特に次に示すイ～ヘについて、監督対象工事の契

約内容（契約図面等）及び基盤整備工事共通仕様書に基づき公共団体等へ説明等を行い、対象

工事が円滑に行われるよう努めなければならない。 

ｲ. 地元地権者及び関係者に対する工事施工段階毎の説明及び切り回し道路施工時の工程調整

とその内容について説明を行う。なお、説明の時期等は、工事内容を勘案し、工事監督計

画書に記載すること。なお、突発的なこと、苦情等に関しては、随時対応すること。 

ﾛ. 宅地造成等規制法の基準に基づく中間検査や、工事目的物の将来管理者による検査等の公

共団体との日程調整及び現地立会い。 

ﾊ. 関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査における担当職員と工事業務受託者との調

整。工事業務受託者が作成する検査に必要な資料の指示と検査の立会い。 

ﾆ. 下水道工事（藤沢市・鎌倉市）、電気工事（東京電力）、通信工事（NTT インフラネット

他）、ガス工事（東京ガス）、水道工事（神奈川県営水道）及び周辺事業※などが輻輳する

場合の各工事の施行主体（公共団体や各管理者）と工程調整及び現地立会いを実施する。

また、その結果について委託業務責任者へ報告するとともに、各工事請負業者へ通知する。 

 ※周辺事業：本地区周辺で以下の事業が予定されている 

【村岡工区】JR 東日本：新駅整備 

藤沢市：自由通路整備、村岡新駅南口通り線整備、村岡公民館整備 

【深沢工区】鎌倉市：市役所新庁舎整備、市営住宅移転 

ﾎ. 工事監督対象工事間の工程調整や現地立会いを実施し、これらの調整結果を各施工業者へ

通知する。 

ﾍ. 道路法 24条及び 32条に基づく申請に係る事前協議、書類作成、書類提出。 

  ⑧設計変更資料作成 

管理技術者は、担当職員の確認に基づき、監督対象工事において追加工種等が発生した場合、

設計変更時の資料作成を行うものとする。また、宅地品質に関係する設計変更は、「工事等請負

契約事務処理要領の運用について」5(3)二「構造、工種、位置、断面等の変更で重要なもの」

として処理すること。 

⑨建設機械の排出ガス対策を確認 

管理技術者は、監督業務対象工事の契約内容（契約図書等）及び基盤整備工事共通仕様書に

基づき、当該工事で使用する建設機械の排出ガス対策が基準に適合しているか確認し、その結

果を担当職員に報告すること。 

また、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（通称「オフロード法」）第28条に基づ

く指針に則り、排出ガスの排出量を増加させないための燃料の使用状況及び排出量を増加させ

ないための点検整備の実施状況について、確認すること。 

なお、基準に不適合の場合は、工事請負業者に是正処置を指示するものとする。 

⑩搬入土に係る品質確認 

    村岡・深沢地区において実施する搬入盛土工事において、施工計画検討の状況を把握の上、盛

土材の搬入時期、搬入量の調整を図ると共に、搬入土の品質を盛土工事施工中に、少なくとも
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1 日 1 回目視にて確認し、異物の混入が認められる場合は搬入を中止させ担当職員に速やかに

報告すること。 

  ⑪工事成績評定参考資料作成 

管理技術者は、工事が完成した時は、工事検査日までに、「業務週報（定期提出分及びその総

括）」及び「施工プロセスチェックシート（定期提出分及びその総括）」を担当職員へ提出する

こと。 

  ⑫業務受託者の旅費等 

    業務受託者は、工事の品質確認（材料検査含む）において、当該工事箇所以外の場所へ赴く

必要が生じた場合は、事前に担当職員の承諾を得るものとし、要した旅費等については、請求

があった場合に限り、その費用は精算変更の対象とする。 

⑬特注品及び注文生産品の工場検査の実施 

    業務受託者は、特注品及び注文生産品の材料納入に際し、担当職員に材料検査計画書を提出

し、確認を得た上で材料検査を実施すること。 

  ⑭完成図のチェック及び訂正等の指導及び完成提出図書の確認。 

    業務受託者は、工事請負業者が作成する完成図についてチェックを行い、訂正等について工

事請負業者を指導すること。 

  ⑮現場の安全について 

    業務受託者は、監督対象工事及び関連工事が労働安全衛生法に規定される一定規模以上とな

る場合は、統括安全衛生責任者の選任について指導し、管理体制等の必要資料の届出を受け、

業務内容報告書により担当職員に報告すること。 

  ⑯現場発生土の仮置場の選定及び盛土流用の調整、土量の管理や再生資源の使用の調整 

    業務受託者は、監督対象工事により発生する建設発生土や再生資源について、極力運土が少

なくなるよう工事間の工程調整を行うこと。止むを得ず現場内に仮置きする場合は、指示者の

確認を得た上で仮置場の選定を行い、受け払い簿を作成し、その管理を行うこと。 

  ⑰監督対象となる工事において発生する産業廃棄物 

    業務受託者は、監督業務対象工事において発生するコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄

物は、契約図書に基づき適正に処理することを重点管理項目として位置づけ、工事監督業務細

則第 25 条の規定に基づき、適正な処理を確認すること。契約図書にその処理方法が規定されて

いない場合は、速やかに担当職員に報告し、適正な処理に努めること。 

    また、上記以外にも施工中に他工事で発生したコンクリート、アスコン塊、木材等廃棄物を

発見した場合においても、速やかに担当職員にその状況を報告するとともに、その処理方法に

ついて確認し、適正な処理に努めることとする。 

  ⑱宅地品質等確保にかかる取り組みについて 

    業務受託者は、（１）「宅地品質に関するお客様対応等マニュアル」に基づき、宅地品質を確

保するための工事共通仕様書、土木工事施工管理基準等に基づく品質管理を徹底すること。 

また、機構が管理する宅地品質管理台帳、宅地品質チェックシートの作成に資する基礎情報

を作成するため、工事請負業者が工事着手する前に宅地品質管理台帳の内容の確認を行い、適

正な対応を図るよう指導し、定期的に状況を確認することとする。 

  ⑲総合評価方式発注工事 

    業務受託者は、工事請負業者から提出される総合評価計画書について、受託者、工事監督部

署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認し、記載内容に漏れや問題等について指導す

る。 



 

46 

    また、当該施工計画に基づいて適正な履行が為されているかどうか、履行状況の確認、指導

を行う。工事完成時には提案項目の最終履行状況について確認を行い、業務内容報告書により

担当職員へ報告すること。 

  ⑳契約後 VE 方式発注工事 

    業務受託者は、契約後 VE 方式により契約した工事にかかる、工事請負業者から提出される VE

提案について、当該提案の施工方法や品質性能の問題の有無について確認する。また当該提案

が採用された場合は、修正施工計画について確認を行い、必要に応じて工事監督変更計画書を

担当職員へ提出すること。 

   段階確認 

    業務受託者は、完成時に確認できない不可視部分などの箇所について、工事特記仕様書或い

は担当職員との協議に基づき、出来形や写真等により段階確認を行なうこと。 

資料作成の協力について 

    業務受託者は、対象工事に係る下記資料の作成に協力すること。（様式○） 

・建設副産物調査          ・下水道資器材調査 

・CREDAS              ・グリーン購入法調達実績 

・環境マテリアル          ・施工実態調査（歩掛調査） 

・諸経費動向調査 

  

災害時等の対応 

業務受託者は、長期休暇（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始）前に、現場状況や緊急連

絡網等の現場体制を確認し、その結果を休暇体制報告書（様式任意）として取りまとめること。 

災害が発生した場合（予見される場合も含む）、速やかに工事請負業者（作業員等）及び現場

の安全を確認するとともに、速やかに担当職員に報告すること。 

警報が発令された場合（予見される場合も含む）、工事請負業者と連携したうえで、作業の一

時中止や安全対策を講ずるなど対応するものとする。 

 受注者は、監督対象工事の施工に必要となる法令等に基づく届出等については、「法令等に基づく届

出等チェックリスト」等を工事期間中随時更新することで把握するとともに、届出等がなされた場合は、

その写しを、機構から工事受注者までの関係者間で遅滞なく届出内容が共有されるように手配すること。 

 

（５）現場の安全管理について 

①現地調査及び設計図書の作成 
業務受託者は、維持修繕工事、清掃工事、防災工事の必要が発生した場合は、その措置（工

事実施）に必要な現地調査及び設計図書（工事発注図書）の作成を行なう。 
②防災備品等の管理 

業務受託者は、機構が購入する防災備品について、保管、整理を行い、保管備品一覧表を備

え付けておくこと。また担当職員から連絡があった場合は、ただちに当該一覧表を提出するこ

と。 
③地元関係者への説明と交渉等 
・本業務に関連する地元関係者への説明、交渉等は、原則として担当職員が行うものとするが、

業務受託者が対応せざるを得ない事態が生じた場合、業務受託者は地元関係者に誠意をもっ

て接しなければならない。 

・業務受託者は、地元関係者からの質問､疑義に関する説明等を求められた場合は、簡易な場合

21 

22 

23 

24 
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を除き担当職員の確認を得ずには対応してはならない。常に地元関係者との間に紛争が生じ

ないように努めなければならない。 
④官公署との対応 

管理技術者は、地区保全（不法投棄の発見、器物破損等）の関連で機構が行う官公署等への

手続きの際に、担当職員から連絡があった場合は、手続きに係る資料作成を速やかに行うもの

とする。 
⑤現場の巡回点検 

    別に指示する機構管理地のフェンス、及び敷地の安全、不法投棄等の点検を安全点検計画書 
に基づき週一回実施して報告すること。 

（６）成果物 

   本業務の履行によって生ずる成果物については、機構の定める工事監督業務委託共通仕様書

(Ⅱ)に従うほか、下記のとおりとする。 

工事管理（監督）関連成果物一覧表 

業務内容 発生時期 納入時期 成果物 納入方法 
（２）① 
監督業務実施計画 業務契約時 業務契約後 10 日以内 監督業務実施計画書 調書 

（２）③ 
業務報告 監督業務履行中 翌週、速やかに 業務内容報告書 

（業務週報） 調書 

（４）① 
工事監督計画書 

対象工事の監督業

務開始時 
対象工事の監督業務

開始後、10 日以内 工事監督計画書 調書 

（４）③ 
低入札価格工事の重

点監督 

低入札価格工事の

発生時 工事着手一週間前 重点監督計画書 調書 

（４）④ 
施工状況等の確認 確認時 確認後、3 日以内 業務内容報告書 調書 

（４）⑤、⑪ 
施工プロセスチェッ

クシート 

監督業務履行中 1 回／月 
施工プロセスチェッ

クシート 調書 
工事完成時 工事完成時 

（４）⑥ 
境界杭等の確認 監督業務履行中 確認後、3 日以内 業務内容報告書 調書 

（４）⑦ 
公 共 団 体 等 と の 協

議・説明等 

公共団体等への説

明実施の都度 

実施後、3 日以内 業務内容報告書 調書 

実施、５日前 各種協議・申請書類 調書 

（４）⑧ 
設計変更資料作成 

設計変更発生契約

手続前 設計変更手続き 5日前 工事報告書に係る説

明資料 調書、図面 

（４）⑨ 
建設機械の排出ガス

対策の確認 

工事業務受託者か

らの建設機械使用

計画書提出時 
工事着手 3 日前 建設機械排出ガス対

策確認報告書 調書 

（４）⑬ 
工場検査の実施 

材料納入時 
 検査５日前 材料検査計画書 調書 

（４）⑮ 
現場の安全について 

対象工事の監督業

務開始時 提出後速やかに 業務内容報告書 調書 

（４）⑲ 
総合評価方式工事 工事完成時 工事完成時 業務内容報告書 調書 

（４）⑳ 
契約後 VE 方式工事 

対象工事の監督業

務開始時 施工計画確認後 工事監督変更計画書 調書 
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（４）  
資料作成の協力 3 月 実施 1 週間前 各種報告書 調書,データ

一式 
（４）  
災害時等の対応 長期休暇前 長期休暇１週間前 休暇体制報告書 調書 

（５）① 
維持修繕工事等設計

図書の作成 

維持修繕工事等が

必要な場合 発生後速やかに 設計図書 

（工事発注図書） 
調書、図面 

（５）② 
地元関係者への説明

と交渉等 

地元関係者に対応

した場合 
対応した当日、速や

かに 業務内容報告書 調書 

（５）③ 
官公署との対応 

官公署への手続き

に係る資料作成が

必要な場合 
作成指示後速やかに 官公署手続きに係る

資料 調書 

（５）④ 
現場の巡回点検 監督業務履行中 巡回点検後速やかに 巡回点検結果報告書 調書 
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３）積算関連 

３）－①工事費積算編 

（１）準拠すべき仕様書、基準等 

業務受託者は、機構が契約する工事に関する工事費積算を行うに際して、下記に示す仕様書及

び基準等に基づき実施するものとする。 

 

【積算】に関する基準、業務実施マニュアル  発 行 部  

土木・造園工事積算要領（令和４年度版） 都市再生機構 

建設機械等損料算定表 日本建設機械化協会 

建設機械等損料算定表・参考資料 日本建設機械化協会 

土木設計業務等の電子納品要領（案）（平成 16 年 7月 1 日） 都市再生機構 

土木工事図面作成要領（案）(平成 11 年度要領対応版)(平成 12 年 7 月) 都市再生機構 

ＣＡＤによる土木工事図面作成要領（案）(平成 16 年 7 月 1 日) 都市再生機構 

土木・造園工事数量算出要領（案）（令和 3 年度版） 都市再生機構 

工事工種体系ツリー図（令和 3 年 11 月） 都市再生機構 

工事工種体系化細別用語定義集（令和 3 年 11 月） 都市再生機構 

造園施設標準設計図集（令和５年） 都市再生機構 

造園施設参考設計図集（令和５年） 都市再生機構 

UR 植栽基盤ガイドブック（平成 29 年 4 月） 都市再生機構 

土木工事 施工条件明示の手引き（案）（平成 7 年 9 月） 都市再生機構 

宅地造成工事防災図集（平成 14 年 3 月） 都市再生機構 

（２）工事費積算に係る業務 

本業務は、以下の各工事について、機構から貸与する「工事の実施設計成果」及び「土木･造園

工事積算要領、土木･造園工事積算参考資料」等に基づき、工事発注に必要な積算図書を作成する

ものである。 

実施設計の成果品を基に、現地調査を行なった上、各工事発注に必要な入札説明書の図書等に

関連する積算根拠資料の整理（見積り徴収・整理を含む）及び、機構から貸与するパソコン及び

積算システム「都市再生機構 土木・造園工事積算システム(以下、「ＴＳＳ」という。)」を利用

して、積み上げ分の工事費データ入力・チェック・修正を実施する。また、積算に必要な適用歩

掛の検討及び採用単価の検討（経済比較等を含む）を行う。 

機構から貸与された「工事の実施設計成果（設計図面・数量計算書等）」について、積算上修正

が必要な箇所を発見した場合は、修正箇所に関する報告を行う。 

工事費積算に係る単価等でＴＳＳに登録されていない単価等が発生した場合は、報告を行い、

指示者から連絡する見積り条件を基に機構名で見積り依頼を行うこと。 

ＴＳＳの使用にあたっては、「都市再生機構土木・造園工事積算システム（ＴＳＳ）操作手引

書」によることとし、積算に係る資料等（設計数量、単価、金額等）の厳重な管理を行うものと

する。特に積算に係る資料等で金額が記載されている資料は、庁舎外への持ち出し・を禁止とす

る。 

下記業務区分「３.工事費データ入力及び経費計算」の内、積算端末機による工事費データ入力

については、「土木･造園工事積算システム(ＴＳＳ)コンサルタント版（単価・金額は非表
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示）」の接続環境（ＴＳＳ環境設定マニュアル参照）が整った場所であれば、データ入力作業が

できるものとする。 

なお、工事費積算に係る対象工事について、別表に示す。 

①管理技術者に係る実施内容 

 管理技術者は、積算上の誤謬を防止の観点から入力担当者に適切な業務指示を行い、ま

た、常に情報漏洩防止に配慮しなければならない。なお、管理技術者は工事発注時期を確認

し、実施設計書の作成時期、納入時期のスケジュール管理をしなければならない。 

実 施 区 分 業 務 内 容 

１．工事費データに必要な
調書等の作成 

(1)適用歩掛り、単価の検討 
積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う（単価採用に当

たっての、経済比較も含む）。なお、工事費積算に係る単価
等でＴＳＳに登録されていない単価等が発生した場合は、見
積り条件を整理し、指示者に報告した後、機構名で見積り依
頼を行う。 

２．工事費データ入力値の
確認と経費計算 

(1)工事費データの確認 
入力担当者がシステムで入力した工事費データ（単価・金

額抜き）について、適用歩掛、工種区分及び入力値の確認を
行い、誤りが発見されたら修正を指示する。 

(2)経費計算 
上記（1）のチェックを完了した後、ＴＳＳによる経費の計

算を行う。 
(3)「ＥＣＳ」による経費計算 

協定方式工事（枠組み協定一括入札方式及び追加工事協定
方式）の場合は、「枠組み協定一括入札方式経費計算システム
（ＥＣＳ）」による経費計算を行い、ＴＳＳの帳票に反映させ
る。 

３．帳票作成 
＊作成した帳票は外部への
持ち出しを禁じるとともに
施錠管理とする。 

(1)実施設計書の作成 
工事発注に必要となる最終の実施設計書の作成を行う。 

(2)積算内訳書の作成 
最終実施設計書を基に、積算内訳書(公表用設計書)の作成を
行う。 

(3)工事費内訳書の作成 
工事費内訳書(金抜き設計書)の作成を行う。 

    

① 担当技術者に係る実施内容 

実 施 区 分 業 務 内 容 

４．現地調査等 (1)実施設計の確認 
指示者から貸与する実施設計成果品の内容を十分確認する。 

(2)現地調査 
現地の状況に適合した積算を行うため現地調査を行う。 

(3)現地調査記録簿の作成 
留意事項を調書（任意様式）に記録し、指示者に報告する。 

５．調書等の作成 (1)入札説明図書等の作成 
下記の各工事発注に必要な積算図書等（積算根拠資料及び見積徴

収簿、設計図面及び数量計算書の修正指摘資料）を作成する。 
(2)適用歩掛り、単価の検討 

積算に必要な適用歩掛、単価の検討を行う。（経済比較も含む） 
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６．データの作成 (1)工事費データ入力及び経費計算 
積算対象工事に係る実施設計成果品（報告書、設計図面、数量計

算書）より、積算システム端末機による工事費データ入力（単価・
金額抜き）を行う。なお、入力値に誤りが発見されたら修正を行
う。 
(2)工種区分の設定のチェック・修正 

工種区分の設定のチェックを行い、誤りが発見されたらデータの
修正を行う。 

７．積算に係る集計資料作成 (1)機労材集計表の整理 
  積算システム（ＴＳＳ）を活用し機労材集計表の整理を行い、デー
タベースを作成する。 

(2)環境マテリアル集計作業 
（1）で作成したデータべースを利用し、環境マテリアル集計作業を
行う。 

(3)グリーン購入法資料作成 
 （2）で作成したデータべースを利用し、グリーン購入法資料を作成
する。 

(4)積算チェックシートの作成 
最終実施設計書の作成に際しての積算根拠（適用歩掛、採用単

価等）のチェックシートを対象工事毎に作成する。（様式○） 

８．その他 (1)設計条件の確認 
積算を実施するのにあたって、業務対象工事に係る実施設計内

容について、現場調整関連業務と連携し、設計内容,設計条件を
確認し、その結果を積算業務に反映させること 

 

別表 工事費積算に係る対象工事 
番

号 

上段：積算時期 

下段：発注時期 
工種 概算金額 

新規 

・変更 
備 考 

①                 
令和７年８月～９月 

令和７年 12 月 
複合 5.91 億円 新規 

令和８年度基盤整備工事（枠組

み） 

②  
令和７年４月 

令和７年５月 
排水 11.3 億円 変更 

令和７年度基盤整備工事（枠組

み） 

注）積算時期及び発注時期については変更が生じることがある。 
 

（３）成果物 

本業務の履行によって生ずる成果物については、下記のとおりとする。 

業務内容 発生時期 納入時期 成果物 納入方法 
1．(1)  
5．(1)(2) 
工事費データに必
要な調書の作成 

各工事に係る積算
実施期間 

実施設計書作成後
1 週間以内 

積算根拠資料 
見積徴収簿 
経済比較資料（必要
な場合） 

調書（工事件
名ごと） 

4．(1)(2)(3) 
事前調査 

積算時期の1週間程
度前を目途 

調査実施後三日以
内 

現地調査記録簿 
設計図面及び数量計
算書修正指摘資料 

調書（工事件
名ごと） 

3．(1)(2)(3) 
6．(1)(2) 
帳票作成 

各工事に係る積算
実施期間 

発注時期の 1 ヶ月
前  

実施設計書 
積算内訳書 
工事費内訳書 

調書（工事件
名ごと） 

工事変更日前 2 週
間前  

変更実施設計書 
変更積算内訳書 
変更工事費内訳書 

調書（工事件
名ごと） 
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7．(1) 
積算に係る集計資
料作成 

(1)個別工事に係る
積算が完了した後 
 

(1)業務検査後成果
品納品時 
 

(1)積算チェックシー
ト 

調書 ,データ一
式 

 

 

 

 

・過去の業務の成果品より様式を作成 
・工事件名は記載せず番号で表記 
・実績物量管理データに係る業務がある場合は、これまでの実施状況を踏まえ業務内容を記載す

る。 



別紙－1　現場調整関連工程表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（２） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（３） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（４） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（５） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（６） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（７） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（８） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（９） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（２） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（３） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（４） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（２） ● ● ●

（３） ● ● ● ●

（４） ● ●

（５） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（６） ● ● ● ● ●

（７） ● ● ●

（８） ● ●

（９）① ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（９）② ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（１１） ●

業務項目
令和７年度

区分

区
画
整
理

補
償

【担当技術者】
432人・日（延べ）

[内訳]技師C：２人・日（延べ）
注：管理技術者の人工数

　　は含まない

審議会運営に関する業務

関係機関協議に係る資料作成

調査・設計、測量業務の発注管理に関する業
務

工
事

工事・業務等の契約変更に係る資料作成

工事の発注に係る資料作成

業務の発注準備に係る資料作成

工事の発注準備に係る資料作成

直接経費（想定）人工数（想定）

権利者等対応及び資料作成等業務

補償推進関連業務

補償管理関連業務

【担当技術者】
432人・日（延べ）

[内訳]技師C：２人・日（延べ）
注：管理技術者の人工数

　　は含まない

【事務所等使用料】
〔湘南都市再生事務所〕
　事務所使用料及び

　什器使用料×2.0人×12ヶ
月

【事務所等使用料】
〔湘南都市再生事務所〕
　事務所使用料及び

　什器使用料×2.0人×12ヶ
月

補償調整関連業務

権利等の申告、届出等への対応に関する業
務

事業計画認可変更の法手続きに関する業務

仮換地指定に関する業務

補助金等に関する業務

供給処理施設の設置に係る意向調査に関す
る業務

事業費執行管理に係る資料作成

【事務所等使用料】
〔湘南事務所〕

　事務所使用料及び
　什器使用料×４人×12ヶ月

業務発注に係る資料作成

工事・業務等の完了に係る業務

工事施工実績報告に係る資料作成

【担当技術者】
864人・日（延べ）

[内訳]技師C：４人・日（延べ）
注：管理技術者の人工数

　　は含まない

管理者協議に係る業務



仕様書別添１ 

ウイークリースタンス 実施要領 
 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく

「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発

注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを

目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案

した上で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について

受発注者間で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内

容を見直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員

から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間につい

ては、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合

せ記録簿に整理する。 

 

以 上 


